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1 知財関連の主要米国企業・組織 
 

本章では、米国における知財関連企業・組織を紹介する。具体的には、知財ブローカー、オンライ

ン知財・ライセンスマーケット、知財オークション企業、そして、大学の技術移転部門の 4カテゴリ

ーに関して、主要な企業・組織の事業概要等を取りまとめた。掲載順は、1.4を除いてアルファベット

順となっている。また、以下の記載はウェブサイト等の公開情報を要約したものである。 

 

1.1 知財ブローカー 
 

本セクションでは、知財ブローカーとして米国において事業を展開する 24社を取り上げた。 

 

1.1.1 Adapt IP 
 

アダプト IP社（Adapt IP）1は 2011年に創立された2ノースカロライナ州アッシュビルを拠点とする

知財ブローカーである。個人発明家、投資家、企業などに知財売買仲介や知財アドバイザリーサービ

スを提供するほか、初期段階にあるベンチャー企業と提携して知財戦略や知財ポートフォリオの構築

支援、資金の融資などを行っている3。 

 

具体的には、同社は知財ブローカーとして、発明家や企業など、ノンコア特許の売却を願う顧客か

ら主に成功報酬契約で仲介を引き受け、単独または複数の売却先候補を特定して売却戦略を展開して

いる。また、特許の購入を求める顧客には、必要に応じて匿名性を保ちながら購入候補特許について

調査し、購入につなげるサービスを提供している4。 

 

さらに、アダプト IP社の知財アドバイザリーサービスは、顧客が自身の知財の価値やそれを高める

方法について理解を深め、意思決定に役立てることができるように調査や助言を行うことを目的とし

ている。顧客がその特許の売却やライセンスを決めた場合、アドバイザリーサービスの成果は売買取

引にも活用できる。また、特許紛争の分析と和解支援、訴訟シナリオ分析、ライセンスと訴訟のトレ

ンド分析、ロイヤリティ分析なども引き受けている。同社はその他に、アドバイザリーサービスの一

環として、知財ポートフォリオサービス、知財管理サービス、知財 ランドスケーピングサービスなど

を提供し、顧客の知財価値を最大化するための戦略づくりも行っている5。 

 

初期段階にあるベンチャー企業向けに特化したサービスとしては、提携先や資金源、参入する市場

などを特定する知財パートナーシップサービス、特許ポートフォリオの構築を支援する知財ディベロ

ップメントサービス、そして特許ポートフォリオの構築や収益化に必要な知財ブリッジファイナンス6

の提供などがある78。 

 

  

 
1 https://www.adaptipventures.com 
2 https://www.linkedin.com/company/adapt-ip-ventures-llc 
3 https://www.adaptipventures.com/ 
4 https://www.adaptipventures.com/services/ip-transactions/ 
5 https://www.adaptipventures.com/services/ip-advisory/ 
6 当該知財を購入せずに投資するという方法。 
7 https://www.adaptipventures.com/ip-ventures/ 
8 https://boldip.com/patent-brokers/ 

https://www.adaptipventures.com/
https://www.linkedin.com/company/adapt-ip-ventures-llc
https://www.adaptipventures.com/
https://www.adaptipventures.com/services/ip-transactions/
https://www.adaptipventures.com/services/ip-advisory/
https://www.adaptipventures.com/ip-ventures/
https://boldip.com/patent-brokers/
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1.1.2 Aqua Licensing 
 

アクアライセンシング社（Aqua Licensing）9はカリフォルニア州サンフランシスコに本社を持つ

2013年創立の知財ブローカーで、個人発明家から中小企業、世界的大企業まで幅広い顧客にサービス

を提供している10。同社の顧客の大部分は提携投資銀行 4行からの紹介を通じて得られたものであると

いう。知財の売買には、法律とエンジニアリングのスキル、特許市場への深い理解が必要であり、ア

クアライセンシング社が持つそのようなスキルや知識を、同社と提携する投資銀行からのサービスと

組み合わせた形で提供できるのが同社の強みとしている11。 

 

特許売却を希望する顧客に対しては、当該知財の価値を最大化するために、まず、同社独自のプロ

セスを用いて、その知財の価値の高さを明確に示す、説得力あるマーケティング資料を作成する。そ

の後、1,000以上の潜在的バイヤーに幅広く売り込み、興味を示したバイヤーとの交渉を行う12。 

 

図表 1 購入可能な特許ポートフォリオ一覧を掲載したアクアライセンシング社ウェブページ 

 
出典：https://aqualicensing.com/ipportfolio/ 

 

 
9 https://aqualicensing.com 
10 https://rocketreach.co/aqua-licensing-llc-profile_b5fef803f6950caf 
11 https://boldip.com/patent-brokers/ 
12 https://aqualicensing.com/sell-side-patent-brokerage-services/ 

https://aqualicensing.com/ipportfolio/
https://aqualicensing.com/
https://rocketreach.co/aqua-licensing-llc-profile_b5fef803f6950caf
https://boldip.com/patent-brokers/
https://aqualicensing.com/sell-side-patent-brokerage-services/
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一方、特許の購入を希望する顧客には、購入候補特許の特定や購入のリスクとコストを減らすため

の分析、そして顧客のアイデンティティを保護しながら交渉を進めるサービスを提供している13。ま

た、同社のウェブサイト上に、買収可能な特許ポートフォリオの一覧を掲載しているほか（図表 1参

照）、同社の電子メーリングリスト購読者に最新の情報が送付されており、興味がある企業や個人は

アクアライセンシング社に直接問い合わせを行うことになる。 

 

アクアライセンシング社はさらに、IP インベスタープール（IP Investor Pool）というシステムを設け

ている。コア技術の差別化に取り組む段階にあるベンチャー企業は防衛特許をまだ持っていないこと

が多く、戦略的投資家から資金を受けにくい。一方で、既に長年の研究開発から多様な特許ポートフ

ォリオを持つ大規模な既存テクノロジー企業は、ビジネスにはもはや必要がなくなり、維持コストが

かさむ特許を持て余している場合があり、その中にはベンチャー企業の防衛特許ポートフォリオ構築

に役立つ特許がある。IPインベスタープールはそうした特許を有望なスタートアップにエクイティと

引き換えに渡して両者に利益をもたらす、マッチメーキングシステムである。このシステムの利用を

希望するベンチャー企業は、同社のウェブサイト14からビジネス計画書を提出し、それに基づいて同

社の専門家チームがそのベンチャー企業の特許防衛に役立ち長期的成長につながる特許を探し、マッ

チメーキングを行う15。 

 

1.1.3 Hoffman Patent Firm 
 

ホフマンパテントファーム（Hoffman Patent Firm）16は 1991年に創立された17、アリゾナ州スコッツ

デール18の知財ブローカーである。主に売却を手掛けているが19、ライセンス、訴訟、出願と継続出願

などのサービスも提供している20。 

 

同社は小規模の知財ブローカーであるが、知財弁護士であるため、知財弁護士ではない一般的な特

許ブローカーに比べて顧客の特許の価値を法的および技術的観点から分析することが可能で、契約の

交渉や法的アドバイスができる強みがあるとしている21。なお、同社のウェブサイト上には、購入可

能な特許のリストは掲載されていない。 

 

特許や商標などの知財訴訟サービスについては、一部の費用は時間制で請求するものの、大部分は

成功報酬方式で引き受けている。小規模のブティック系法律事務所の強みを活かして個々のケースご

とにカスタマイズしたクリエイティブなツールと戦略を用い、顧客にとって最良の結果を出すことを

目指している22。 

 

  

 
13 https://aqualicensing.com/buy-side-patent-brokerage-services/ 
14 https://aqualicensing.com/ip-investor-pool/ 
15 https://markets.businessinsider.com/news/stocks/big-tech-ip-owners-team-up-to-invest-strategic-ip-assets-into-startups-

in-exchange-for-equity-1002225840 
16 http://www.valuablepatents.com 
17 https://www.linkedin.com/in/valuablepatents 
18 http://valuablepatents.com/contact-us/ 
19 http://www.valuablepatents.com/firm-overview/ 
20 http://valuablepatents.com/firm-overview/ 
21 http://valuablepatents.com/patent-sales/use-caution-when-considering-a-patent-broker/ 
22 http://valuablepatents.com/Patent-enforcement-and-litigation/ 

https://aqualicensing.com/buy-side-patent-brokerage-services/
https://aqualicensing.com/ip-investor-pool/
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/big-tech-ip-owners-team-up-to-invest-strategic-ip-assets-into-startups-in-exchange-for-equity-1002225840
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/big-tech-ip-owners-team-up-to-invest-strategic-ip-assets-into-startups-in-exchange-for-equity-1002225840
http://www.valuablepatents.com/
https://www.linkedin.com/in/valuablepatents
http://valuablepatents.com/contact-us/
http://www.valuablepatents.com/firm-overview/
http://valuablepatents.com/firm-overview/
http://valuablepatents.com/patent-sales/use-caution-when-considering-a-patent-broker/
http://valuablepatents.com/Patent-enforcement-and-litigation/
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1.1.4 ICAP Patent Brokerage 
 

ICAPパテントブローカレッジ社（ICAP Patent Brokerage、以下 ICAP社）23はニューヨーク州ニュー

ロシェル24に本社を置く知財ブローカーで、主に特許の販売とライセンスを扱っている25。 

 

同社は、大企業、中小企業、大学、連邦政府研究機関、個人発明家など、様々な知財権者のために

知財の収益化を長年に亘って手掛けてきた経験豊富なブローカーを擁しており、幅広いバイヤーと取

引してきた経験を活かして最適な売却取引を仲介できることが強みとしている。売り手が売却を希望

する知財について同社の分析チームがまず分析を行うが、外部の法律事務所による分析も実施するこ

とが多い。そのうえで、同社のチームは売り手と協力してその知財のエグゼクティブサマリーを作成

し、必要な場合は著名な法律事務所に説得力のあるクレームチャートを作成してもらうこともある。

こうして資料ができあがったら、売却に関するプレスリリースを出し、同社のウェブサイトに詳しい

デュー・デリジェンス用の資料を載せ、バイヤーに直接連絡するなどして売り込みを行う26。 

 

同社が提供する売却仲介サービスでは、顧客からの支払いは成功報酬であり、最終額の 15～25％を

求めることになる。またサービス期間は通常 4～6か月で、売却に向けた最低価格は前もって売り手で

ある顧客が設定することになる27。 

 

ICAP社は売りに出されている特許について同社のウェブサイト上に情報を掲載している（図表 2参

照）。簡単な概要は誰でも見ることができるが、特許番号や売り手の情報など詳細を知りたい人は同

社に直接問い合わせる必要がある。 

 

また、ICAP社はバイヤー向けの特許購入仲介サービスも提供している。特許の購入を希望する顧客

は、まず、購入したい①技術分野、②資産の数、③ポートフォリオの構成（米国、欧州、アジアな

ど）、および④買収の規模（企業を丸ごと買収したい場合は収益や純利益、単に知財だけを買収した

い場合は特許ポートフォリオの規模など）を ICAP社に伝える。それを元に ICAP社の分析チームが買

収対象候補の企業や特許ポートフォリオを特定し、顧客と話し合って買収対象候補を絞り込んだリス

トを作成する28。 

 

  

 
23 https://icappatentbrokerage.com/ 
24 https://icappatentbrokerage.com/contact-us 
25 https://icappatentbrokerage.com/about-us 
26 https://icappatentbrokerage.com/ 
27 https://icappatentbrokerage.com/services 
28 https://icappatentbrokerage.com/buyers 

https://icappatentbrokerage.com/
https://icappatentbrokerage.com/contact-us
https://icappatentbrokerage.com/about-us
https://icappatentbrokerage.com/
https://icappatentbrokerage.com/services
https://icappatentbrokerage.com/buyers
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図表 2 ICAPウェブサイトで掲載されている特許ポートフォリオ 

 
出典：https://icappatentbrokerage.com/patent-portfolios（レポート公表時点では参照不可） 

 

 

1.1.5 Intellectual Asset Group 
 

インテレクチュアル・アセット・グループ社（Intellectual Asset Group：IAG）29は 2005年創立の知財

ブローカーで、ミシガン州デトロイト近郊の同州ポンティアックに本社があるほか、ワシントン州シ

アトルとニューヨーク州ニューヨークに事務所を置いている。弁護士、エンジニア、テクノロジスト

などを擁し、迅速かつ効率よく取引できることを強みとしている。顧客層はフォーチュン 500にラン

 
29 https://www.iagip.com/ 

https://icappatentbrokerage.com/patent-portfolios
https://www.iagip.com/
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ク入りする大手テクノロジー企業からベンチャー企業、個人発明家など幅広く30、米州、欧州、アジ

アなど 20か国以上の顧客にサービスを提供している31。 

 

同社のサービスは主に戦略的な特許購入、売却とライセンス、知財ポートフォリオの価値評価、取

引完了後の知財評価とインテグレーションの 4つに大別される32。経験豊富な技術分野として、同社は

航空宇宙・国防、AIと機械学習、電池、ディスプレイ、エネルギー・石油・ガス、金融技術、インタ

ーネット広告、半導体、電気通信、無線、仮想・拡張・複合現実などを挙げている33。特に電気通

信、半導体、家電製品などの分野では高い評価を得ているという34。 

 

まず、戦略的な特許購入サービスでは、購入を希望する顧客にとって最も価値の高い特許は売りに

出されていないということを念頭に、顧客の購入予算で最大限の価値を得られるよう、各顧客の知財

戦略に沿いつつ、必要な匿名性を保ちながら調査を進めて交渉が行われている35。 

 

また、売却とライセンシングサービスを通じて、同社は創業以来、総額 10億ドル以上に上る特許の

売却を成立させたという。その経験と法律面のスキル、高質のバイヤーとの緊密な関係などから特許

の売却を成功させるために必要な要件を理解しており、それが効率良い取引成立につながっていると

同社では宣伝している36。潜在的なバイヤーと実際のバイヤーのデータベースを持ち、連絡先情報を

頻繁に更新して、売買の両取引に役立てている37。なお、同社のウェブサイト上には、購入可能な特

許のリストは掲載されていない。 

 

さらに、知財ポートフォリオの価値評価サービスについても、同社は主要技術分野の情報を持ち、

多数の知財売買を成立させてきた経験があることから、知財の購入やライセンスにおける適切な価格

計算に必要なツールを持っているとしている38。 

 

同社はまた、取引後の知財評価とインテグレーションも引き受けており、M&Aや大学の研究提携な

どによって統合された知財についてデュー・デリジェンスを実施し、所有権の構造を明確にするサー

ビスを提供している39。 

 

1.1.6 IP Investments Group 
 

IPインベストメンツ・グループ社（IP Investments Group）40はジョージア州アトランタに本社を置く

2005年創立41の知財ブローカーで、特許の売却とライセンスの仲介サービスを成功報酬方式で42提供し

ている。これまでに手掛けた特許の売却やライセンスの仲介によって、総額 2億ドルを超える収益化

を顧客のために実現してきた43。 

 

 
30 https://www.iagip.com/about 
31 https://www.linkedin.com/company/intellectual-asset-group 
32 https://www.iagip.com/services 
33 https://www.iagip.com/technology-areas 
34 https://boldip.com/patent-brokers/ 
35 https://www.iagip.com/services 
36 同上 
37 https://boldip.com/patent-brokers/ 
38 https://www.iagip.com/services 
39 同上 
40 https://ipinvestmentsgroup.com/ 
41 https://www.linkedin.com/company/ipinvestments-group 
42 https://ipinvestmentsgroup.com/ 
43 https://www.linkedin.com/company/ipinvestments-group 

https://www.iagip.com/about
https://www.linkedin.com/company/intellectual-asset-group
https://www.iagip.com/services
https://www.iagip.com/technology-areas
https://boldip.com/patent-brokers/
https://www.iagip.com/services
https://boldip.com/patent-brokers/
https://www.iagip.com/services
https://ipinvestmentsgroup.com/
https://www.linkedin.com/company/ipinvestments-group
https://ipinvestmentsgroup.com/
https://www.linkedin.com/company/ipinvestments-group
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同社の特許売却仲介サービスは、顧客が所有する特許を企業や特許アグリゲーター、特許エンフォ

ーサー44など幅広い潜在的バイヤーに売り込み、バイヤー同士がその特許獲得に向けて競争する状況

をつくる方法を取っている。売りに出す特許の価値を最大化できるように、各顧客のニーズに合わせ

てカスタム化したマーケティング方法を実施している45。同社を通じて購入が可能な特許の一部は、

特許番号とそのタイトルが同社ウェブサイト46上に公開されており（以下図表 3参照）、興味がある企

業や個人は、同社に直接連絡を取ることとなる。 

 

図表 3 IPインベストメント・グループ社ウェブページにおける購入可能な特許ポートフォリオ一覧 

 
出典：https://ipinvestmentsgroup.com/current-offerings/ 

 

 
44 買い取った特許の権利を行使して利益を得る企業 
45 https://ipinvestmentsgroup.com/our-services/ 
46 https://ipinvestmentsgroup.com/current-offerings/ 

https://ipinvestmentsgroup.com/current-offerings/
https://ipinvestmentsgroup.com/our-services/
https://ipinvestmentsgroup.com/current-offerings/
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また、特許のライセンシングサービスについては、同社は特許権者と協力してその特許権を行使

し、侵害者から和解金やライセンス料を取るための戦略と計画を作成する。成功報酬方式で訴訟を引

き受ける弁護士の採用から潜在的侵害者の特定、和解やライセンスの条件に関する交渉に至るまで、

同社はその計画の全般にわたって実施と管理を行う47。 

 

同社はさらに、特許ポートフォリオへの投資や特許ポートフォリオの購入を仲介する投資サービス

も手掛けている。特許権者から特許を購入したり、パートナーシップの権利を購入してライセンスの

実施権や管理権を得たりすることを希望する顧客向けのサービスであるほか、特許権行使訴訟の費用

を出し、その見返りとして利益を得るタイプの投資サービスも扱っている48。 

 

なお、同社の共同創立者であるマイケル・マクラクリン氏（Michael W. McLaughlin）とライアン・ス

トロング氏（Ryan E. Strong）はともに、英国の著名な知財情報誌である IAMが選ぶ知財戦略家 250

（IAM 250）に 2010年以来毎年選ばれている49。 

 

1.1.7 IP Offerings 
 

IPオファリングス社（IP Offerings）50はニューヨーク州サファーンに本社を持つ512009年創立52の知

財ブローカーで、個人発明家からあらゆる規模の企業、大学、ベンチャーキャピタル、プライベート

エクイティなどの特許権者まで、幅広い顧客に売買仲介やライセンス、ジョイントベンチャー、その

他の特許収益化サービスを提供している。特許の他にも商標、著作権、企業秘密、技術ノウハウなど

の収益化仲介を引き受けている53。 

 

IPオファリングス社は、特許、特許ポートフォリオや、商標・サービスマーク、著作権、企業秘

密、ノウハウなどといった知財の収益化を求める顧客を対象に、以下のようなマーケティングキャン

ペーンを企画している54。 

• 徹底した知財分析を行い、独自の特徴及び商用化の可能性を特定。 

• 特許を実施している証拠（Evidence of Use：EOU）の有無を調査し、ある場合はクレームチャ

ートを作成。 

• 特許仲介計画書を作成。計画書には、ポートフォリオの概要、ポートフォリオの対象となる技

術申請、当該技術から開発可能な製品、これら製品の市場などを含む。 

• メールニュースレター「IPマーケットプレイス（IP MarketPlace™）」でポートフォリオを宣

伝。この情報は、オプトインした企業幹部及び知財専門家 1万人以上に送付される。IPマーケ

ットプレイスで特集するだけで、知財に関する問い合わせを受けることが頻繁にある。 

• IPオファリングス社ウェブサイトにポートフォリオを掲載。  

• 業界紙にニュースリリースを送付。これにより、記事に取り上げられたり、当初の構想に入っ

ていなかった購入候補者に繋がったりすることが頻繁にある。 

• 購入候補者リストを作成。これには、ポートフォリオに投資する可能性の高い企業だけでな

く、各企業の主要幹部名を含む。これらの人々は、別の知財に関して取引経験がある確率が高

く、意思決定過程に関与する可能性が高い。 

 
47 https://ipinvestmentsgroup.com/our-services/ 
48 同上 
49 https://ipinvestmentsgroup.com/meet-the-team/ 
50 https://ipofferings.com 
51 https://ipofferings.com/contacting-us.php 
52 https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.ipofferings_llc.193b8c43bfd3f9e1a6ea7a70e9eadf2e.html 
53 https://rocketreach.co/ipofferings-llc-profile_b5ce0772f42e091b 
54 https://ipofferings.com/drawings/June2017/PatentBrokerageServices-IPOfferings-DataSheet.pdf 

https://ipinvestmentsgroup.com/our-services/
https://ipinvestmentsgroup.com/meet-the-team/
https://ipofferings.com/
https://ipofferings.com/contacting-us.php
https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.ipofferings_llc.193b8c43bfd3f9e1a6ea7a70e9eadf2e.html
https://rocketreach.co/ipofferings-llc-profile_b5ce0772f42e091b
https://ipofferings.com/drawings/June2017/PatentBrokerageServices-IPOfferings-DataSheet.pdf
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• リストに掲載された候補者にポートフォリオを提示。その後、特定した候補者に Eメール・郵

便・電話などで連絡を取り、個々にフォローアップを行う。 

• 手続を完結させるまで、何度もポートフォリオの金額を提示・交渉。 

 

IPオファリングス社は、一部の顧客に対しては完全成功報酬制を導入する。これは、手付金は一切

受領せず、その代わりに、顧客のために利益を創出した後で成功報酬を受領するというものである。

また、部分的成功報酬制を導入する場合もあり、その際には、顧客の知財資産を市場に出す上で必要

となる直接的な市場経費は顧客が負担する。同社が受ける報酬は、顧客のために創出した利益に基づ

く成功報酬のみで、顧客が支払った市場経費を差し引いたものとなる55。 

 

また、IPオファリングス社は、特許販売者が匿名もしくは秘密保持を要求しない場合は、現在売り

出し中の特許に関して同社のウェブサイト「特許マーケットプレイス（Patent MarketPlace）56」にリス

トを掲載している（図表 4参照）。掲載特許は、以下の技術別に分類されている。 

• 農業 

• 人工知能 

• 自動車・車両 

• 銀行・金融サービス 

• 飲料・食品・栄養製品 

• 建設・建築業 

• 家電製品 

• 消費者製品 

• デジタル通貨・暗号通貨 

• ドローン・無人航空機 

• 電子タバコ・吸引技術 

• 電子商取引 

• エネルギー・発電 

• IoT特許・モノのインターネット 

• 製造 

• 医療機器 

• 採鉱・掘削 

• モバイル・ワイヤレス 

• ネットワーク・ロケーションベースサービス 

• 光学・表示・ビデオ・LED  

• OTT特許・オーバーザトップ   

• パッケージング 

• PC・ノートパソコン 

• 製薬 

• ロボット・自動化 

• 半導体 

• スマートホーム・スマートオフィス 

• ソーシャルメディア 

• ソフトウェア・アーキテクチャ 

• スポーツ・スポーツ用品 

• 遠隔通信・IP電話 

• 保管貯蔵・材料取扱 

 
55 https://ipofferings.com/drawings/June2017/PatentBrokerageServices-IPOfferings-DataSheet.pdf 
56 https://ipofferings.com/patents-for-sale.php 

https://ipofferings.com/drawings/June2017/PatentBrokerageServices-IPOfferings-DataSheet.pdf
https://ipofferings.com/patents-for-sale.php
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• その他 

 

図表 4 特許マーケットプレイスに掲載されている人工知能特許 

 
出典：https://ipofferings.com/patents-for-sale-artificial-intelligence.php 

 

 

特許購入を希望する企業に対しては、IPオファリングス社は特定特許もしくは特定技術を対象とす

る特許の購入支援を行っている。同社は、秘密保持を基本として特許買収を希望する顧客の代理人と

なることが多く、当該特許の権利者に購入候補者が知られることはない。購入候補者が主要企業であ

ることを売却者が知ると、特許もしくは特許ポートフォリオの売却希望価格を大幅に引き上げる可能

性があるため、購入希望企業の名前を匿名とすることで、多額の資金節約が可能になる。もしくは、

新しい技術の買収を通して提供する製品の拡大を目指す企業の場合、製品のマーケティング戦略情報

https://ipofferings.com/patents-for-sale-artificial-intelligence.php
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を競合企業に与えないようにするために、身元を明かさずに取引することが可能である。特許購入希

望者は、月々の契約料と、希望する特許もしくは技術の買収成功に対する成功報酬を IPオファリング

ス社に支払うことになる。戦略的成長に向けて、自衛目的もしくは攻撃要件によってさらなる知財買

収を希望する場合は、目標達成への支援も可能である57。 

 

知財の売買仲介以外にも、同社は特許評価、知財コンサルティング、特許権侵害分析とクレームチ

ャート作成、特許権の主張を専門とするパテントアサーションファームへの紹介などのサービスを提

供している58。同社の特許評価サービスには、顧客のニーズに合わせて基本的な評価から包括的な評

価まで 3つのレベルが設けられており、包括的な特許評価にはポートフォリオの価値を高めるための

提言も含まれる59。 

 

同社はまた知財コンサルティングサービスを通じ、特許を始めとする顧客の知財を分析してその価

値を見極め、知財戦略を練ってその実施を手助けしている。コンサルティングサービスの一環とし

て、M&A仲介会社や投資銀行、ベンチャーキャピタル、ヘッジファンドなど向けのデュー・デリジェ

ンスも提供している60。 

 

さらに IPオファリングス社は、自身の特許権が侵害されたと考える特許権者に、まず特許権侵害分

析を行い、その結果に基づいてクレームチャートを作成するサービスを提供している。そして、侵害

を示す強い証拠が文書化できれば、特許権者を特許訴訟専門の法律事務所や特許主張主体（Patent 

Assertion Entity：PAE）等に紹介している。個人発明家や中小企業にとって訴訟は費用面で実現しにく

い場合が多いが、同社が紹介する特許主張主体（PAE）は、成功報酬方式で包括的な特許権行使に取

り組むため、もし和解金を得るなどの結果につながらなかった場合でも顧客には費用が全くかからな

いという61。また、特許権者が法的手段に訴えるよりも売却など他方法による収益化を希望する場合

には、顧客の利益に適う結果が得られるような代替戦略を提示している62。 

 

1.1.8 IP Trader 
 

IPトレーダー社（IP Trader）63はニューヨーク州レイサムを本拠地とし、中国にも複数の拠点を持つ

知財ブローカーで64、企業や法律事務所、大学、政府機関、投資家などに65知財の売買やライセンスの

仲介、価値評価などのサービスを提供している。同社は特許クレームマッピングも手掛けており、最

初の出願国だけでなく外国の特許権を収益化できるようにするサービスも提供している66。なお、同

社のウェブサイトは過去数年間更新されていない模様で、現在は営業していない可能性が高い。 

 

1.1.9 IPValue 
 

IPバリュー社（IPValue）67はカリフォルニア州サンタクララに本社を持つ知財ブローカーで、2001

年の創立以来、知財の収益化仲介サービスと知財管理コンサルティングサービスを提供している68。   

 
57 https://ipofferings.com/buy-patents.php 
58 https://ipofferings.com/ 
59 https://ipofferings.com/patent-valuation-services.php 
60 https://ipofferings.com/ 
61 https://ipofferings.com/patent-enforcement.php 
62 https://ipofferings.com/patent-infringement.php 
63 http://www.iptrader.com/ 
64 https://boldip.com/marketplaces-buy-sell-patents/ 
65 http://www.iptrader.com 
66 https://boldip.com/marketplaces-buy-sell-patents/ 
67 https://www.ipvalue.com/ 
68 https://www.linkedin.com/company/ipvalue 

https://ipofferings.com/buy-patents.php
https://ipofferings.com/
https://ipofferings.com/patent-valuation-services.php
https://ipofferings.com/
https://ipofferings.com/patent-enforcement.php
https://ipofferings.com/patent-infringement.php
http://www.iptrader.com/
https://boldip.com/marketplaces-buy-sell-patents/
http://www.iptrader.com/
https://boldip.com/marketplaces-buy-sell-patents/
https://www.ipvalue.com/
https://www.linkedin.com/company/ipvalue
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これまでに同社は 6万件以上69の特許の収益化を手掛け、同社が仲介した知財取引によって顧客が得た

収益の総額は 10億ドル以上に上っている70。 

 

同社は、AT&T、IBM、インフィニオン（Infineon）、インテル（Intel）、NEC、ノキア（Nokia）、

フィリップス（Philips）、クアルコム（Qualcomm）、サムスン（Samsung）、テキサスインスツルメン

ツ（Texas Instruments）などの大手ハイテク各社で経験を積んだ 30人以上の社員を抱えており、ポート

フォリオマイニング、価値評価、技術評価、法的分析、複雑な知財取引の立案、交渉、契約締結な

ど、知財収益化のあらゆる面において専門的な知識と経験を持つ。同社はまた、技術の専門家、リバ

ースエンジニアリングを専門とする研究所、法律事務所などとも協力関係がある71。 

 

IPバリュー社は知財の収益化にあたって、顧客に①エージェンシービジネスモデルと②特許移転モ

デルの 2通りのアプローチを提供している。前者は特許権者がポートフォリオの所有権を保持したま

ま、収益化プログラムの実施を IPバリュー社が代行する方式で、IPバリュー社はポートフォリオを所

有する企業の社内知財チームや営業、法律、財務などの各部門とも連携して収益化を請け負う72。 

 

後者は顧客が所有する特許権を、ライセンスを専門とする IPバリュー社の子会社に移し、ライセ

ンスによる収益化が実現した際に、その収益を顧客と IP バリュー社の子会社で分配する方式である。

顧客は特許権の維持や収益化に必要な作業やコストにリソースを注ぎ込まずに収益を得られるという

利点がある73。後者の方式で顧客の特許ポートフォリオの収益化を行う IPバリュー社の子会社の例に

は、NXPセミコンダクターズ社（NXP Semiconductors）とフィリップス社の開発の成果である約 200件

の特許のライセンスを行っているフューチャー・リンク・システムズ社（Future Link Systems, LLC）、

パナソニック社（Panasonic）と松下電器のイノベーションの成果である約 400件の特許のライセンス

を行うパンノバ・セミック社（Pannova Semic, LLC）、セイコーエプソン社（Seiko Epson Corporation）

の LCD技術関連特許のライセンスを行う 138イースト LCDアドバンスメンツ社（138 East LCD 

Advancements Ltd.）などがある74。また、2021年 7月には同社の子会社トリベール・テクノロジーズ社

（Trivale Technologies, LLC）が三菱電機のディスプレイ事業部門から 1,200件以上の特許権と出願中の

特許を取得している75。 

 

技術分野の中でも、同社は半導体、IT、家電製品、ネットワーキングと電気通信などを得意分野と

している。半導体については、製造、回路、パッケージングなどの技術、およびメモリ、マイクロプ

ロセッサ、ASICsなどのデバイスに関してライセンスの経験が多く、インテル社、サムスン社、エヌ

ビディア社（Nvidia）などへのライセンスを成立させている76。IT技術ではコンピュータ、ディスプレ

イ、ソフトウェア、ストレージシステムなどのデバイスに関する知財について、デル社（Dell）、マ

イクロソフト社 (Microsoft)、オラクル社（Oracle）、サンディスク社（SanDisk）などへのライセンス

を仲介してきた77。家電分野では、携帯電話、テレビ、ゲーム機、セットトップボックスなどの技術に

関する知財をアップル社（Apple）、キヤノン社（Canon）、LG社、ソニー社（Sony）などにライセン

スする交渉をまとめている78。ネットワーキングと電気通信の技術分野については、ケーブル、オーデ
 

69 https://www.ipvalue.com/portfolios 
70 https://www.ipvalue.com/ 
71 https://www.ipvalue.com/expertise 
72 https://www.ipvalue.com/approach/agency-business-model 
73 https://www.ipvalue.com/approach/patent-transfer-model 
74 https://www.ipvalue.com/portfolios 
75 https://www.businesswire.com/news/home/20210714005040/en/IPValue-Management-Affiliate-Acquires-Rights-to-

Mitsubishi-Electric%E2%80%99s-Display-Business-Patent-Portfolio 

 https://www.ipvalue.com/portfolios 
76 https://www.ipvalue.com/expertise/semiconductor-patent-experience 
77 https://www.ipvalue.com/expertise/information-technology-patent-experience 
78 https://www.ipvalue.com/expertise/consumer-electronics-patent-experience 

https://www.ipvalue.com/portfolios
https://www.ipvalue.com/
https://www.ipvalue.com/expertise
https://www.ipvalue.com/approach/agency-business-model
https://www.ipvalue.com/approach/patent-transfer-model
https://www.ipvalue.com/portfolios
https://www.businesswire.com/news/home/20210714005040/en/IPValue-Management-Affiliate-Acquires-Rights-to-Mitsubishi-Electric%E2%80%99s-Display-Business-Patent-Portfolio
https://www.businesswire.com/news/home/20210714005040/en/IPValue-Management-Affiliate-Acquires-Rights-to-Mitsubishi-Electric%E2%80%99s-Display-Business-Patent-Portfolio
https://www.ipvalue.com/portfolios
https://www.ipvalue.com/expertise/semiconductor-patent-experience
https://www.ipvalue.com/expertise/information-technology-patent-experience
https://www.ipvalue.com/expertise/consumer-electronics-patent-experience
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ィオとビデオ、テレビ会議、コールセンターなどに関する技術のシスコ社（Cisco）、コムキャスト社

（Comcast）、JDSU社、ジュニパー社（Juniper）などへのライセンスを仲介した経験を持つ79。 

 

なお、同社のウェブサイト上には、購入可能な特許のリストは掲載されていない。 

 

1.1.10 New England Intellectual Property 
 

ニューイングランド・インテレクチュアル・プロパティ社（New England Intellectual Property：NEIP）
80は 2010年に創立された81、マサチューセッツ州ウエストニューベリーの知財コンサルティング会社

である82。顧客の知財に関して問題が生じる前に潜在的な問題を特定してリスク管理を行い、訴訟を

起こされるのを未然に防ぐサービスや、顧客にとって望ましい形で紛争を解決するサービスを主に提

供している83。 

 

同社はまた、特許の出願や売買仲介、ライセンス戦略の策定と交渉支援などのサービスを通じて発

明家を支援しているほか、特許をもとにしたベンチャー設立支援や、革新的なアイデアにまつわる課

題を克服する方法の考案なども手掛けてきた84。さらに、特許の価値やリスクを評価してリスクを軽

減する方法を提案するサービスを提供したり85、特許購入の仲介や特許権侵害紛争解決のための交渉

も引き受けたりしている86。 

 

NEIP社は知財ブローカーとしても 10年以上の経験を持つ。様々な顧客の代理人として売却やライ

センスの交渉を行い、数千万ドル規模の取引を多数まとめており、これまでに総額 1億 6,500万ドル以

上の特許権収益化を実現したという87。なお、同社のウェブサイト上には、購入可能な特許のリスト

は掲載されていない。 

 

1.1.11 Ocean Tomo 
 

オーシャン・トモ社（Ocean Tomo）は 2003年に設立され、知財やその他の無形資産、企業の財務調

査、規制遵守や報告義務、ソルベンシーとリストラクチャリング、契約や競争をめぐる紛争などに関

して、金融専門家のオピニオン、マネジメント・コンサルティング、アドバイザリーなどを提供して

おり88、経済的損害の計算と証言、金融フォレンジクス、テクノロジーと無形資産の評価、戦略とリ

スク管理のコンサルティング、M&A、債務とエクイティの私募、知財取引の仲介などを引き受けてい

る。同社の子会社には、登録ブローカー・ディーラーであるオーシャントモ・インベストメンツ・グ

ループ（Ocean Tomo Investments Group, LLC）がある。オーシャン・トモ社は 2022年 3月に国際コンサ

ルティング会社のジェイエスヘルド社（J.S. Held）に買収され89、現在はジェイエスヘルド社の一員と

して業務を継続している。 

 

 
79 https://www.ipvalue.com/expertise/networking-and-telecommunications 
80 https://www.newenglandip.com/ 
81 https://www.buzzfile.com/business/New-England-Ip-978-363-1700 
82 https://www.newenglandip.com/about 
83 https://www.newenglandip.com/services 
84 https://www.newenglandip.com/about 
85 https://www.newenglandip.com/home 
86 https://www.newenglandip.com/services/negotiations 
87 https://www.newenglandip.com/services/patent-brokerage 
88 https://www.oceantomo.com/about/ 
89 https://www.oceantomo.com/media-center-item/j-s-held-adds-intangible-asset-expertise-with-the-acquisition-of-ocean-

tomo/ 

https://www.ipvalue.com/expertise/networking-and-telecommunications
https://www.newenglandip.com/
https://www.buzzfile.com/business/New-England-Ip-978-363-1700
https://www.newenglandip.com/about
https://www.newenglandip.com/services
https://www.newenglandip.com/about
https://www.newenglandip.com/home
https://www.newenglandip.com/services/negotiations
https://www.newenglandip.com/services/patent-brokerage
https://www.oceantomo.com/about/
https://www.oceantomo.com/media-center-item/j-s-held-adds-intangible-asset-expertise-with-the-acquisition-of-ocean-tomo/
https://www.oceantomo.com/media-center-item/j-s-held-adds-intangible-asset-expertise-with-the-acquisition-of-ocean-tomo/
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特許の購入を希望する顧客に対しては、同社のプライベート・アクイジションチームが高質で手に

入りにくい知財ポートフォリオの購入を顧客とともに目指す。そうした知財ポートフォリオの購入に

ついて重視される点には、次のようなものがある90。 

• 1,000万ドル以上の購入計画 

• 買い手の匿名性 

• 責任の軽減または新技術の購入 

• 価格が魅力的で将来性のある知財 

 

特許の売却を希望する顧客に対しては特許の収益化に向けて次のような戦略を練り、実施する91。 

• 専門的見識：最新の特許法、最近の判例、行政・立法上の変更など 

• 分析と戦略：マクロ的トレンドと特許資産分析 

• 評価：戦略的オプションの期待値の特定 

• 取引：豊富な経験と知財の世界における広範なネットワークを活かした取引 

 

オーシャン・トモ社は、これらの分析に基づいて、顧客の特許ポートフォリオを、プライベートセ

ール、プライベートオークション、またはパブリックオークションで売却するかどうかを決定し、実

施する92。 

 

1.1.12 Pluritas 
 

プルリタス社（Pluritas）93は 2002年創立94の知財ブローカーで、カリフォルニア州サンフランシス

コにある本社の他に、マサチューセッツ州ボストンにも事務所を持つ95。売り手や買い手に戦略的ア

ドバイスを提供しており、フォーチュン 50（Fortune 50）にランク入りする大企業から中小企業、個人

発明家などに至るまで、様々な顧客のために創業から 100件以上の取引を成立させてきた96。 

 

同社では、知財の売却を希望する顧客には、売りたい知財の価値を市場の状況を踏まえて客観的に

評価するサービスを提供している。また、知財取得を望んでいる潜在的な買い手に関する詳しい情報

を常に更新しており97、複数の買い手候補がその知財を求めて競り合う状況を作ることで顧客の知財

の可能性を最大化することに力を入れている98。 

 

一方、特許の購入を希望する顧客に対しては、訴訟対策や投資目的、設計の自由度強化など、その

目的に沿って、費用効果の高い方法で取得できるように市場分析とランドスケーピングを行い、取得

することが望ましい知財を特定したうえで、顧客の匿名性を保ちながら交渉を進めるサービスを提供

している99。 

 

プルリタス社はまた、困窮している企業の売却や再編、更生などにあたって、その企業が所有する

知財の正当な市場価値の評価を行い、最善の収益化につなげるサービスも行っている100。 

 

 
90 https://www.oceantomo.com/services/intellectual-property-acquisitions/ 
91 https://www.oceantomo.com/services/patent-monetization-strategy/ 
92 同上 
93 https://www.pluritas.com/ 
94 https://www.pluritas.com/index.htm 
95 http://www.pluritas.com/contact.shtml 
96 https://www.pluritas.com/approach.shtml 
97 https://www.pluritas.com/sell.shtml 
98 https://www.pluritas.com/market-analysis.shtml 
99 https://www.pluritas.com/buy.shtml 
100 https://www.pluritas.com/distressed-situations.shtml 

https://www.oceantomo.com/services/intellectual-property-acquisitions/
https://www.oceantomo.com/services/patent-monetization-strategy/
https://www.pluritas.com/
https://www.pluritas.com/index.htm
http://www.pluritas.com/contact.shtml
https://www.pluritas.com/approach.shtml
https://www.pluritas.com/sell.shtml
https://www.pluritas.com/market-analysis.shtml
https://www.pluritas.com/buy.shtml
https://www.pluritas.com/distressed-situations.shtml
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同社がこれまでに売買仲介やアドバイスを行った特許の技術分野は、広告とマーケティング、クリ

ーンテック、クラウドコンピューティング、コンピュータアーキテクチャ、家電製品、暗号技術、デ

ータベース及びストレージ、デジタルメディアアーキテクチャとソリューション、デジタルセキュリ

ティ、ディスプレイとグラフィクス、文書管理、エンタープライズソフトウェア、電子商取引、燃料

電池、ゲーミングと 3D、GPSと LBS、インタラクティブテレビ、検索、半導体、スマートグリッド、

ソーシャルネットワーキング、SaaS、電気通信、ユーザインターフェース、無線など多岐に亘る101。 

 

プルリタス社はさらにブランドの売却も手掛けており、ファッション、食品と飲料、商標、製造、

娯楽、多目的不動産、家電製品、レストラン、小売店と電子商取引、電気通信、無線などの業界のブ

ランド売却を仲介している102。 

 

なお、同社のウェブサイトは 2015年以降更新されておらず、現在営業中であるかは同社ウェブサイ

ト上からは確認できなかった。 

 

1.1.13 Prognosis IP 
 

プログノシス IP社（Prognosis IP）103はカリフォルニア州パサデナ104の知財ブローカーで、特許権者

に戦略的な特許収益化ソリューションを提供することを目的として、特許訴訟を専門とする弁護士の

チームによって 2011年 4月105に創業された106。主に訴訟とライセンスを通じて顧客の特許の収益化を

実現するサービスのほか、規模の大きい企業向けに特許買収サービスを提供している107。同社はこれ

までに特許権の侵害などで 1,000社近い企業を相手どった訴訟で勝訴した実績をあげている108。 

 

なお、同社ウェブサイトは 2013年以降更新されていない。同社の社長の LinkedInプロフィールを確

認すると、現在は、米中間の特許ライセンシングブローカーである iPEL社（Innovative Patents Ethical 

Licensing）109の CEOであることが判明したが、プログノシス IP社の社長も兼任となっている110。 

 

1.1.14 Red Chalk Group 
 

レッド・チョーク・グループ社（Red Chalk Group）111はイリノイ州シカゴに本社を置く、2006年創

立のブティック系知財ブローカーである112。フォーチュン 500にランク入りする大企業からベンチャ

ー企業、個人発明家まで幅広い顧客に対し、特許の売却・購入とライセンス、収益化、知財ポートフ

ォリオの評価、徹底的な先行技術調査、特許権侵害分析などのサービスを提供している113。 

 

特許の売却とライセンスに関しては、同社は、これまでに築いた長期的関係に基づいてバイヤーの

連絡先情報を持っており、それを法律やビジネス、技術に関する同社のスキルと組み合わせて、顧客

 
101 https://www.pluritas.com/technologies.shtml 
102 https://www.pluritas.com/brands.shtml 
103 https://www.prognosisip.com 
104 https://www.prognosisip.com/contact 
105 https://www.linkedin.com/in/brian-yates-4aa44b1b 
106 https://www.prognosisip.com/ 
107 https://www.prognosisip.com/about-us 
108 https://www.prognosisip.com/ 
109 https://ipel.com/ 
110 https://www.linkedin.com/in/brian-yates-4aa44b1b 
111 https://www.redchalk.com 
112 https://www.redchalk.com/about/ 
113 https://redchalk.com/practices/intellectual-property/ 
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https://www.prognosisip.com/contact
https://www.linkedin.com/in/brian-yates-4aa44b1b
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https://www.prognosisip.com/
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の特許収益化につなげるサービスを提供するとしている。また、売却以外の代替的な方法を通じた特

許の収益化も引き受けている114。 

 

一方、特許購入サービスには、顧客が所有する特許に対する競合他社からの脅威を減らしたり、ポ

ートフォリオを強化したりするために必要な特許の特定、顧客が購入を希望する特許の権利者の特定

と価値評価、および購入に向けた交渉などが含まれる115。これまでに同社は医療画像、グラフィック

デザイン、電気通信、半導体、ネットワーキングなどの技術分野で顧客が必要とする特許の購入を実

現させている116。 

 

また、同社の特許収益化サービスは、知財市場に関する専門知識と産業界に築いたネットワークを

活かして顧客が持つ特許の迅速な収益化を実現するもので、これまでに 3G・4G電気通信特許、デジ

タル画像、医用画像、位置情報サービス、照明、ネットワーキング、インターネット検索、半導体プ

ロセス、通信技術などの技術分野の特許の収益化を手掛けている117。 

 

さらに、顧客が持つ特許ポートフォリオを収益化に向けて準備するために同社が提供する知財ポー

トフォリオ評価サービスは、顧客の意図に沿って特許を精査したうえで、リスクと収益、市場参入、

収益化タイムラインなどのバランスが良い計画を練るサービスであるが、そうして練り上げた計画に

基づきながらも変化する市場のニーズに継続的に適応していき、取引の成立につなげるのが同社の強

みであるとしている118。 

 

その他、同社は特許権侵害訴訟の準備の第一歩となるクレームチャートの作成も引き受けている。

侵害が疑われる製品やサービスについて専門的に分析して顧客の特許が実施されている証拠を探し、

証拠が見つかった場合はその所見を記録したクレームチャートを作成する。作成されたクレームチャ

ートは特許権侵害の根拠を示すものとして使用できるだけでなく、その特許の強さを理解するのにも

役立てることが可能である119。 

 

同社は主にハイテクと無線通信基準関連分野での知財取引を手掛けており120、これまでに取引の実

績のあるセクタとして、電気通信、半導体、電子商取引、エンタープライズソフトウェア、航空宇

宙・国防、自動車、化学品、エネルギー・代替燃料、食品・飲料、ヘッジファンド・プライベートエ

クイティ・ベンチャーファンド、ITソフトウェアとハードウェア、インターネット広告、医療技術と

デバイス、鉱物、携帯電話、資金管理・投資会社、ナノテクノロジー、石油・ガス、医薬品・製薬、

研究、無線インフラストラクチャなどを挙げている121。 

 

1.1.15 RPX 
 

RPX社122は、2008年創業123の特許リスク・ディス管理ソリューションプロバイダーで、カリフォル

ニア州サンフランシスコに本社を置く124。同社は、特許を防衛的に買収するほか、特許訴訟や特許市

 
114 https://redchalk.com/practices/intellectual-property/brokerage-and-licensing/ 
115 同上 
116 https://redchalk.com/practices/intellectual-property/patent-acquisition/ 
117 https://redchalk.com/practices/intellectual-property/patent-commercialization/ 
118 https://redchalk.com/practices/intellectual-property/patent-portfolio-valuation/ 
119 https://www.redchalk.com/practices/intellectual-property/technical-evidence-of-use-charts/ 
120 https://redchalk.com/practices/intellectual-property/ 
121 https://www.redchalk.com/about/experience 
122 https://www.rpxcorp.com 
123 同上 
124 https://www.rpxcorp.com/about/ 

https://redchalk.com/practices/intellectual-property/brokerage-and-licensing/
https://redchalk.com/practices/intellectual-property/patent-acquisition/
https://redchalk.com/practices/intellectual-property/patent-commercialization/
https://redchalk.com/practices/intellectual-property/patent-portfolio-valuation/
https://www.redchalk.com/practices/intellectual-property/technical-evidence-of-use-charts/
https://redchalk.com/practices/intellectual-property/
https://www.redchalk.com/about/experience
https://www.rpxcorp.com/
https://www.rpxcorp.com/about/
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場に関する情報、特許訴訟保険など、425を超える同社の会員企業に特許リスクを軽減するサービス

を提供している125。 

 

同社はこれまでに 35億ドル以上を特許の防衛的買収に費やしており、特許市場においても最大規模

のバイヤーである。同社は売り手からの売り込みをオンラインで受け付けており、オファーを受けて

から通常 90日以内に適正価格をキャッシュで支払うことを方針としている。購入する技術分野は、自

動車、電子商取引、家電製品と PC、金融サービス、メディア・コンテンツと配信、モバイル通信とデ

バイス、ネットワーキング、半導体、ソフトウェアなどである126。 

 

RPX社は、同社はパテントトロールではなく、パテントトロールに唯一類似する点は、問題のあり

そうな特許を公開市場で購入するという点だけであると主張している。一方、パテントトロールのよ

うに、日和見的に特許のライセンスを行うことはせず、同社との会員契約を結んだ顧客は、入会後す

ぐに、契約内容に基づいて、同社が所有する特許の全てあるいは一部へのライセンスを受ける。ま

た、同社は所有している特許を用いて攻撃的な主張や訴訟を行うことは決してないとしている。 

 

同社は、①問題の種となる可能性がある特許について、パテントトロールが購入して訴訟を起こす

前に買い取ること、そして、②係争中の特許権を買収して会員の弁護コストを低く抑え、早期に訴え

が取り下げられるようにすること、という 2つの方法を主に用いて会員の特許リスクを軽減してい

る。そうした特許を特定し、悪用しようとする者の手に渡る前に買収しておくことで訴訟を未然に防

ぎ、訴訟を起こされていたら発生したであろうコストの発生も防いでいる。ひとたび訴訟を起こされ

てからでも、RPX社は顧客に代わって原告側と交渉し、当該特許のライセンスを受けて、顧客が早期

に訴訟から解放されるようにしており、2022年第 1四半期末時点までに 470件の訴訟で 2,000件近い特

許について対応してきた。同社がこの 2つの方法を用いてこれまでに対処した特許の数は 17万件以上

に上り、それによって顧客が節約できた弁護や和解などの訴訟関連費用は総額 50億ドルを超える127。 

 

同社はこれまでに買収してきた多岐に亘る特許ポートフォリオの売却も行っており、同社から購入

できる特許ポートフォリオの詳しいリストをウェブサイト上で公開している（図表 5参照）128。購入

に興味がある人は同社のウェブサイト上に設けられたフォームを用いてオンラインで同社に連絡すれ

ば、2営業日以内にさらに詳しい情報を受け取ることができる129。 

  

 
125 https://www.rpxcorp.com/faqs/#we-have-a-growing-network-of-more-than-425-clients 
126 https://www.rpxcorp.com/platform/patent-sales/ 
127 https://www.rpxcorp.com/faqs/ 
128 https://www.rpxcorp.com/platform/patents-for-sale/ 
129 https://www.rpxcorp.com/rpx-buyer-information-form 

https://www.rpxcorp.com/faqs/#we-have-a-growing-network-of-more-than-425-clients
https://www.rpxcorp.com/platform/patent-sales/
https://www.rpxcorp.com/faqs/
https://www.rpxcorp.com/platform/patents-for-sale/
https://www.rpxcorp.com/rpx-buyer-information-form
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図表 5 RPX社ウェブサイト上のポートフォリオリスト 

 
出典：https://www.rpxcorp.com/wp-content/uploads/sites/6/2018/10/RPX-Patent-Portfolios-Report_October-2018.pdf 

 

https://www.rpxcorp.com/wp-content/uploads/sites/6/2018/10/RPX-Patent-Portfolios-Report_October-2018.pdf
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1.1.16 Tangible IP 
 

タンジブル IP社（Tangible IP）130は 2011年に創立された知財ブローカーで、ワシントン州シアトル

を本拠地とするほか、カナダにも事務所を置いている131。これまでに手掛けた知財の売却件数は 4,500

以上に上る。同社は、法律事務所でも特許主張主体（PAE）でもないという立場を活かし、仲介する

知財に興味を持つ可能性がある企業と建設的な対話を進めつつ、顧客の規模と予算に合わせた戦略的

アドバイスを提供できるのが強みとしている。顧客層は、フォーチュン 500にランク入りしている大

企業から中小企業、投資家、発明家など幅広い132。 

 

知財ブローカーとして、売却だけでなく知財の購入を希望する顧客のために、買う知財の選定や分

析、関連特許ポートフォリオの取得に向けた交渉を一定のレベルの匿名性を維持しながら進めるサー

ビスも提供している133。 

 

タンジブル IP社は、特許の売却を考える企業や個人向けのウェブページ134を設けており、その中

で、以下のような条件に合う特許である場合、所定のフォームに記入して電子メールで応募するよう

に求めている。 

• 米国で発行された（または許可通知を受けた）特許を 2つ以上含むポートフォリオである：現

在、単独特許のポートフォリオ向け市場は存在しない。また、「特許出願中」の場合は特許権

を得られるかどうかが未定の状態であるため、売れることはほとんどない。 

• 当該産業において実施されている特許である：特許は、特定の発明について他者による実施を

排除する権利であるため、当該産業において他者が侵害している可能性があり、特許権を主張

できるということに売れる価値がある。侵害の可能性があるかどうかの調査は必要に応じて有

料で実施する。  

• できるだけ大きい特許ファミリーが望ましい：単独特許は係争中に無効とされる割合が高い傾

向にあるため（約 70%）、売却はほぼ不可能。特許ファミリーは親特許の継続出願、一部継続

出願（Continuation in Part：CIP）、または分割出願など、親出願につながる追加的なクレーム

から成る。 

• 継続出願（または CIP、あるいは分割出願）など継続出願中のものが 1つ以上含まれている米

国発行の有効特許が望ましい：原出願の有効性が保たれていることで、バイヤーはその元の発

明や優先日に新たなクレームを紐付けすることが可能になる。 

• 出願日は重要であり、日付が早いほど良い：他の条件が同じであれば、例えば、2005年に出

願された特許のほうが最近出願された特許よりも広く解釈される可能性が高まり、先行技術に

よって無効化される可能性は減る。それと同時に、期限切れが近づいている特許（期限切れま

で 2年未満）は特許取引市場での価値が大幅に下がる。 

• 当該技術の権利を特定の外国で保護できる同内容の外国特許があることが望ましい：バイヤー

は世界の主要市場で知財を守れる特許を望んでおり、中でも現在、ドイツと中国での特許が重

視されている。 

• 特許維持費が支払い済みであり、特許は現在有効であること：維持費は売却プロセスが完了す

るまで支払われる必要がある。いかなる理由であっても放棄された特許や有効期限が近付いて

いる特許が売れることはほとんどない。 

 

 
130 https://tangibleip.biz 
131 https://www.linkedin.com/company/tangible-ip-llc 
132 https://tangibleip.biz 
133 https://www.linkedin.com/company/tangible-ip-llc 
134 https://tangibleip.biz/for-patent-owners 

https://tangibleip.biz/
https://www.linkedin.com/company/tangible-ip-llc
https://tangibleip.biz/
https://www.linkedin.com/company/tangible-ip-llc
https://tangibleip.biz/for-patent-owners
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また、同社が仲介者となって売却先を求めている特許を紹介するウェブページ135も以下図表 6のよ

うに設けている。 

 

図表 6 売却先を求める特許ポートフォリオ一覧を掲示したウェブページ 

 
出典：https://tangibleip.biz/patents-for-sale 

 

 

同社は知財戦略アドバイザリーサービスにも力を入れており、侵害防止調査（freedom to operate：

FTO）分析や知財デュー・デリジェンス、特許性分析、知財ランドスケープ調査、特許ポートフォリ

オの精査と評価、ポートフォリオの最適化、包括的知財戦略などを通じて強力な知財戦略を構築する

サービスを中小企業とその投資家向けに提供している136。 

 

なお、同社の創立者で CEOを務めるルイ・カーボノー氏（Louis Carbonneau）は 2021年 11月、英国

の著名な知財情報誌である IAMが選ぶ知財戦略家 300（IAM Strategy 300）に 10年連続で選ばれてい

る。これほどの長期間に亘って選出され続ける知財戦略家は世界的にも稀と同社は宣伝している137。

カーボノー氏は「何社ものフォーチュン 500企業が、精査したうえで弊社を独占的知財エージェント

 
135 https://tangibleip.biz/patents-for-sale 
136 https://www.linkedin.com/company/tangible-ip-llc 
137 https://tangibleip.biz/6700/news/tangible-ip-ceo-named-again-as-one-of-the-worlds-leading-ip-strategists-2 

https://tangibleip.biz/patents-for-sale
https://tangibleip.biz/patents-for-sale
https://www.linkedin.com/company/tangible-ip-llc
https://tangibleip.biz/6700/news/tangible-ip-ceo-named-again-as-one-of-the-worlds-leading-ip-strategists-2
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に選んでいるという事実は、弊社の専門家チームが他のどの会社よりも時間をかけリソースを注ぎ込

んで各ポートフォリオを慎重に作り上げてきた実績が認められていることを表している。これまで毎

年、弊社はクリエイティブな取引構造を通じて数多くの取引をまとめ、顧客が知財投資に対して確実

にリターンを得られるようにしてきた。知財市場が徐々に回復するにつれ、我々の持つノウハウと長

年に亘って築き上げてきたバイヤーやパートナーとの世界的ネットワークを活用してさらに充実した

サービスを提供していく」と 2019年 9月に語っている138。 

 

1.1.17 TransactionsIP 
 

トランザクションズ IP社（TransactionsIP）139は、フロリダ州ボカラトンに本社を持つ 2015年創立の

知財ブローカーである140。知財の売買やライセンスの仲介のほか、特許の評価、分析、知財戦略構築

などのコンサルティングも行っており、包括的な知財関連サービスを提供している141。個人発明家か

らソニー社、アマゾン社、アップル社、TSMC社、インテル社、サムスン社などの大企業まで幅広い

層の顧客の依頼を受けて、これまでに総額 10億ドル以上の価値がある数百件もの取引を仲介してきた
142。 

 

同社は次のような技術分野の特許の売却を手掛けており、ウェブサイト上に販売中の特許の詳細を

掲載している143。 

• アプリケーション 

• データ管理 

• ディスプレイ、画像・映像技術 

• IOT（Internet of Things） 

• 照明システム 

• 材料 

• 機械装置 

• 医療 

• ネットワーキング 

• セキュリティ 

• 半導体 

• ソーシャルネットワーキング 

• ソフトウェア 

• 音声認識 

• 無線 

• その他の特許分野 

 

例えば、材料分野の特許の販売に関するウェブページは次の図表 7のようになっている。 

  

 
138 https://tangibleip.biz/4119/news/tangible-ip-recognized-again-among-worlds-top-patent-brokers-in-2018 
139 https://transactionsip.com 
140 https://www.linkedin.com/company/transactionsip-llc 
141 https://transactionsip.com/ 
142 https://transactionsip.com/our-transactions/ 
143 https://transactionsip.com/patents-for-sale/ 

https://tangibleip.biz/4119/news/tangible-ip-recognized-again-among-worlds-top-patent-brokers-in-2018
https://transactionsip.com/
https://www.linkedin.com/company/transactionsip-llc
https://transactionsip.com/
https://transactionsip.com/our-transactions/
https://transactionsip.com/patents-for-sale/
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図表 7 販売中の特許：材料 

 
出典：https://transactionsip.com/patents-for-sale/materials/ 

 

 

トランザクションズ IP社は、特許ポートフォリオを主に次のようなバイヤーに向けて販売している
144。 

• ストラテジックバイヤー 

• 特定の市場や技術分野の企業 

 
144 https://transactionsip.com/transactions-services/patent-sales/ 

https://transactionsip.com/patents-for-sale/materials/
https://transactionsip.com/transactions-services/patent-sales/
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• 成長中または将来の成長が見込まれる分野のバイヤー 

• 金融関係バイヤー 

• 購入した特許やポートフォリオの開発やライセンスによって収入を挙げることを目的とするバ

イヤー 

• 特許アグリゲーター 

• 多数の特許を買収する企業 

• 特許共同防衛組織 

• 防衛目的での特許買収費用を共同出資する企業 

 

特許の売却を希望する顧客に対しては、その特許に追加的な前払い金が必要となる場合を除き、成

功報酬率のみで引き受けることが多い。報酬率は、その特許・ポートフォリオのエンカンバランス

（encumbrance、既存のライセンスや質権のような権利の制限となるもの）の有無や質、価値などによ

って決めている。 

 

同社では、売却仲介において次の 5つのステップを提供している145。 

 

＜ステップ 1：特許・ポートフォリオのハイレベルな評価と査定＞ 

売り手の特許やポートフォリオについてハイレベルな評価と査定を行って売却の可能性を予備的に

判断し、収益化戦略を決めて提案。 

 

＜ステップ 2：特許・ポートフォリオの売却先候補者の特定＞ 

ステップ 1の評価作業で売却先候補、ライセンス先候補、対象製品を作る企業などを暫定的に特定

済みであるが、ステップ 2では、その特許が侵害されている可能性や企業がその特許を実施している

証拠などをもとに、ステップ 1で特定された売却先候補の中から優先順位の高い候補を特定。 

 

ポートフォリオの規模や対象技術の範囲などにもよるが、ステップ 1と 2での予備評価および売り

手との話し合いは、通常 2週間から 4週間以内に完了。 

 

＜ステップ 3：マーケティング戦略と販促用資料の作成＞ 

売却仲介契約が成立後、マーケティング計画を作成。販促資料を積極的な売却キャンペーン用の

「売却仲介提案書」にまとめる。売却先候補に対し、その特許やポートフォリオの購入による具体的

な利点を挙げて、説得力のある購入理由を示す。販促用提案書の準備には通常 2週間から 4週間かか

る。 

 

＜ステップ 4：積極的なキャンペーンと取引の実施＞ 

①積極的な仲介キャンペーンを展開して取引を管理。トランザクション IP社の知財取引責任者が仲介

キャンペーンのあらゆる面を担当。  

②全ての売却先候補に売却仲介提案書を送り、顧客の特許が最高額で売れるようキャンペーンを進め

る。取引を最終的に承認するのは顧客。マーケティング期間中、トランザクションズ IP社は全ての売

却先候補に 1か月ごと、あるいは必要に応じてより頻繁に連絡をとり、顧客に状況を毎月報告。 

③売り手と買い手の双方との売却交渉を行い、最終的な売却価格や詳しい取引条件などを決定。 

 

＜ステップ 5：契約の締結と収益の創出＞ 

買い手が売り手に特許購入契約書を提示。売り手は、必要に応じて弁護士に相談したうえで契約内

容を全て確認し、承認することが求められる。 

 

 
145 同上 
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顧客がトランザクションズ IP社と仲介契約を結んでから売却取引が成立して売却代金が売り手に電

子送金され取引が完了するまでにかかる時間は平均で 9か月から 12か月である146。 

 

一方、特許の購入を希望する顧客に対しては、同社は厳選し、的を絞った特許を購入するサービス

を提供している。そうした特許は売りに出されていない場合が多いため、同社は特許権者を特定して

連絡をとり、顧客が求める特許を買えるようにする。顧客にとって適切な特許をできるだけ低価格で

買収することが究極の目標である。 

 

トランザクションズ IP社は、以下のような買い手を対象として、特許・ポートフォリオ購入サービ

スを提供している147。 

• ストラテジックバイヤーとエンタープライズバイヤー：主に（自社が製造開発する製品を保護

するための）防衛目的や（訴えてきた相手に対して反訴するために使う）攻撃目的で特許の買

収を希望する企業。買収する特許ポートフォリオの規模は買い手の必要に応じて大小様々。 

• 匿名バイヤー：買い手が資金力の高い大企業であることを売り手が知れば価格がつり上げられ

る可能性があり、買い手に不利になるため、匿名のまま買収することを希望するバイヤー。ト

ランザクションズ IP社が交渉を代行することで、この価格のつり上げを抑えたり防いだりす

ることが可能。 

• 金融機関（エクイティグループやキャピタルグループ） 

• 特許アグリゲーター 

 

トランザクションズ IP社では次のプロセスを通じて買収仲介を行っている148。 

• 顧客のニーズに沿って調査範囲を決定 

o 特許キーワード（米国特許商標庁のデータベース）あるいは具体的な特許番号 

• ソフトウェアツールを用いて買収候補特許のリストを作成（100～200件の特許） 

• 顧客と相談のうえで同リストを絞り込み（50～100件の特許） 

o 特定の関心分野の特許であることを確認 

• 特許権者と連絡をとり、このリストに含まれる特許を買うことが可能かどうかを判断（50～

100件の特許） 

o 特許権者が売るつもりがない特許についてはそれ以上の作業は行わない 

• 購入可能な特許のリストについて詳しい分析を行い、価値の高い特許を特定し優先順位付け

（25～50件の特許） 

o 技術の専門家が優先特許リストを作成 

o 顧客の予算に合わせて買収候補特許を絞り、提案 

o 選んだ中で最も高く評価されている特許の買収に向けて交渉 

• 購入を交渉（10件の特許） 

• 契約を締結 

• 特許の購入プロセス完了 

 

こうした作業について同社は、時間ごとの料金と成功報酬率の組み合わせで引き受けることが多

い。1時間ごとの料金は、顧客側が提供する調査と分析の量、および、トランザクションズ IP社が実

施する調査と分析の量によって決まる。作業にかける時間数と特許買収の目標価格はキャンペーンを

立ち上げる前に顧客の予算に合わせて決定する149。 

 

 
146 同上 
147 https://transactionsip.com/transactions-services/patent-buying/ 
148 同上 
149 同上 

https://transactionsip.com/transactions-services/patent-buying/
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仲介無しには出会いづらい売り手と買い手を引き合わせて契約成立につなげるため、同社は主に成

功報酬で仲介を引き受け、顧客に最大限の収益をもたらす取引を実現するためのマーケティング戦略

を練ってキャンペーンを実施している150。 

 

なお、共同創立者のリチャード・アーリックマン氏（Richard Ehrlickman）とトム・メイジャー氏

（Tom Major）は、英国の著名な知財情報誌である IAMが選ぶ知財戦略家 300に選出されている151ほ

か、アーリックマン氏は IBM社の知財部門担当副社長（Vice President）を務めた経験をもち、メイジ

ャー氏もハネウェル社（Honeywell）、アライドシグナル社（AlliedSignal）、IPバリュー社などで知財

部門担当副社長を務めたほか、ユタ大学（University of Utah）技術移転部門のディレクターを務めた経

験を持つ152。 

 

1.1.18 True North IP 
 

トゥルー・ノース IP社（True North IP）153は、カリフォルニア州ランチョサンタマルガリータに本

社を置くブティック系投資銀行で、国内外の特許ポートフォリオやロイヤルティストリーム（royalty 

stream、複数の知財権ライセンスのロイヤルティをまとめたもの）の買収と特許権侵害訴訟のファンデ

ィングを主要業務としている154。 

 

同社の特許買収サービスは、主に米国で年間 1億ドル以上の収益をあげる製品やサービスの特許を

対象としており、これまでに 100件以上の購入取引を実施している。取引対象となる主な技術分野は

PC・サーバーハードウェア、ネットワーク機器、データセンター、クラウドコンピューティング、

IoT、携帯電話、無線送信、半導体、ディスプレイ、LCD・LED・OLED、ストレージ、オーディオ・

ビデオ送信とコーデック、電気通信、セキュリティ、グラフィカルユーザインターフェース、ソフト

ウェアなどである155。しかし、これらの特許をどのように活用しているか、また、特許購入を求める

顧客に対してどのようなサービスを提供しているか、については同社のウェブサイト上では説明され

ていない。 

 

また、同社は、所有する特許権が侵害されていながら、独自には訴訟費用を賄うことが難しく十分

なリスク耐性も持たない特許権者のために訴訟費用を投資家から集める資金調達サービスを提供して

いる。特許や損害賠償金、エンフォースメント、金融などに関する専門知識を活かし、投資家にとっ

て魅力的な投資機会であるという説得力ある売り込みを行って訴訟費用を集めている。同社が引き受

けるファンディング案件は、主に損害賠償額が 7,500万ドル以上で、融資額は 300万ドルから 1,500万

ドルほどである156。 

 

なお、同社の CEOであるジェームズ・トゥルーマン氏（James Trueman）はオーシャン・トモ社のマ

ネージングディレクター（Managing Director）や、アカシア・リサーチ・コーポレーション社（Acacia 

Research Corporation）の副社長（Vice President）などを務めた経験を持ち、英国の著名な知財情報誌で

ある IAMが選ぶ知財戦略家 300にも選出されたことがある157。 

 
150 https://transactionsip.com/ 
151 

https://www.prweb.com/releases/transactionsip_co_founders_recognized_as_top_intellectual_property_strategists_value_cr

eators_in_latest_iam_guide_the_world_s_pre_eminent_ip_strategists_for_2021/prweb18227787.htm 
152 https://transactionsip.com/ 
153 https://www.truenorthip.com/ 
154 同上 
155 https://www.truenorthip.com/acquire-patents 
156 https://www.truenorthip.com/fund-litigation 
157 https://www.truenorthip.com/who-we-are 

https://transactionsip.com/
https://www.prweb.com/releases/transactionsip_co_founders_recognized_as_top_intellectual_property_strategists_value_creators_in_latest_iam_guide_the_world_s_pre_eminent_ip_strategists_for_2021/prweb18227787.htm
https://www.prweb.com/releases/transactionsip_co_founders_recognized_as_top_intellectual_property_strategists_value_creators_in_latest_iam_guide_the_world_s_pre_eminent_ip_strategists_for_2021/prweb18227787.htm
https://transactionsip.com/
https://www.truenorthip.com/
https://www.truenorthip.com/acquire-patents
https://www.truenorthip.com/fund-litigation
https://www.truenorthip.com/who-we-are
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1.1.19 Tynax 
 

タイナックス社（Tynax）158はカリフォルニア州レッドウッドシティ159にある 2003年創業の知財ブ

ローカーである160。同社は特許リスティングサービスを提供して、同社の顧客である特許マネタイゼ

ーションファーム161に特許権者を紹介している162。 

 

同社の特許リスティングサービスは、売りたい特許を持つ特許権者が同社に特許番号とクレームチ

ャート、その他の関連情報を提出すると、同社がその内容を確認して評価を行い、市場の状況に照ら

し合わせて同社の顧客である特許マネタイゼーションファームに情報を提供するという仕組みになっ

ている。その際、特許マネタイゼーションファームは、セキュアな専用のオンラインページ163でその

特許情報を見て購入するかどうかを検討し、購入する、購入しない、あるいは判断を先延ばしにする

ことを決める。マネタイゼーションファームのそうした反応について、特許権者はタイナックスから

報告を受ける164。 

 

なお、タイナックスは特許を購入するマネタイゼーションファームから収入を得るため、特許権者

には売却仲介の費用を課さない。特許情報を見ることができるのは、タイナックスと秘密保持契約を

結ぶ特許マネタイゼーションファームに限られており、購入に興味を示したマネタイゼーションファ

ームにタイナックスが特許権者を紹介するという流れになっている165。  

 

ここ数年で同社の特許リスティングサービスには 8,000を超える特許ポートフォリオが提出された166。 

 

1.1.20 Vibrant IP 
 

バイブラント IP社（Vibrant IP）167はカリフォルニア州サンディエゴとユタ州ソルトレイクシティを

本拠地とする 2017年創業の医療系知財ブローカーである。手掛ける業界分野は主に保健（電気通信、

患者の遠隔健康管理、電子カルテ、患者のプライバシー保護とセキュリティなど）、医療（医療機

器、インプラント、ハードウェア、ソフトウェア、医療技術、医療用画像機器、検査機器など）、歯

科医療（デンタルインプラント、機器、バイオ医薬品、培養皮膚片、画像診断機器、消費者製品、電

子カルテ管理など）、医薬品（ベストセラーとなる医薬品、希少疾病用医薬品、デジタルヘルス、患

者の服薬遵守など）、バイオテクノロジーとライフサイエンス（DNAと遺伝子の解読、臨床用および

検査用の機器など）で、そうした技術を持ちながら特許の売却やライセンスに必要なリソースやネッ

トワークを持たないイノベーターや企業が特許を医療業界に売却するのを仲介している168。 

 

また、同社では、知財マイニング、テクノロジーマーケティング、特許の収益化、戦略的コンサル

ティング、特許の評価などのサービスを提供している。知財マイニングは知財ポートフォリオの検索

と分析、デュー・デリジェンス、エンカンバランス調査を通じて見過ごされていたり、最大限の収益

 
158 https://tynax.com 
159 https://www.linkedin.com/company/tynax 
160 https://tynax.com/ 
161 特許マネタイゼーション（収益化）ファームは購入した特許を転売してその差額を収入とする業者。 
162 https://tynax.com/ 
163 https://console.tynax.com/ 
164 同上 
165 同上 
166 同上 
167 https://vibrantip.com/ 
168 同上 

https://tynax.com/
https://www.linkedin.com/company/tynax
https://tynax.com/
https://tynax.com/
https://console.tynax.com/
https://vibrantip.com/
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化につながっていない知財を見つけるサービスである。そうして特定した特許について、市場のトレ

ンドを見極めながら最善のタイミングでマーケティングを行い、売却やライセンスにつなげている
169。 

 

同社のメンバーがこれまでにまとめた取引の数は約 200件で、仲介した特許やアプリケーションの

数は約 2,500件、特許売却総額は約 15億ドルにのぼる170。こうした取引から得たネットワークを通じ

て保健・医療業界の大手企業や大学、研究所などの幹部と直接話をすることができ、同業界への高く

広い影響力を持つことが同社の強みであるとしている171。 

 

なお、同社のウェブサイトでは販売先を求める特許ポートフォリオの一覧を掲示するページ172があ

るものの、掲載されている特許はない。 

 

1.1.21 Vitek IP 
 

バイテック IP（Vitek IP）173は 2019年に創立された、オレゴン州ポートランドの知財ブローカーで

ある174。発明家やイノベーター、中小テクノロジー企業などが持つ特許に価値を見出し、それを最大

化することに主眼を置いたサービスを提供している175。 

 

同社が提供するサービスは、①特許の分析と評価、②知財権売買の仲介、③特許の取得とイノベー

ション、④特許市場調査の 4分野に大別され176、特許権の取得から維持、購入、ライセンス契約、売

却に至るまで、特許権の所有に関わるあらゆる側面を網羅している。専門的知識を持つ得意分野とし

て、同社は半導体、電気通信、クラウド、IoT、自動車、ソフトウェア、ビデオ、フィンテックなどを

挙げている177。 

 

知財権売買の仲介については、売却先候補の調査と特定、売却戦略の策定、マーケティング、交渉

など、全般に亘るサービスを提供し、これまでに引き受けた売却案件は全て成立させている。購入に

ついても、購入する特許の特定から交渉に至るまで、特許の戦略的購入による企業の成長を支援する

サービスを提供している178。 

 

同社による仲介キャンペーンは、次の通り 4か月から 6か月に及ぶ。 

• 0～2週：委任契約を結び、初期の分析を取りまとめ。 

• 2～4週：マーケティング戦略を策定し、マーケティング資料を作成。マーケティング資料に

は売買仲介対象の知財に関する機密事項以外の内容のプレゼンテーション、プレスリリース、

機密事項に関する詳しいプレゼンテーション、詳細にわたる特許分析、機密事項を含むクレー

ムチャートなどを含む。売却先候補のリストを作成して顧客に提出し、承認を得る。 

• 4～12週：ポートフォリオのマーケティング：機密事項を含まないプレゼンテーションの実

施、および、機密事項を含むプレゼンテーションを守秘義務合意のもとに実施。興味を示す買

 
169 http://vibrantip.com/advantage/ 
170 同上 
171 同上 
172 http://vibrantip.com/?page_id=2769（「Gallery of Patent Portfolio」ページとしてインデックスされている

が、同リンクをクリックすると「Page not found」のエラーメッセージが出る） 
173 https://vitek-ip.com 
174 https://www.bbb.org/us/or/portland/profile/market-research/vitek-ip-llc-1296-1000101926 
175 https://vitek-ip.com/about-us-2/ 
176 https://vitek-ip.com/services/ 
177 https://vitek-ip.com/about-us-2/ 
178 https://vitek-ip.com/brokerage/ 

http://vibrantip.com/advantage/
http://vibrantip.com/?page_id=2769
https://vitek-ip.com/
https://www.bbb.org/us/or/portland/profile/market-research/vitek-ip-llc-1296-1000101926
https://vitek-ip.com/about-us-2/
https://vitek-ip.com/services/
https://vitek-ip.com/about-us-2/
https://vitek-ip.com/brokerage/
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い手に技術や価値の面で詳しい情報を提供。マーケティングキャンペーンの進捗状況につい

て、顧客に定期的に報告。 

• 13～14週：購入オファーを集めて精査。 

• 15～18週：取得原価の配分（PPA）交渉と契約締結。 

 

なお、バイテック社では、前金支払いを顧客に課すことなく特許の売却仲介のフルサービスを提供

している。同社はまた、売りに出す特許について、以下の図表 8のように、売り手や特許の内容、そ

の技術に関する市場などの詳しい情報をウェブサイト上に公開している。 
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図表 8 ワイヤレスイヤホンの特許ポートフォリオ 

 
出典：https://vitek-ip.com/wireless-earbuds-patent-portfolio/ 

 

また、同社は、特許の分析と評価において、世界有数のテクノロジー企業や法律事務所において 2

万件を超える特許の分析を行ってきた専門家を抱え、それらの経験を活かしたポートフォリオ分析、

クレームの分析やクレームチャートの作成、特許の価値評価などのサービスを提供している。さら

に、先行技術、特許権侵害、特許性、特許市場などに関する調査や競合分析など、テクノロジー企業

https://vitek-ip.com/wireless-earbuds-patent-portfolio/
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の社内弁護士や法律事務所を支援するサービスも提供している179。同社が提供する特許市場調査サー

ビスには、知財情報を経営戦略に活用するための知財ランドスケープや、競合他社の持つ特許の詳し

い分析と評価、潜在的なリスクや競合他社からの脅威の予測などが含まれる180。 

 

その他にも、ベンチャー企業や大企業による特許の取得を支援し、ポートフォリオを強化してその

価値を高めるサービスを提供している。同社のチームメンバー自身も合計 100件以上の米国特許を持

つ発明家であり、特に既存の特許出願内容とその仕様を調べ上げて市場対応型の特許戦略に基づく高

価値の特許を出願することを得意分野としている181。 

 

同社の CEOであるダン・ブリ氏（Dan Buri）は、2020年 12月に発表した「特許制度は発明家を見捨

てた（The Patent System Has Abandoned Inventors）」と題するブログ182の中で、急成長を遂げて巨大化

した大手テクノロジー企業によって米国の特許制度は乗っ取られ、発明家やイノベーターはパテント

トロールのレッテルを貼られてしまった、としている。同氏によると、発明家やイノベーターの多く

は、長い月日や資金を投じて発明やイノベーションに取り組んできたにもかかわらず、大手テクノロ

ジー企業が、議会や裁判所、世間に対して、そうした発明家やイノベーターはトロールであると信じ

込ませてしまっただけでなく、アイデアを盗んだりもしたという。最近になってやっとこうしたテク

ノロジー企業が巨大になり過ぎて制御できなくなったことに気付いた政府が、グーグル社やメタ社

（Meta）などを訴える動きを見せ始めてはいるものの、過去 10年間に亘って、このような巨大テクノ

ロジー企業が、特許制度を骨抜きにするのを許してしまったと批判している183。 

 

1.1.22 Western IP Law 
 

ウエスタン IPロー社（Western IP Law）184は、ユタ州ソルトレイクシティを本拠地とする特許法律事

務所で、特許と商標の出願や訴訟、ICANNドメイン名紛争や統一ドメイン名紛争処理方針（UDRP）

に基づく紛争の処理を含む、インターネット関連の法律サービスを提供している185。 

 

同社は特許売買の仲介サービスも提供しており、収益化できずに期限切れとなってしまうかもしれ

ない特許を持つ発明家や特許権者の特許の売却仲介を引き受けている。同社によると、米国では特許

取得のコストをカバーできるだけの収益をあげるのは特許全体の 5%ほどにとどまるという。同社は収

益化の見込みが高くない特許でも何らかの見返りを得られるようにするサービスを提供しているが、

こうしたケースでは多くの場合、1,000ドル未満の少額での売却になるという。一方、過去にライセン

スを行ったことがあるなど、ある程度の価値があることを示す証拠がある特許については最大限の収

益を得るための仲介サービスを提供している186。 

 

特許の購入を希望する顧客には、顧客の匿名性を保ちながら購入に向けて売り手との交渉を行うサ

ービスを提供している。特に特許購入を希望しているのが大企業である場合、売り手から高く売れる

と思われて交渉に不利になりがちであるが、同社のような知財法の専門家が顧客名を出さずに権利の

交渉を進めることで購入金額を低めに抑えられる可能性があるとしている187。 

 

 
179 https://vitek-ip.com/analysis-valuation/ 
180 https://vitek-ip.com/market-research/ 
181 https://vitek-ip.com/patent-creation-innovation/ 
182 https://www.linkedin.com/pulse/patent-system-has-abandoned-inventors-dan-buri?trk=public_profile_article_view 
183 https://vitek-ip.com/patent-system-has-abandoned-inventors/ 
184 https://www.uspatentlaw.us/ 
185 同上 
186 https://www.uspatentlaw.us/Buy-Patents-Online 
187 同上 

https://vitek-ip.com/analysis-valuation/
https://vitek-ip.com/market-research/
https://vitek-ip.com/patent-creation-innovation/
https://www.linkedin.com/pulse/patent-system-has-abandoned-inventors-dan-buri?trk=public_profile_article_view
https://vitek-ip.com/patent-system-has-abandoned-inventors/
https://www.uspatentlaw.us/
https://www.uspatentlaw.us/Buy-Patents-Online
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1.1.23 yet2 
 

yet2社188はマサチューセッツ州ウォルサムに本社を置き189、オープンイノベーションのコンサルテ

ィングと技術スカウトサービスを提供する 1999年創立の企業である190。同社はもともとオンラインの

知財マーケットプレイスとして創立されたが、そのビジネスモデルで成功することは難しいとの判断

から技術移転を中心とする現在のビジネスモデルへと移行し、2019年に同オンラインマーケットプレ

イスを廃止している191。 

 

同社に特許購入に関するコンサルティングや仲介を委託する顧客は、自社が所有、実施する特許権

を防衛する目的で特許や特許ポートフォリオを買収する企業であり、他者が持つ特許権を買い取るこ

とによって将来的な製品展開の自由度を高めたり、競合に対して優位な立場を得たり、特許権侵害訴

訟に役立てたりしている。そうした顧客のために、yet2社は購入すべき特許の特定、市場の動きのモ

ニタリング、取引可能な特許の選別、直接的な特許購入に関するアドバイスなど、特許購入に関する

様々な側面において支援を行っている192。 

 

なお、yet2社では、独自に開発した特許点数化アルゴリズムを用いることで、迅速にポートフォリ

オの評価を行うことができるほか、顧客が入手できるポートフォリオの優先順位付けも可能としてい

る。また、顧客の競合や不実施主体（NPE）による取引についても、特許権譲渡データベースを用い

て効率的にモニタリングすることができるという。さらに、買収に際しての特許権者へのアプローチ

方法や購入価格と条件の交渉、契約の成立などに至るまで助言を提供しており、匿名性を保ちながら

特許を買収することを望む顧客のためには、顧客の代理人として取引を行うことも引き受けている
193。 

 

yet2社のウェブサイトでは、購入可能または買収を求める特許をまとめたリストは掲載されていな

いものの、同社が仲介となって探している技術やソリューションを、「アクティブ・プロジェクト

（Active Project）」としてその詳細を取りまとめている（図表 9、10参照）。 

  

 
188 https://www.yet2.com/ 
189 https://www.yet2.com/contact/north-america/ 
190 https://www.yet2.com/about/ 
191 https://www.yet2.com/why-online-ip-marketplaces-fail/ 
192 https://www.yet2.com/services/patent-acquistion/ 
193 https://www.yet2.com/jp/services/patent-acquistion/ 

https://www.yet2.com/
https://www.yet2.com/contact/north-america/
https://www.yet2.com/about/
https://www.yet2.com/why-online-ip-marketplaces-fail/
https://www.yet2.com/services/patent-acquistion/
https://www.yet2.com/jp/services/patent-acquistion/
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図表 9 アクティブ・プロジェクトのリスト 

 
出典：https://www.yet2.com/active-projects/ 

  

https://www.yet2.com/active-projects/
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図表 10 ユニリーバ社が求める植物ベースの代替肉製品アイデアをまとめたウェブサイト 

 
出典：https://www.yet2.com/active-projects/unilever-seeking-next-generation-plant-based-meat-products/ 

 

  

https://www.yet2.com/active-projects/unilever-seeking-next-generation-plant-based-meat-products/
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1.1.24 1624 Capital 
 

1624キャピタル社（1624 Capital）194はニューヨーク州ニューヨークに本社を置く知財ブローカー

で、法律、ビジネス、金融、会計の各分野で豊富な経験を持つチームによる知財売買の仲介と知財戦

略アドバイザリーサービスを提供するほか、特許権侵害訴訟にかかるコストの一部または全部の融資

も行っている195。社名の 1624は近代特許制度のひな型となる専売条例（Statute of Monopolies）が英国

議会で成立した年にちなんでおり、同条例の精神に敬意を払い、発明家はその発明に見合った正当な

報酬を求めることができるよう公平な立場に置かれるべきであるという同社の信念を表している196。 

 

ブローカーとして、同社は特許の強さや取引における価値、適切な取引先などを含めた特許ポート

フォリオ分析を行い、国内外のネットワークを活用して特許権者に最善の結果をもたらすためのサー

ビスを提供している。同社はまた、新興技術分野の企業向けに、競合他社との競争に有利となる特許

や商標、ノウハウなどを特定し、購入の交渉を支援するサービスも手掛ける197。 

 

同社が扱う主な技術分野は消費者製品、バイオ技術・医薬品、産業・建設、医療機器、コンピュー

タハードウェア・エレクトロニクス、ビジネス・消費者サービス、ソフトウェア、自動車・輸送、化

学品・合成材料、通信などである198。 

 

同社が提供する特許権侵害訴訟費用の融資は、訴訟の費用が近年極めて高額になり、そうした費用

を支払える被告を前にして小規模の原告が無力となるケースが多い現状に対応する新しいタイプのサ

ービスである。このサービスは、同社が精査したうえで特許の金銭的価値が高く、侵害されたことを

示す強い法的根拠があると判断したケースを対象とするもので、米国での訴訟の場合は弁護費用を第

三者から借りることを希望する原告に資金を提供する。また、成功報酬契約で弁護を引き受けた弁護

士に対して、弁護士が自己負担する費用の一部を融資してリスクを共有することで、弁護士が良質の

クライアントを得やすくなるなど、関係者全てにおいてインセンティブが高まる効果もあるとする。

欧州における訴訟では、米国式の成功報酬契約で引き受ける弁護士が比較的少ないうえ、原告は成功

報酬契約で敗訴した場合のコストをカバーするための事後保険（after the event：ATE）の保険料を支払

う必要があるため、1624キャピタル社が融資と保険の引き受けを一括して提供している。 

 

なお、2022年春の時点で同社のウェブサイトはアクセスできない状況となっている。同社関係者の

LinkedInプロフィールや、ニュースサイトからは、同社の近況に関する情報は得られなかった。 

 

 

 

  

 
194 http://www.1624capital.com 
195 http://www.1624capital.com/index.html 
196 http://www.1624capital.com/what-is-1624.html 
197 http://www.1624capital.com/services.html 
198 http://www.1624capital.com/what-is-1624.html 

http://www.1624capital.com/
http://www.1624capital.com/index.html
http://www.1624capital.com/what-is-1624.html
http://www.1624capital.com/services.html
http://www.1624capital.com/what-is-1624.html
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1.2 オンライン知財・ライセンスマーケット 
 

本セクションでは、オンラインにおいて開催されている知財マーケット及び知財ライセンスマーケ

ットについて代表的な 6事例を取り上げた。 

 

1.2.1 AST 
 

AST社199はニュージャージー州プリンストンにある非営利の信託会社で、加入しているメンバー企

業が特許権侵害訴訟に巻き込まれるのを未然に防ぎ、リスクを軽減するための防衛的特許購入を行っ

ている。同社はヒューレット・パッカード（Hewlett Packard）、コダック（Kodak）、モトローラ

（Motorola）、サンマイクロシステムズ（Sun Microsystems）の各社が創立メンバーとなって 2007年 1

月に立ち上げられた。その後、2008年になって、IBM社、グーグル社、アバイア社（Avaya）、フィ

リップス社（Philips）などもメンバーとなり、2021年におけるメンバー数は 40社となっている200。 

 

AST社が提供する主要サービスは、ASTメンバーを代表した、コンソーシアムとしての特許・特許

ポートフォリオ購入である。この特徴は以下の通り201。 

• 特許権者が AST社に対して特許を売却したい場合、AST社ウェブサイトを通して申込書を提

出202。 

• AST社に対して販売オファーがあった特許・特許ポートフォリオに関して、当該技術が AST

社の対象技術範囲内にあることを確認するためのレビューを行い、質問がある場合は特許権者

に連絡。申込提出者に対して、通常、申込受領の連絡から 3～5日以内に初期レビューの結果

を通知。 

• レビューを経た特許・特許ポートフォリオに関して、メンバーのみが閲覧できるパスワード保

護されたオンラインデータベースに掲載し、技術・製品の分類、特許ファミリー情報、マーケ

ティング資料の検証などといった基本情報を提供。 

• メンバーが購入可能な特許・特許ポートフォリオのリストを確認し、初期評価を実施。質問が

ある場合は ASTを通じて実施。 

• 1社以上がライセンスに関心がある場合は、AST社が代理でオファーを提示・交渉・調整。 

• 交渉が最終化すれば、関心のあるメンバー企業からの資金をプールし、AST社が特許を購入。

AST社が代理で購入手続きを行うことで、特許購入に関心を持つ具体的企業を売り手が知りう

ることはない。 

• 獲得した特許は、資金をプールしたメンバー企業に対してライセンスを供与。その後、AST社

がメンバー企業もしくは別の事業体に特許を売却203。 

• これまでに 3,000件以上、4億 5,000万ドル相当分を超える特許権を買収204。 

• コスト共有モデル及び、関心を持つ複数の企業からプールした資金を使用することで、個々の

企業が独自で特許権を買収する場合よりも低価格で買収することが可能（メンバー企業が独自

で買収を試みる場合の 4分の 1以下の価格負担で特許権を買収したという前例有り）。  

• 特許権者は、特許情報掲載もしくは売却を行う場合、AST社に対して手数料などを支払う必要

はない。 

 

 
199 https://www.ast.com/ 
200 https://www.ast.com/about-us/asts-mission/ 
201 https://www.ast.com/services/ 
202 https://www.ast.com/sell-to-ast/ 
203 https://www.ast.com/faq/ 
204 https://www.ast.com/services/ 

https://www.ast.com/
https://www.ast.com/about-us/asts-mission/
https://www.ast.com/services/
https://www.ast.com/sell-to-ast/
https://www.ast.com/faq/
https://www.ast.com/services/
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なお、AST社メンバーが求める優先度の高い技術分野は現在以下のとおり205。 

• 広告・コンテンツ配信 

• 人工知能（AI）・機械学習（ML） 

• 拡張現実（AR）・仮想現実（VR） 

• 自動車・可動性 

• ブロックチェーン・金融サービス 

• クラウドコンピューティング・ウェブサービス 

• コンピュータソフトウェア・ハードウェア 

• 衛生技術・医療ケア IT  

• 工業・製造 

• IoT・スマートホーム 

• LED照明・オプトエレクトロニクス  

• 位置情報サービス（LBS）・ナビゲーション 

• 医療機器・医療画像撮影 

• 小売・電子商取引 

• 半導体製造・機器 

• 無線・遠隔通信 

  

また、特許ファミリーは、米国・中国・欧州・フランス・ドイツ・日本・台湾・韓国・英国のいず

れかで付与された有効な特許を少なくとも 1件含むことが要件となる。 

 

その他、AST社は、以下のような特許・市場分析とネットワーキング機会提供もメンバー向けに行

っている。 

 

＜特許・市場分析＞ 

• 毎年オープン市場で利用可能な 800件以上の特許購入機会について、高効率且つ費用効率の良

い分析を提供 。 

• 関心のある特許の特定を支援するために、助言・技術支援を提供。これらの特許は、隔週で行

われる電話会議において、AST社メンバーと共に再検討することが可能。 

• 技術・製品別に分類された AST社のオンラインベース且つメンバー限定のシステムを利用す

ることで、適切な特許の迅速な検索が可能。 

• 売り手が提供する特許番号、特許ファミリー、権原の整合性、所有権の変遷、訴訟歴などを含

むデータの正確性を確認。また、当該機会に関する最新情報を入手するために特許権者及び売

り手と継続して連絡を取り、AST社メンバーと入手した情報を共有。 

• 売り手・仲介者のレビュー、及び、マーケティング・技術獲得傾向を含む特許仲介市場の評価

を、四半期ごとに提供。 

• 不実施主体（NPE）による特許売買活動や米国特許権の譲渡に関する分析を継続的に実施。  

 

＜ネットワーキング機会＞ 

• 知財問題解決に向けた協力促進を目的として、他のメンバー企業との関係を構築するための、

ネットワーキング機会をメンバーに多数提供。  

 

  

 
205 https://www.ast.com/faq/ 

https://www.ast.com/faq/
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1.2.2 AUTM 
 

大学技術管理者協会（Association of University Technology Managers：AUTM）は、世の中を変えイノ

ベーションを前進させる学術研究開発を支援するために、大学技術移転専門家の教育・成長促進・刺

激に取り組む非営利団体である。AUTMコミュニティは、世界中で 800以上の大学・研究センター・

病院・企業・政府機関に勤務する 3,000人超のメンバーで構成される206。 

 

AUTMイノベーション・マーケットプレース（AUTM Innovation Marketplace：AIM）は、ライセンス

が可能な大学で開発された技術を紹介するポータルである。AIMには 2万 6,000以上の技術が掲載さ

れており、同等の他のどのポータルよりも多数のイノベーションが掲載されている。業界の技術スカ

ウトや共同研究者を探す人々による AIMウェブサイトの閲覧件数は年間 120万件以上に上る。AIM

は、大学が発明した利用可能な技術の自動アップロードが可能で、パートナーとなる可能性のある必

要な研究能力を持った大学を企業が簡単に特定できるという特徴がある 。同ウェブサイトは、無料且

つ登録の必要なく、誰でも検索可能である207（図表 11参照）。  

 

図表 11 AUTMイノベーション・マーケットプレイス（AIM） 

 
出典：https://aim.autm.net/ 

 
206 https://autm.net/about-autm/who-we-are 
207 https://autm.net/surveys-and-tools/databases/autm-innovation-marketplace 

https://aim.autm.net/
https://autm.net/about-autm/who-we-are
https://autm.net/surveys-and-tools/databases/autm-innovation-marketplace
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本ウェブサイトにおいて、大学は以下のようなことが可能である208。 

• 大学発技術を自動的に大学のデータベースから抽出 

• 技術移転コミュニティ内の他のメンバーとの繋がり 

• 大学開発技術のマーケティング 

• 共同研究プロジェクトに向けた他大学の検索 

 

一方、企業は以下を行うことができる209。 

• ライセンス可能な技術の検索 

• 探している技術に関する通知の設定 

• 関心のある団体をフォローするためのアラートの設定 

 

1.2.3 Ocean Tomo 
 

オーシャン・トモ・ビッドアスク・マーケット（Ocean Tomo Bid-Ask Market：OTBA）210は、オーシ

ャン・トモ社が、知財の換金性と取引の透明性をさらに高めることを目的に設けたオンライン特許取

引市場である211（図表 12、13参照）。OTBAの特色は、売却と購入両サイドのオファーが全て掲載さ

れ、透明性が保たれること、統一された取引用の書式を用いていること、セキュリティデポジット用

のアカウントや支払い用のサービスが提供されていること、カスタマーサポートが常時提供されてい

ることなどである212。 

 

OTBAは売り手と買い手の両者にとって利点がある。オーシャン・トモ社によるクレジット審査を

通った購入希望者だけが入札できる仕組みであるため、売り手は取引コストを低く抑えつつ、売却先

候補を真剣な買い手だけに絞ることができる。また、OTBAは取引の価格データを全て提供している

ため、買い手は同様の知財が取引された際の売り手の希望売却価格や買い手の入札価格データを見て

自分が購入を希望する特許の価値を見積もり、匿名性を保ちながら入札することができる213。 

 

OTBAは現在、英語と中国語で提供されており、将来的には他の言語も追加される予定である214。

2021年には 250件以上の売却希望特許が OTBAに提出され、46のオークションが実施されて、200万

ドル相当の取引が成立に至った。売り手の 2割以上は米国外からで、売りに出された知財の 65%は非

コア技術の特許権売却を希望する企業が売りに出したものであった。同年の特許売却希望価格の平均

値は 18万 759ドルとなり、2020年の 15万 176ドルから上昇した215。 

 

売却を希望する特許権者はまず、売却したい単独特許、特許ファミリー、または特許ポートフォリ

オについてオーシャン・トモ社と売却契約を結び、その際に将来的に生じる関連資産を含めるかどう

か、またはライセンスバック条項を設けるかどうかなどの具体的な条件も契約に含める。売却契約が

成立した特許には取引番号が付けられ、専用のバーチャルデータルームが割り当てられる。このバー

チャルデータルーム内で、売り手はさらに詳しい情報を開示することもできる。その特許が単独であ

 
208 同上 
209 同上 
210 https://oceantomobidask.com 
211 https://www.oceantomo.com/services/bid-ask-market/ 
212 同上 
213 同上 
214 https://www.oceantomobidask.com/bid-ask_about.html 
215 https://finance.yahoo.com/news/ocean-tomo-bid-ask-market-213000529.html 

https://oceantomobidask.com/
https://www.oceantomo.com/services/bid-ask-market/
https://www.oceantomobidask.com/bid-ask_about.html
https://finance.yahoo.com/news/ocean-tomo-bid-ask-market-213000529.html
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るか、あるいはファミリーやポートフォリオなどの形で売却されるかが色別に示され、Askと呼ばれ

る売却希望価格とともに表示される216。 

 

バイヤーはオーシャン・トモ社と入札契約を結ぶ必要があり、その際に支払い能力も確認される。

支払い能力について同社が設定している基準を満たしていることが入札に必須の条件である。入札が

認められたバイヤーにはバーチャル番号札が与えられる。バイヤーがオーシャン・トモ社のトランザ

クション部門に伝えると、それがオンラインで表示される。バイヤーはまた、入札するつもりのある

最高額をあらかじめ極秘でオーシャン・トモ社のトランザクション部門に伝えておくこともできる。

そうすることによって、オークションが迅速に進む効果が得られる。バイヤーの購入意図はバイヤー

の名を伏せたまますぐに特許権者に伝えられる。取引が完了した時点で売り手には 15%の手数料が課

され、買い手には 10%のプレミアムが課される。また、OTBAの競売への出品には、ロットごとに

2,500ドル以上の料金がかかる217。 

 

図表 12 オーシャン・トモ・ビッドアスク・マーケット（OTBA） 

 
出典：https://www.oceantomobidask.com/ 

 
216 https://www.oceantomo.com/services/bid-ask-market/ 
217 同上 

https://www.oceantomobidask.com/
https://www.oceantomo.com/services/bid-ask-market/
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図表 13 OTBAにおけるロット詳細情報 

 
出典：https://www.oceantomobidask.com/img/gallery/patent_lot-157.pdf 

 

https://www.oceantomobidask.com/img/gallery/patent_lot-157.pdf
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1.2.4 PatentAuction.com 
 

パテントオークション・ドット・コム（PatentAuction.com）は218、特許を売りたい、または、ライセ

ンスしたい特許権者が無料で情報を掲載し、購入希望者から直接連絡を受けられる仕組みのウェブサ

イト（図表 14、15参照）を 2004年 12月219から運営している。パテントオークション・ドット・コム

は発明家に売りたい特許を無料で宣伝できる場を提供することを目的とした非営利イニシアティブで

あり、売り手と買い手の双方が無料で利用できる220。パテントオークション・ドット・コムは、世界

中ほとんどの国において会員を持つが、ウェブサイト創設者はベルギー出身で、米国から運営を支援

する人々がおり、ウェブサーバーは英国に所在する221。 

 

パテントオークション・ドット・コムでは、特許及び特許出願中の発明のみ、掲載が許可されてい

る222。サービスは非独占的であることから、発明者は、パテントオークション・ドット・コム以外で

も特許の宣伝・販売を自由に行うことができる223。無料サービスには、交渉及び利用者間での契約締

結における支援は含まれず、利用者は、第三者との間で締結された契約を履行する責任を負う224。 

 

特許売り出し情報を掲載するには登録が必要である。パテントオークション・ドット・コムは、利

用者が参加する前に、利用者の有効な電子メールを確認する必要がある225。その一方で、売り手に質

問する場合は、登録する必要はない226。登録会員は、システムにログインすることで売り手との交渉

を開始できる。そうすることにより、売り手は、当該会員の電子メールアドレスがシステムによって

確認済みであることが分かり、安心して交渉を行うことができるようになっている。ウェブサイトを

介して売り手に送信される全ての質問や交渉は、電子メールで売り手に送信されると共に、パテント

オークション・ドット・コムのシステムにも保存される227。 

 

2022年 5月時点での利用状況は以下の通り228。 

• 登録利用者数：2万 2,143人 

• 売り出し中の特許件数：6,336件 

• パテントオークション・ドット・コム開設以来、同サイトで提供された特許総数：1万 4,693

件 

• 掲載特許閲覧回数累計： 1,330万 7,590回 

 

ウェブサイトに掲載される特許のカテゴリーは以下の通り229。 

• 娯楽スポーツ 

• ビジネス手法 

• 化学 

• 建設・家のリフォーム 

• 意匠 

• 電気・照明 

 
218 https://www.zoominfo.com/c/patent-auctioncom/344992012 
219 https://patentauction.com/about.php 
220 https://www.patentauction.com/faq.php?nb=1 
221 https://patentauction.com/faq.php?nb=17 
222 https://patentauction.com/faq.php?nb=32 
223 https://patentauction.com/faq.php?nb=2 
224 https://patentauction.com/faq.php?nb=3 
225 https://patentauction.com/faq.php?nb=5 
226 https://patentauction.com/faq.php?nb=6 
227 https://patentauction.com/faq.php?nb=26 
228 https://patentauction.com/about.php 
229 同上 

https://www.zoominfo.com/c/patent-auctioncom/344992012
https://patentauction.com/about.php
https://www.patentauction.com/faq.php?nb=1
https://patentauction.com/faq.php?nb=17
https://patentauction.com/faq.php?nb=32
https://patentauction.com/faq.php?nb=2
https://patentauction.com/faq.php?nb=3
https://patentauction.com/faq.php?nb=5
https://patentauction.com/faq.php?nb=6
https://patentauction.com/faq.php?nb=26
https://patentauction.com/about.php
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• 電子機器 

• 健康 

• 必需品 

• 機械工学 

• その他 

• ペット製品 

• 再生可能エネルギー 

• ソフトウェア 

 

パテントオークション・ドット・コム社は、実際の売買取引には関わらず、同ウェブサイトを利用

して特許を売却した売り手に報告を課しておらず、利用者間の売買契約成立率は把握していない230。 

 

図表 14 パテントオークション・ドット・コムで売り出し中の特許リスト 

 
出典：https://patentauction.com/index.php 

 
230 https://www.patentauction.com/faq.php?nb=11 

https://patentauction.com/index.php
https://www.patentauction.com/faq.php?nb=11
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図表 15 掲載特許例 

 
出典：https://patentauction.com/patent.php?nb=17319 

 

 

  

https://patentauction.com/patent.php?nb=17319
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1.2.5 Royalty Exchange 
 

ロイヤルティ・エクスチェンジ社（Royalty Exchange）231は、楽曲カタログの印税や再使用料を受け

取る権利、商標の印税を受け取る権利などの取引を仲介するオンラインマーケット「eXchange」232

（図表 16参照）を運営する233。2011年に創業し、コロラド州デンバーに本社を持つ234同社のマーケッ

トには 3万以上の投資家が登録しており、楽曲や商標など印税が発生する知財の権利者に直接、使用

料（ロイヤルティ）購入のオファーをできる仕組みとなっている。リスティングされる知財は、それ

までに支払われた印税額などの情報を同社が確認したうえで掲載される235。 

 

eXchangeで出品されているものは、様々なソースから集められたものである。アーティスト自身が

カタログを出品する場合もあり、これは直接リスティング（Direct Listings）と呼ばれる。また、ロイ

ヤルティ・エクスチェンジ社のサービスを通じて投資家が過去に買収した資産が出品されている場合

もあり、これはエクスチェンジ・リスティング（eXchange Listings）と呼ばれる。いずれの場合も、投

資家が出品者の希望価格を受け入れれば自動的に売却プロセスが始まる。出品者の希望価格よりも安

く買い取りたい投資家は、オファーを出して出品者がその価格での取引に応じるかどうかを聞くこと

ができる236。 

 

eXchangeに出品されている資産は、次の 3つのカテゴリーに大別される 。 

• 著作権有効期間中の権利：投資家はその著作権の有効期間中に発生した使用料を受け取る権利

を得る。1978年以降に発表された作品の著作権に関しては、この期間は著作者の生存期間中

と死後 70年間である。 

• 一時的権利：一定期間中（通常 10年間または 30年間）に発生した使用料を受け取る権利を得

る。その期間が終了した時点で権利は元の売り主に戻る。使用料を受け取る権利を永久的に手

放すことに抵抗感を覚える売り手にとって望ましい方式。 

• 固定リターン：著作権ごとに設定される固定額を投資家が受け取る方式で、リターンの総額は

固定されるが、その総額を受け取るのにかかる期間は変動的である。投資家がリターンを受け

取った後、使用料を受け取る権利は売り主に戻る。 

 

投資家がひとたび権利を買収すると、ロイヤルティ・エクスチェンジ社が投資家の代わりにロイヤ

ルティの徴収管理を行い、正確な額の使用料が確実に支払われるようにする。この仕組みには、投資

家が過去に取得したカタログを再び出品して売却しやすいという利点もある。このサービスを受ける

代金として、投資家は買収した権利の価格（500ドル以上）の 1%を取引成立時にロイヤルティ・エク

スチェンジ社に支払う仕組みになっている237。 

 

過去にロイヤルティ・エクスチェンジ社と取引を行ったアーティストについては、同社は投資家に

そのアーティストの著作権に対して過去数年間に支払われてきた使用料の情報を提供し、投資家がそ

れを検討して使用料を全て受け取る権利の購入をオファーするか、あるいは部分的に使用料を得る権

利の購入をオファーするかを決められるようにしている。投資家が購入するのは使用料を受け取る権

利だけであり、著作権そのものを買い取るわけではない。また、権利はそのアーティストが既に発表

したものに限られ、将来的に発表される楽曲の使用料を受け取る権利は得られない。さらに、投資家

がそのアーティストの楽曲の作成方法や使用方法に指示を出すことはできない。そのため、アーティ

 
231 https://www.royaltyexchange.com 
232 https://auctions.royaltyexchange.com/orderbook/overview/?origin=listings 
233 https://www.royaltyexchange.com/about-royalty-exchange 
234 https://www.royaltyexchange.com/contact-us 
235 https://www.royaltyexchange.com/ 
236 https://www.royaltyexchange.com/blog/how-to-use-the-royalty-exchange-marketplace 
237 同上 

https://www.royaltyexchange.com/
https://auctions.royaltyexchange.com/orderbook/overview/?origin=listings
https://www.royaltyexchange.com/about-royalty-exchange
https://www.royaltyexchange.com/contact-us
https://www.royaltyexchange.com/
https://www.royaltyexchange.com/blog/how-to-use-the-royalty-exchange-marketplace
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ストはカタログ内の一部の数曲だけ、あるいは 1曲だけの使用料を受け取る権利を売ることが可能で

ある。その他、アーティストは使用料の一部、例えば 20%を受け取る権利を売却し、残りの分につい

ては保持することもできる。録音した楽曲の使用料を受け取る権利だけを売りに出し、出版物の使用

料を受け取る権利は売りに出さないという方法も選べる238。 

 

アーティストは出品に当たって、まず、収益目標額を決める必要がある。そして、その目標達成に

向けて、使用料を受け取る権利をどれだけ、どの程度の期間にわたって売る必要があるかをロイヤル

ティ・エクスチェンジ社の助言を受けて決める。それが決まったらロイヤルティ・エクスチェンジ社

が詳細情報とともに出品し、同社のデータベースに登録されている投資家に向けて宣伝して入札やオ

ファーの管理を行う。同社は取引に関する書類の作成全般やアーティストへの支払いの管理、投資家

への使用料を受け取る権利の移転なども管理する239。 

 

図表 16 eXchange出品リスト 

 
出典：https://auctions.royaltyexchange.com/orderbook/overview/?origin=listings 

 

  

 
238 https://www.royaltyexchange.com/blog/how-royalty-exchange-works-for-artists 
239 同上 

https://auctions.royaltyexchange.com/orderbook/overview/?origin=listings
https://www.royaltyexchange.com/blog/how-royalty-exchange-works-for-artists
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eXchangeでは、出品物に関して次のような詳細情報が記載されている240。 

• 利益実績：通常、過去 12か月間の利益。 

• ダラーエイジ（Dollar Age）：ロイヤルティ・エクスチェンジ社が考案した指標で、過去 12か

月間にそのカタログが得た使用料収入の額と、含まれる楽曲が発表されてから経過している年

月の長さなどをもとに、そのカタログの使用料収入が今後どれほどの期間継続する可能性が高

いかを示す。 

• 投資条件：競売後、落札した投資家が使用料を受け取る権利を保持する期間。著作権有効期間

あるいは 10年間のどちらか。 

• 使用料の分配者：当該使用料の徴収と分配の責任を持つ組織 

• 売却対象の権利：使用料の種類 

• 権利者：使用料の発生する著作権の権利者（ソングライターや出版社） 

• トラックリスト：カタログに含まれる全ての楽曲へのリンク 

 

また、eXchangeの出品リストには、最初に出品されてからこれまでに受けたオファーの数や規模な

どといった情報も含まれている241。 

 

同社によると、これまでに 1,200件以上の取引が成立し、権利者が得た収益の総額は 1億ドルを超え

る。また、印税を受け取る権利を購入した投資家の投資利益率は平均 10%以上となっている242。 

 

1.2.6 United States Patent and Trademark Office (USPTO) 
 

パテンツ・フォー・パートナーシップス（Patents 4 Partnerships）243は、米国特許商標庁（United 

States Patent and Trademark Office：USPTO）が 2020年 5月に立ち上げた知財マーケットプレースプラッ

トフォームであり244、COVID-19の予防、診断、治療などに関連するパンデミック対策の特許や公開出

願情報に的を絞った検索リポジトリとして、イノベーションが公衆衛生上の緊急事態への対応に役立

つことを実証するために、価値のある特許情報の普及促進を狙いとしたものである245。 

 

既に取得した特許や出願中の特許のライセンスを希望する研究機関や大学、民間企業などと、そう

した技術を商用化することに興味を持つ企業や団体とをつなぐことを目的とするこのプラットフォー

ムは、ライセンス先を求める特許権者や特許出願人が情報を載せ、ライセンスを受けることに興味を

持つ側が様々なパラメータを用いて検索できるデータベースで、ライセンスに関する情報を含む情報

源へのリンクも設けられている246。 

 

同データベースは、ユーザがキーワードや発明者の名前、譲渡人、発行日など様々な方法で情報を

容易に検索することができるようになっている。立ち上げ時のコンテンツは、AUTMイノベーショ

ン・マーケットプレイス（AIM）、大学に加え、USPTO、連邦研究所技術移転コンソーシアム

（Federal Laboratory Consortium for Technology Transfer：FLC）、国立衛生研究所（National Institutes of 

Health：NIH）やエネルギー省（Department of Energy：DOE）、宇宙航空局（National Aeronautics and 

Space Administration：NASA）、食品医薬品局（Food and Drug Administration：FDA）、疾病予防管理セ

ンター（Centers for Disease Control and Prevention：CDC）、国防総省（Department of Defense：DOD）、

 
240 https://www.royaltyexchange.com/blog/about-the-exchange 
241 同上 
242 https://www.royaltyexchange.com/ 
243 https://developer.uspto.gov/ipmarketplace/search/patents 
244 https://developer.uspto.gov/ipmarketplace/search/platform 
245 https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-launches-platform-facilitate-connections-between-patent-holders-

and 
246 https://developer.uspto.gov/ipmarketplace/search/terms 

https://www.royaltyexchange.com/blog/about-the-exchange
https://www.royaltyexchange.com/
https://developer.uspto.gov/ipmarketplace/search/patents
https://developer.uspto.gov/ipmarketplace/search/platform
https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-launches-platform-facilitate-connections-between-patent-holders-and
https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-launches-platform-facilitate-connections-between-patent-holders-and
https://developer.uspto.gov/ipmarketplace/search/terms
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退役軍人省（Department of Veterans Affairs：VA）などの連邦政府機関のデータベースから集められた
247。 

 

このプラットフォームの使用にあたって特に制限は設けられておらず、ユーザは収載されている特

許技術の検索やライセンスの可能性に関する問い合わせ先の特定などに利用することができる。ま

た、誰でも自分が所有する特許や出願中特許の情報を提出して同プラットフォームに掲載することが

可能である。ただし、今のところ、掲載できるのは既に発行された特許と出願公開情報だけに限られ

ている248。 

 

なお、収載されている情報は一般的な情報提供だけを目的としており、USPTOによる法的・専門的

助言や承認を示すものではない。ライセンスしたい側と受けたい側のコンタクトを促す情報源として

機能することを目的としたプラットフォームであるため、第三者のウェブサイトを情報源とする情報

やマーケティング用の情報が掲載されている場合もあり、USPTOは情報の正確性等には責任を持た

ず、利用者が独自に情報を確認することを勧めている249。 

 

図表 17 パテンツ・フォー・パートナーシップスのウェブサイト 

 
出典：https://developer.uspto.gov/ipmarketplace/search/patents 

 

  

 
247 https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-launches-platform-facilitate-connections-between-patent-holders-

and 
248 https://dh-opendata.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/IPMarketplace_FAQs.pdf 
249 https://developer.uspto.gov/ipmarketplace/search/terms 

https://developer.uspto.gov/ipmarketplace/search/patents
https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-launches-platform-facilitate-connections-between-patent-holders-and
https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-launches-platform-facilitate-connections-between-patent-holders-and
https://dh-opendata.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/IPMarketplace_FAQs.pdf
https://developer.uspto.gov/ipmarketplace/search/terms
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1.3 知財オークション 
 

本セクションでは、知財オークションを米国において行う 4社を取り上げた。 

 

1.3.1 Heritage Global Partners 
 

ヘリテージ・グローバル・パートナーズ社（Heritage Global Partners）250は、カリフォルニア州サンデ

ィエゴに本社を置く 2009年創立の世界的なオークション会社で251、企業資産のライフサイクル管理サ

ービスを提供している252。同社の一部門であるヘリテージ・グローバル・パテンツ&トレードマーク

（Heritage Global Patents & Trademark：HGPT）は企業が持つ知財のうち今後も使用する予定が無いにも

かかわらず維持費がかかっている特許や商標のオークションを専門としている253。 

 

HGPTでは知財のオークションにあたり、封印入札方式とオンラインオークション方式の 2種類を

提供している。封印入札式のオークションでは、入札締切日が設けられ、入札者はその日までに入札

しなければならない。入札者は他の入札者の入札価格を知ることはできず、また、一度入札した後に

入札価格を変更することはできないため、払っても良いと考える最高額を提示することになる。売り

手は最低落札価格を公開するか非公開にするかを選ぶことができる254。 

 

一方のオンラインオークションは同社のオンラインプラットフォーム上で開催され、入札者同士が

お互いの入札価格を知ることができ、それに応じて入札価格を上げていくことができる。封印入札方

式の場合と同様に、売り手は最低落札価格を公開にも非公開にもできる255。 

 

HGPTでは、開催する知財オークションへの買い手の参加を促す集客方法として、電子メールや業

界専門誌への広告掲載などを通じたマクロマーケティングと、特許分析ソフトウェアや特許データベ

ースのデータマイニングを通じて作成した買い手候補リストに基づくミクロマーケティングなどを採

用している256。 

 

1.3.2 ICAP Patent Brokerage 
 

知財ブローカーの ICAPパテントブローカレッジ社257は、従来式の知財売買仲介に加え、知財オー

クションとコーポレートオークションというプラットフォームを通じた知財の売却も手掛けている
258。 

 

同社の知財オークションによる取引は、ライブオークション形式か封印入札方式のいずれかで行わ

れ、買い手の間に競争を生み、また迅速に取引が決まるという利点がある。売り手が設定する最低落

札価格は公開しない。コーポレートオークションは、主に多数の特許ポートフォリオを持つ規模の大

きい企業の依頼を受けてその企業が売りたい知財をオークションするサービスで、封印入札で行われ

 
250 https://www.hgpauction.com/intellectual-property/ 
251 https://www.hgpauction.com/heritage/legacy/ 
252 https://www.hgpauction.com/auction-by-sector/ 
253 https://www.hgpauction.com/intellectual-property/ 
254 https://www.hgpauction.com/intellectual-property/#tab-t2 
255 同上 
256 https://www.hgpauction.com/wp-content/uploads/2017/02/Heritage-Global-Patent-Trademarks-Intro.pdf 
257 https://icappatentbrokerage.com/ 
258 https://icappatentbrokerage.com/services 

https://www.hgpauction.com/intellectual-property/
https://www.hgpauction.com/heritage/legacy/
https://www.hgpauction.com/auction-by-sector/
https://www.hgpauction.com/intellectual-property/
https://www.hgpauction.com/intellectual-property/#tab-t2
https://www.hgpauction.com/wp-content/uploads/2017/02/Heritage-Global-Patent-Trademarks-Intro.pdf
https://icappatentbrokerage.com/
https://icappatentbrokerage.com/services
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る。同社独自のエンカンバランス情報開示メカニズムによって、機微な情報は、事前調査をクリアし

た、購入に高い関心を持つ買い手だけに開示することができる259。 

 

オークションにおけるプロセスは以下図表 18の通りで、最初のコンタクトからオークションを通じ

た販売・交渉が完了するまでに最大 9か月間かかる見込みであるという260。 

 

図表 18 オークションを通じた販売プロセス 

 
出典：https://icappatentbrokerage.com/sellers 

 

 

1.3.3 Ocean Tomo 
 

イリノイ州シカゴに本社を置く知財ブローカーのオーシャン・トモ社は、史上初めてとなる知財ラ

イブオークションを 2006年 4月にカリフォルニア州サンフランシスコのリッツ・カールトンホテルで

開催して以来、これまでに米国と欧州で 9回のオークションを開催し、その取引額は 1億ドル以上に

上っている261。 

 

同社が 2006年 4月に開催した最初の複数ロットのライブ特許オークションでは、ベルサウス

（BellSouth）、キンバリークラーク（Kimberly-Clark）、シーメンス（Siemens）、スリーコム

（3Com）などの各社が知財を競売に出した。また、モトローラ（Motorola）、クロロックス

（Clorox）、フォード・モーター・カンパニー（Ford Motor Company）、キャタピラー（Caterpillar）、

ダウ（Dow）、デュポン（DuPont）などの各社で開発された技術も競売にかけられた。出品された技

 
259 同上 
260 https://icappatentbrokerage.com/sellers 
261 https://www.oceantomo.com/services/intellectual-property-auctions/ 

https://icappatentbrokerage.com/sellers
https://icappatentbrokerage.com/sellers
https://www.oceantomo.com/services/intellectual-property-auctions/
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術の分野は、電子商取引、オンライン映画配信、通信インフラストラクチャ、バーコード、スマート

カード、化学品など多岐に亘った262。バイヤーは競売に直接参加して入札する以外にもオンラインや

電話、委託、不在者による指示などによって入札することができた。最も高い値が付いたのは主にイ

ートンコーポレーション（Eaton Corporation）による 36件の自動車関連技術の特許から成るロットに対

する 190万ドルであったが、特許権者が設定していた最低価格を下回ったため出品は取り下げられた
263。 

 

最高額で落札されたのはカナダの発明家ダグラス・J・バランタイン氏（Douglas J. Ballantyne）によ

る、ネットワークを介してテレビで視聴できる映画の配信方法と装置に関する特許で、140万ドルの

値が付いた。落札者の氏名は開示されなかったが、競りは約 30万ドルから始まり、最終的に 140万ド

ルまで上昇した。1992年 7月に発行されたこの特許は、消費者が選んだ映画の音声と映像のコンポー

ネントを含む、圧縮されたデジタル信号を変換して消費者の受信機に送り、そこで従来式のテレビ視

聴用に信号を変換するという技術で、オーシャントモ社のカタログには、200万ドルから 500万ドルの

価値があると記されていた。この特許はマイクロソフト、IBM、タイムワーナーインタラクティブグ

ループ（Time Warner Interactive Group）、日立（Hitachi）、インテル、ルーセント・テクノロジーズ

（Lucent Technologies）、NEC、ACTV、ソニーなどの世界的大企業がその後取得した特許にも引用さ

れている264。また、スリーコム社（3Com）のフラッシュメモリの特許には 95万ドルの値が付いた。 

 

本ライブオークションには報道関係者を含む 400人近くが出席し、ビジネスウイーク（Business 

Week）やウォールストリートジャーナル（The Wall Street Journal）、CNBC、ブルームバーグ

（Bloomberg）等の大手メディアによって広く報道された。最終的に、30の売り手が出品した合計 78

ロットの知財が競売にかけられ、その場で 300万ドル相当が落札されたほか、ライブオークション終

了後の取引でさらに 550万ドル相当の知財が販売されたという265。 

 

現在、同社のオークションに参加する売り手と買い手は北米、欧州、アジアの中規模企業からフォ

ーチュン 100にランク入りしている企業など幅広い。また、売却を委託されている特許ポートフォリ

オを持つ外部ブローカーの参加も歓迎しており、そうした取り組みが特許売買市場の効率化に貢献す

ると考えている。同社はさらに、こうしたオープンな形で特許権の移転を行うことによって、特許権

者、製造業者、一般の消費者などが皆、恩恵を受けるとしている266。 

 

売買のプロセスは伝統的なオークション方法を踏襲しており、競売人がオークション出席者や代理

人から入札をじかにその場で、あるいは遠隔地からの電話等を通じて受け付ける。ただし、特許のオ

ークションが伝統的な有形資産のオークションと異なる点は複数ある。まず、デュー・デリジェンス

にかかる時間が長く、より詳細に亘ることが多い。そのため知財バイヤーによるデュー・デリジェン

ス調査分析を支援するためのセキュアなオンラインデータルームを設けている。データルームの内容

はロットごとに異なるが、通常、特許商標庁からの文書やライセンス契約書、過去の訴訟の記録、そ

の他の背景情報など、売り手や売り手のブローカーが提供した情報が含まれる。場合によっては、第

三者が作成した特許実施証拠（EOU）が含まれることもある267。 

 

知財の取引においてはバイヤーの多くが秘匿性にこだわるが、これは、落札できなかった場合に、

特許権者から侵害者とみなされたり、将来的なライセンス先として見られたりすることを避けたいか

 
262 https://www.intralinks.com/sites/default/files/file_attach/ocean%20tomo_ss_060906.pdf 
263 https://sciencebusiness.net/news/73784/Patent-auction%3A-many-low-bids%2C-but-some-successes 
264 同上 
265 https://www.intralinks.com/sites/default/files/file_attach/ocean%20tomo_ss_060906.pdf 
266 https://www.oceantomo.com/services/intellectual-property-auctions/ 
267 同上 

https://www.intralinks.com/sites/default/files/file_attach/ocean%20tomo_ss_060906.pdf
https://sciencebusiness.net/news/73784/Patent-auction%3A-many-low-bids%2C-but-some-successes
https://www.intralinks.com/sites/default/files/file_attach/ocean%20tomo_ss_060906.pdf
https://www.oceantomo.com/services/intellectual-property-auctions/
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らである。このため、オーシャン・トモ社はこうした懸念を解消するために、匿名入札やダブル・ブ

ラインド式の入札、そして、オークションへの参加が将来的な法的手続きの証拠として売り手によっ

て使われることがないという取引文書の用意など様々な方法を取り入れている268。 

 

オーシャン・トモ社のオークション担当チームは、特に次の技術分野の特許やその他の無形資産を

積極的に求めている269。 

• AR/VR 

• IoT 

• 自律走行車 

• メディア 

• データセンター 

• 半導体 

• ディスプレイ 

• 通信 

 

同社はまた、電池技術、電源管理などの家電製品関連技術やマイクロフォン、センサーなどのコン

ポーネントの知財もオークション対象技術としている270。 

 

なお、売り手は取引完了時に 15%の手数料を支払い、買い手は落札額の 10%を手数料として支払う

仕組みになっている。オークションにかけられる資産については、ロットごとに 2,500ドルの手数料が

課される271。 

 

1.3.4 Wilson Auction & Realty Co. 
 

ウィルソン・オークション・アンド・リアルティ社（Wilson Auction & Realty Co.）272は、オハイオ州

ブライアンに本社を持つオークション専門会社で、不動産から農機、知財などに至るまで、有形無形

の財産のオークションを手掛けている。同社はオハイオ州のほかにインディアナ州、ミシガン州でも

オークションを開催しているほか、オンラインオークションも行っている273。 

 

同社は特許、企業秘密、商標、著作権などの知財をオンラインオークションで売却するサービスを

提供しているほか、知財の購入を希望する顧客のために売り手を見つけ、入札についてアドバイスし

て、迅速な契約成立に結び付けるサービスも提供している274。 

 

 

  

 
268 https://www.oceantomo.com/services/intellectual-property-auctions/ 
269 同上 
270 同上 
271 同上 
272 https://www.wilsonauctionltd.com/intellectual-property/ 
273https://www.wilsonauctionltd.com/about-wilson-auction-realty/  
274 https://www.wilsonauctionltd.com/intellectual-property/ 

https://www.oceantomo.com/services/intellectual-property-auctions/
https://www.wilsonauctionltd.com/intellectual-property/
https://www.wilsonauctionltd.com/about-wilson-auction-realty/
https://www.wilsonauctionltd.com/intellectual-property/


52 

 

1.4 大学の技術移転部門 
 

大学技術管理者協会（AUTM）が実施した 2020年度ライセンス活動調査に参加した 197の米国の大

学と非営利研究機関からの回答によると、2020年に結ばれたライセンス契約やオプション契約の数は

1万 50件で 2015年から 26.5%増加した。大学・機関ごとのライセンスやオプションの契約成立件数の

平均値は 51件であった。学術研究から生まれた発明をもとに創立された大学発ベンチャーの数は

1,117社で過去最高となり、そのうち 69%近くが大学・研究機関の地元州内で創立されて地域経済に直

接的な影響をもたらした。大学・機関ごとの大学発ベンチャー創立件数の平均値は 5.67社であった。

次の図表 19において、研究予算に基づいて分類された大学・研究機関の各グループについて、発明開

示件数、特許出願件数、ライセンス・オプション契約件数、大学発ベンチャー創業件数などの平均値

と中央値を示した275。 

 

図表 19 研究予算に基づいた平均的発明・ライセンス活動 

 
出典：https://autm.net/AUTM/media/SurveyReportsPDF/FY20-US-Licensing-Survey-FNL.pdf 

 

 

以下図表 20は、2020年に米国特許取得件数が多い米国大学ランキングである。本セクションでは、

このうち上位 6校についてそれらの技術移転部門の情報を収集した。また、複数の大学が関与する技

術移転機関についても最後に紹介している。 

 

図表 20 2020年の特許取得件数上位の大学 10校 

順位 大学名 特許件数 

1 The Regents of University of California 597 

2 Massachusetts Institute of Technology 383 

3 Stanford University 229 

4 University of Texas 207 

5 Johns Hopkins University  185 

6 Purdue Research Foundation 175 

7 Wisconsin Alumni Research Foundation 162 

 
275 https://autm.net/AUTM/media/SurveyReportsPDF/FY20-US-Licensing-Survey-FNL.pdf 

 

https://autm.net/AUTM/media/SurveyReportsPDF/FY20-US-Licensing-Survey-FNL.pdf
https://autm.net/AUTM/media/SurveyReportsPDF/FY20-US-Licensing-Survey-FNL.pdf
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順位 大学名 特許件数 

8 California Institute of Technology 156 

9 Harvard College 154 

10 Arizona State University 140 

出典：https://academyofinventors.org/wp-content/uploads/2021/06/NAI-IPO-Top-100-Universities-Granted-U.S.-Utility-

Patents-2020.pdf 

 

1.4.1 University of California 
 

カリフォルニア大学（University of California：UC）の知識移転オフィス（Knowledge Transfer Office：

KTO）は、同大学各校（キャンパス）の技術移転業務をサポートするために、情報システム、財務管

理、特許出願管理、知財管理サービスなどを提供している。KTOの目的は、同大学の発明家や起業家

を支援し、ベストプラクティスを推進し、そこで生まれたイノベーションを外部に橋渡しする仕掛け

を作って、研究成果を公益の実現につなげることである276。 

 

カリフォルニア大学は、技術特許・ライセンシングプログラムを擁しており、①同大学の研究から

生まれた技術について特許制度を通じて普及、②同大学で生まれた技術を企業にライセンスして一般

による利用を推進、③同大学の研究活動と教育活動をさらに拡充するための収益を確保、④研究のス

ポンサーに対する、特許関連の義務を履行、などを主な目的としている277。 

 

同大学における 2019-2020年度の特許・技術移転データを以下の図表 21に示した。 

 

図表 21 カリフォルニア大学における 2019-2020年度の特許・技術移転関連データ 

米国特許件数 652 

外国特許件数 903 

有効な米国特許の総数 5,160 

有効な外国特許の総数 6,441 

独占的ライセンス件数 154 

非独占的ライセンス件数 106 

有効な独占的ライセンスの総数 1,657 

ロイヤルティ等の収入 $108,909,040 

出典：https://www.universityofcalifornia.edu/about-us/information-center/uc-inventions-glance 

 

同大学は、全 10校において研究成果として生まれた、ライセンス可能な技術の一覧をオンラインで

公開しており（図表 22参照）、3,500件以上の技術について、技術分野や発明者名、キーワードなど

を用いて検索することが可能である。 

  

 
276 https://www.ucop.edu/knowledge-transfer-office/index.html 
277 https://www.ucop.edu/knowledge-transfer-office/innovation/index.html 

https://academyofinventors.org/wp-content/uploads/2021/06/NAI-IPO-Top-100-Universities-Granted-U.S.-Utility-Patents-2020.pdf
https://academyofinventors.org/wp-content/uploads/2021/06/NAI-IPO-Top-100-Universities-Granted-U.S.-Utility-Patents-2020.pdf
https://www.universityofcalifornia.edu/about-us/information-center/uc-inventions-glance
https://www.ucop.edu/knowledge-transfer-office/index.html
https://www.ucop.edu/knowledge-transfer-office/innovation/index.html
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図表 22 カリフォルニア大学におけるライセンス可能な特許一覧 

 
出典：https://techtransfer.universityofcalifornia.edu/ 

 

 

カリフォルニア大学ではまた、各校に技術の商用化とパートナーシップを担当するオフィスが以下

図表 23のように設けられており、各校の研究活動や地元企業を支援している。 

 

図表 23 カリフォルニア大学の技術商用化オフィス 

組織・校名 オフィス ウェブサイト 

UC Office of the President (UCOP) Knowledge Transfer Office (KTO) ucop.edu/innovation-alliances-

services/index.html 

UC Berkeley Intellectual Property & Industry 

Research Alliances (IPIRA) 

ipira.berkeley.edu 

UC Davis InnovationAccess research.ucdavis.edu/industry/ia 

UC Irvine Research Translation Group (RTG) innovation.uci.edu/about/research-

translation 

https://techtransfer.universityofcalifornia.edu/
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組織・校名 オフィス ウェブサイト 

UC Los Angeles Technology Development Group 

(TDG) 

tdg.ucla.edu 

UC Merced Office of Business Development 

(OBD) 

bd.ucmerced.edu 

UC Riverside Office of Technology Partnerships 

(OTP) 

techpartnerships.ucr.edu 

UC San Diego Office of Innovation and 

Commercialization (OIC) 

innovation.ucsd.edu 

UC San Francisco Office of Technology Management 

(OTM) 

innovation.ucsf.edu/venture/office-

technology-management 

UC Santa Barbara Technology & Industry Alliances 

(TIA) 

tia.ucsb.edu 

UC Santa Cruz Industry Alliances & Technology 

Commercialization (IATC) o 

officeofresearch.ucsc.edu/iatc 

Lawrence Berkeley National 

Laboratory 

Intellectual Property Office (IPO) ipo.lbl.gov 

出典：https://www.ucop.edu/knowledge-transfer-office/_files/ott/genresources/documents/fy2018_techcomm_anlrpt.pdf 

 

 

1.4.2 Massachusetts Institute of Technology 
 

マサチューセッツ工科大学（Massachusetts Institute of Technology：MIT）では、技術ライセンシング

オフィス（Technology Licensing Office：TLO）が同大学の研究から生まれた技術の評価や保護、ライセ

ンスを担当する278。TLOのミッションは同大学の研究成果であるイノベーションや発明を研究室から

市場へと送り込んで公益に資すること、そして MITの世界的なインパクトを高めることである279。 

 

技術移転は通常、第三者に同大学の知財権を使用する権利をライセンスする形で行われ、場合によ

っては使用できる分野や地域を限定する。形式は通常、ベンチャーや既存の企業を対象とする、独占

的または非独占的なもので、ライセンスにおいて、非許諾者に課される義務事項や MITへの支払い条

件などが明記されている。支払われたライセンス使用料は、同大学の発明者、学部や研究センターな

どに分配され、同大学の研究や教育、技術移転プロセスの支援などに役立てられる280。 

 

2021年度に MITは 435件の米国特許を取得し、新たに 357件の米国特許を出願した。また、139件

のライセンスやオプションの契約を結び、24社の大学発ベンチャーを設立している281。 

 

TLOは 700件を超えるライセンス可能な同大学の技術をオンラインデータベースとして公開してい

る282。誰でも同データベースを使って検索できるようになっており、それぞれの特許について、技術

カテゴリーや用途、特許番号、発明者、出版物、利点などの詳細情報が含まれている（以下図表 24参

照）。 

  

 
278 https://tlo.mit.edu/ 
279 http://web.mit.edu/tlo/documents/TLO_2021_FactSheet.pdf 
280 https://tlo.mit.edu/learn-about-intellectual-property/technology-transfer-overview 
281 http://web.mit.edu/tlo/documents/Tech_Transfer_Lifecycle_Infographic_FY21.pdf 
282 https://tlo.mit.edu/explore-mit-technologies/view-technologies 

https://www.ucop.edu/knowledge-transfer-office/_files/ott/genresources/documents/fy2018_techcomm_anlrpt.pdf
https://tlo.mit.edu/
http://web.mit.edu/tlo/documents/TLO_2021_FactSheet.pdf
https://tlo.mit.edu/learn-about-intellectual-property/technology-transfer-overview
http://web.mit.edu/tlo/documents/Tech_Transfer_Lifecycle_Infographic_FY21.pdf
https://tlo.mit.edu/explore-mit-technologies/view-technologies
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図表 24 MITの TLOオンラインデータベースに掲載されている技術リストの例 

 
出典：https://tlo.mit.edu/technologies/printable-programmable-machines-origami-inspired-fabrication-3d-systems 

 

 

1.4.3 Stanford University 
 

カリフォルニア州パロアルトにあるスタンフォード大学（Stanford University）の技術移転機関

（Office of Technology Licensing：OTL）は 1970年に設置された283。2021年度に同大学は 1, 077件の技

術に基づくロイヤルティやエクイティとして 1億 1, 800万ドルの収入を得ている。この 1,077件の技術

のうち 79件が各 10万ドル以上、12件が各 100万ドル以上のロイヤルティあるいはエクイティ収入に

つながっている。また、161件のライセンス・オプション契約を結び、同大学の技術に基づく大学発

 
283 https://otl.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj10286/f/stanford_otl_50th_anniversary_annual_report_fy2020.pdf 

https://tlo.mit.edu/technologies/printable-programmable-machines-origami-inspired-fabrication-3d-systems
https://otl.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj10286/f/stanford_otl_50th_anniversary_annual_report_fy2020.pdf
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ベンチャーが 25社設立された。取得した米国特許件数は 225件で、現在同大学が有する有効な米国特

許の総数は 2,211件となっている284。 

 

OTLは同大学で生まれた技術をデータベース化したテクファインダー（TechFinder285）を公開してお

り、ライセンス可能な技術を誰でも検索できるようしている。各技術の要約には開発の段階、用途、

利点、発明家、特許番号、出版物、ライセンス契約書、類似技術などの詳細情報が含まれている。 

 

図表 25 テクファインダーに掲載されている技術の例 

 
出典：https://techfinder.stanford.edu/technology_detail.php?ID=44147 

 

 
284 https://otl.stanford.edu/about/about-us/fast-facts 
285 https://techfinder.stanford.edu/explore_technologies.php 

https://techfinder.stanford.edu/technology_detail.php?ID=44147
https://otl.stanford.edu/about/about-us/fast-facts
https://techfinder.stanford.edu/explore_technologies.php
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OTLのミッションは、スタンフォードで生まれた技術を社会に役立てながら、同大学の研究活動と

教育活動を支える資金を生み出すことである286。OTLは通常、同大学の教員、スタッフ、学生などか

ら提出された発明を発明者とともに吟味して応用・商用化の可能性を探り、その後、ライセンス戦略

を練り、技術的リスクや市場リスクを検討し、その発明について特許を取得するかどうか判断する。

そして、発明者とともにその発明に興味を持ちそうな企業を探し、その技術の採用に前向きな企業に

対し、ライセンス契約の交渉を行う。ライセンスが成立した場合、OTLはロイヤルティを徴収し、発

明した人が所属する学部や学科、および発明者本人にそのシェアを配分する287。 

 

なお、スタンフォード大学は社会的影響に配慮した責任あるライセンスを行うことを方針としてお

り、「公益のために：大学の技術のライセンスにあたって考慮すべき 9つのポイント（“In the Public 

Interest: Nine Points to Consider in Licensing University Technology”）」という文書を採択している。この文

書は、特に開発途上国のための治療法や診断法、農業技術の向上など、なおざりにされている患者や

地域についてまだ満たされていないニーズに対処する条項を含めることを考慮するよう推奨してお

り、スタンフォード大学では開発途上国が同大学の発明を確実に使用できるようにそうした国々での

特許出願は控えることを考慮してきた。さらに、開発途上国の人々の役に立つ可能性がある医療関連

技術については、ロイヤルティ料徴収を免除している288。 

 

1.4.4 University of Texas 
 

テキサス大学システム（University of Texas System）は、州内に 13ある学術・医療機関を通じて 135

年以上にわたり同州の教育、医療、研究における役割を果たしてきた。在籍学生数約 24万 3000人、

運営予算 234億ドルの同大学システムは米国の公立大学システムの中でも最大級の規模である289。

2020年度に同大学システムが取得した米国特許は 263件、ライセンス・オプション契約件数は 270

件、創立されたスタートアップは 43社であった290。 

 

以下図表 26に示したように、同大学の各校・研究機関は、それぞれ独自のライセンシングオフィス

を設けている。 

 

図表 26 テキサス大学の技術商用化オフィス一覧 

校名 オフィス名 ウェブサイト 

UT Arlington Office of Technology Management http://www.uta.edu/ra/otm/index.htm 

UT Austin Office of Technology Commercialization http://www.otc.utexas.edu/ 

UT Dallas Office of Technology Commercialization http://www.utdallas.edu/otc/ 

UT El Paso Office of Technology Transfer http://research.utep.edu/Default.aspx 

UT Permian Basin Intellectual Property and Technology 

Commercialization 

https://www.utpb.edu/research-

grants/intellectual-property-technology-

transfer 

UT Rio Grande Valley The Division of Research, Innovation 

and Economic Development 

https://www.utrgv.edu/research/ 

UT San Antonio Office of Commercialization and 

Innovation 

http://research.utsa.edu/commercialization/ 

UT Tyler Office of Research and Technology 

Transfer 

http://uttyler.edu/research/ 

 
286 https://otl.stanford.edu/otl-and-inventor-roles-technology-transfer 
287 https://otl.stanford.edu/about/about-us 
288 https://otl.stanford.edu/about/about-us/why-we-do-it 
289 https://www.utsystem.edu/about 
290 https://data.utsystem.edu/data-index/tech-transfer 

https://otl.stanford.edu/otl-and-inventor-roles-technology-transfer
https://otl.stanford.edu/about/about-us
https://otl.stanford.edu/about/about-us/why-we-do-it
https://www.utsystem.edu/about
https://data.utsystem.edu/data-index/tech-transfer
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校名 オフィス名 ウェブサイト 

UT Health Science 

Center at Houston 

Office of Technology Management http://www.uth.edu/otm 

UT Health Science 

Center at San Antonio 

Office of Technology Transfer and 

Commercialization 

http://otc.uthscsa.edu/ 

UT Health Science 

Center at Tyler 

Office of Research http://www.uthct.edu/research/ 

UT MD Anderson 

Cancer Center 

Office of Technology Commercialization 

and Licensing 

https://www.mdanderson.org/about-md-

anderson/business-legal/doing-

business/strategic-industry-

ventures/office-of-technology-and-

commercialization.html 

UT Medical Branch - 

Galveston 

Office of Technology Transfer http://www.utmb.edu/TechTransfer/ 

UT Southwestern 

Medical Center 

Office for Technology Development http://www.utsouthwestern.edu/about-

us/administrative-offices/technology-

development/transfer/index.html 

出典：https://www.utsystem.edu/offices/general-counsel/intellectual-property 

 

 

テキサス大学オースティン校は、テキサス大学システムの中でも最大かつ最古で、18のカレッジと

スクールで構成されている。また、USニュース&ワールドレポート誌（US News & World’s Report）の

大学ランキングでは、公立大学の中で 10位にランク付けされているトップレベルの研究大学である
291。オースティン校では技術商用化オフィス（Office of Technology Commercialization：OTC）が同校の

発明を公益に資する形で市場に効率よく移転する役割を担っている。 

 

同校の研究ミッションを支援するために、OTCは次の業務を行っている292。 

• 大学で生まれた発明やソフトウェアを評価して保護し、販売・ライセンスを実施。 

• スタートアップの起業を支援。 

• 商用化プロセスについて、教授陣向けのアウトリーチ活動を行ったりフォーラムを設けたりし

て、情報を提供。 

• 技術商用化のエコシステム内に存在する産業や投資家、その他のプレイヤーとの協業を推進。 

 

2020年度に同大学オースティン校が取得した米国特許は 81件、結んだライセンス・オプション契約

の数は 90件、起業した大学発ベンチャーは 13社であった293。同校の OTCには物理科学、生命科学、

およびコンピュータと無線の分野の技術ライセンス専門家がおり、同大学の技術の中から企業が探し

ているタイプの技術を個別に特定する支援を行っている294。 

 

OTCはまた、ライセンス可能な技術のオンラインデータベースを公開している295。検索のキーワー

ドとして最もよく使われているのは、診断法、石油とガスのアップストリーム、医薬品、掘削、セン

サー、AI、がん、新薬開発、機械学習、電池、医療機器、3Dプリンティング、環境技術、コンピュー

タハードウェア、などであるという。利用者は技術を検索し、各技術の要約を読むことができる。要

約には発明者の名前や連絡先、用途などが含まれている（図表 27参照）。 

 

 
291 https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-universities/top-public 
292 https://research.utexas.edu/otc/about-otc/ 
293 https://data.utsystem.edu/data-index/tech-transfer 
294 https://research.utexas.edu/otc/find-ip-at-ut-austin/ 
295 https://utotc.technologypublisher.com/ 

https://www.utsystem.edu/offices/general-counsel/intellectual-property
https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-universities/top-public
https://research.utexas.edu/otc/about-otc/
https://data.utsystem.edu/data-index/tech-transfer
https://research.utexas.edu/otc/find-ip-at-ut-austin/
https://utotc.technologypublisher.com/
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図表 27 OTCが公開するオンラインデータベース上の発明掲載例 

 

出典：http://utotc.technologypublisher.com/technology/42933 

 

 

1.4.5 Johns Hopkins University  
 

ジョンズ・ホプキンス大学（Johns Hopkins University）では、2014年に設立されたジョンズ・ホプキ

ンス・テクノロジー・ベンチャーズ（Johns Hopkins Technology Ventures：JHTV）が同大学に 9つある

スクール全ての技術のライセンスと商用化の業務を担当している。JHTVのミッションは、同大学によ

る発見が社会に貢献し、利用しやすい技術・製品・サービスとなるように橋渡しをし、商用化を促進

http://utotc.technologypublisher.com/technology/42933
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することによって同大学の研究成果のインパクトを最大化することである296。また、ライセンスした

技術が商用化に向けて開発され、大学に妥当な収入が確実にもたらされるように、開発と販売の節目

を追跡したり、知財権の侵害に対する措置を講じたりするのも JHTVの役目である297。 

 

2021年度に JHTVは 3, 890万ドルのライセンス収入を得たほか、166件の米国特許を取得し、144件

のライセンス契約を結んだ。現在、JHTVは 1,800件以上のライセンス可能な技術を持っており、同大

学の技術を基にこれまでに起業した大学発ベンチャーのうち 174社が現在も事業を継続中である298。 

 

同大学の技術は既存企業やベンチャー企業にライセンスすることが可能で、複数の第三者に非独占

的にライセンスすることもできる。JHTVは発明者と話し合ったうえでライセンスについてどのような

アプローチを取るかを決めている。ベンチャー企業の創業に際しては、JHTVのファストフォワード

（FastFoward）チームが事業計画や資金調達を支援し、イノベーションスペースを提供している299。 

 

図表 28 JHTVのデータベースで掲載されている技術の例 

 
出典：https://jhu.technologypublisher.com/technology/34639 

 

JHTVを通じてライセンス可能な技術については、ウェブサイト上で誰でも情報を検索できるように

なっている300。技術のカテゴリーにはコンピュータ、エレクトロニクスとソフトウェア、診断法、工

学技術、産業技術、医療機器、研究ツール、治療方法などがあり、米国屈指の医学研究機関を擁する

 
296 https://ventures.jhu.edu/ 
297 同上 
298 https://www.flipsnack.com/896E6988B7A/jhtv-annual-report-fy2021/full-view.html 
299 https://ventures.jhu.edu/technology-transfer/the-licensing-process/ 
300 https://jhu.technologypublisher.com/ 

https://jhu.technologypublisher.com/technology/34639
https://ventures.jhu.edu/
https://www.flipsnack.com/896E6988B7A/jhtv-annual-report-fy2021/full-view.html
https://ventures.jhu.edu/technology-transfer/the-licensing-process/
https://jhu.technologypublisher.com/
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同大学の特徴を反映した医療関連の技術が多い。同データベースの利用者は、各技術の概要、開発の

段階、特許、出版物、発明者、技術カテゴリー、問い合わせ先などを見ることができる（前図表 28参

照）。 

 

1.4.6 Purdue University 
 

インディアナ州ウエストラファイエットにあるパデュー大学（Purdue University）では、パーデュー

研究財団（Purdue Research Foundation）の一部門である技術商用化室（Office of Technology 

Commercialization：OTC）が技術移転や知財管理を担っている301。OTCは、同大学で生まれた技術の商

用化、ライセンス、知財権保護などの活動を通じて同大学の学術活動と経済発展イニシアティブを支

援している302。 

 

OTCが 2021年度に受理した発明の開示は 394件で、特許出願件数は 713件、取得した特許権は米国

の特許が 187件、外国の特許が 42件であった。また、236の技術を対象とする 159件のライセンス契

約やオプション契約を成立させた。同年度に同大学で生まれた技術を基にした大学発ベンチャーの立

ち上げ数は 13社に上っている303。 

 

OTCが管理し、ライセンスが可能な技術は現在 1, 000以上あり、そうした技術の使用を望む企業が

迅速に契約を結べるように、オプションや商用評価版ライセンス、ソフトウェアライセンス、独占的

ライセンス、非独占的ライセンスなど、様々な形態の契約を提供して手続の合理化を進めている304。 

 

ライセンス可能な同大学の技術は、OTCのウェブサイト上で検索できるようになっている。技術は

以下のカテゴリーに分けて掲載されており、技術キーワードや発明者名、開示日などで検索が可能で

ある305。 

• 航空宇宙 

• 農業 

• バイオ医療工学 

• バイオテクノロジー 

• 化学工学 

• 化学・化学分析 

• 土木工学 

• コンピュータ技術 

• 教育 

• 電気工学 

• 食物・栄養 

• グリーン技術 

• 部材・製造 

• 機械工学 

• 医療・ヘルス 

• ミクロ・ナノテクノロジー 

• 海軍海面戦闘センター（Naval Surface Warfare Center：NSWC）クレーン支部 

• 製薬 

 
301 https://www.prf.org/otc/ 
302 https://www.prf.org/otc/about/index.html 
303 同上 
304 https://otc.prf.org/ 
305 https://inventions.prf.org/ 

https://www.prf.org/otc/
https://www.prf.org/otc/about/index.html
https://otc.prf.org/
https://inventions.prf.org/
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• 獣医 

 

これらの技術ごとに、分野、キーワード、概要、有利な点、応用可能性、発明者、特許、連絡先情

報が掲載されている（図表 29参照）。  

 

図表 29 OTCウェブサイトにおけるライセンス可能な技術の掲載例 

 
出典：https://inventions.prf.org/innovation/6649 

 

1.4.7 University Technology Licensing Program 
 

https://inventions.prf.org/innovation/6649
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2021年 1月 15日、以下の米国のトップレベル研究大学 15校が、「大学技術ライセンシングプログ

ラム LLC（University Technology Licensing Program LLC：UTLP）」という有限責任会社を設立した306。 

• ブラウン大学（Brown University） 

• カリフォルニア工科大学（California Institute of Technology） 

• コロンビア大学（Columbia University） 

• コーネル大学（Cornell University） 

• ハーバード大学（Harvard University） 

• イリノイ大学（University of Illinois） 

• ミシガン大学（University of Michigan） 

• ノースウエスタン大学（Northwestern University） 

• ペンシルバニア大学（University of Pennsylvania） 

• プリンストン大学（Princeton University） 

• ニューヨーク州立大学ビンガムトン校（State University of New York at Binghamton） 

• カリフォルニア大学バークレー校（University of California, Berkeley） 

• カリフォルニア大学ロサンゼルス校（University of California, Los Angeles） 

• 南カリフォルニア大学（University of Southern California） 

• イエール大学（Yale University） 

 

これら 15大学は、合計で年間 120億ドル以上を研究活動に費やし、特定の技術や製品に関する知財

や物理化学分野において新たな最先端製品の実現を可能にするソリューションを所有しており、UTLP

はそうした貴重な発明が幅広く効率的に利用されやすくするためのアクセスを提供している307。 

 

UTLPの設立目的は、参加大学によるイノベーションの更なる活用を推進するために技術を広める

効率的な方法を提供することにある。技術のライセンス取得に興味を持つ企業は、自社の既存製品や

将来的な製品戦略に関連した技術についてこれらの大学が持っている技術を UTLP1か所でまとめて探

し、特許の実施許諾を受けることができる。UTLPのライセンスプログラムによって生じる収入は、

参加大学で進行中の研究活動に活かされる308。 

 

UTLPは様々なライセンス方法を提供しており、例えば、ポートフォリオ全体についてライセンス

するオプション（自律走行車の特許など）や、ポートフォリオを技術バケットごとに分けてライセン

スするオプション（ミリ波ハードウェアやオプティカルハードウェア、慣性センサーなど）、各技術

バケット内の個々の特許についてライセンスするオプションなどがある。ライセンス料は標準化され

ており、被許諾者が規模の大きいポートフォリオを選んだ場合、個々の特許ごとにライセンスを受け

る場合の合計額よりもライセンス料は低くなる。ロイヤルティの率はプールされた技術の価値や市場

からのフィードバック、類似ライセンスなどの評価に基づいて決定されることになる。参加大学はそ

の大学の発明が更なる発明を促す形で使用されることを推奨していることもあり、ベンチャー企業に

はかなり割引いた率が提供される。また、被許諾者は子会社にサブライセンスを認めることは許され

るが、それ以上のサブライセンスは禁じられている309。 

 

UTLPは参加大学が特許を有しライセンスできる技術分野を特定しており、参加大学はそれぞれの

知財ポートフォリオの中から UTLPのプールに入れる特許を選定する。UTLPではまずコネクティビテ

ィ（電力管理、ネットワーキング・プロトコル、信号処理とコーデック、位置追跡、カメラと画像処

理など）と自律走行車（ミリ波ハードウェア、オプティカルハードウェア、サイバーセキュリティ、

 
306 https://www.utlp.net/press-release 
307 https://www.utlp.net/ 
308 同上 
309 https://www.utlp.net/faqs 

https://www.utlp.net/press-release
https://www.utlp.net/
https://www.utlp.net/faqs
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センサーなど）、及び、データアプリケーション（ストレージ、データ管理、ネットワークプロトコ

ルなど）から着手する計画である。将来的には、半導体製造、応用エレクトロニクス、電池、太陽光

発電、ロボット工学、その他の分野で大学が所有する特許のライセンスを行う予定である310。 

 

なお、ニューヨーク市に本拠を持つサリバン・アンド・クロムウェル法律事務所（Sullivan & 

Cromwell LLP）が UTLPとその参加大学の代理人となっている。同法律事務所はアジア、オーストラ

リア、欧州、米国に 13の事務所を構えている311。 

 

1.4.8 Wellspring 
 

ウェルスプリング社（Wellspring）は、2003年312にカーネギー・メロン大学（Carnegie Mellon 

University）のスピンオフとしてイリノイ州シカゴ313に設立され。元々は、大学や研究機関を顧客とし

て、イノベーションや知財管理、技術移転などのためのソフトウェアやツール、アドバイスを提供し

ていた314。現在は、「イノベーション・オプス（Innovation Ops）」ソフトウェアや、企業・大学・政

府機関向けのソリューションを提供している。世界に 500以上の顧客を持ち、開発ポートフォリオの

管理や技術トレンドの調査、イノベーション提携先の特定、ベンチャー企業の特定、発明の商用化な

どを手助けすることで、顧客が研究開発とイノベーションのプログラムを調整して今日のイノベーシ

ョン市場で成功を収められるように支援する事業を展開している 。 

 

同社のソフトウェアには、「フリントボックス（Flintbox）」と「スカウト（Scout）」という 2つの

製品がある。そのうちフリントボックスは技術移転用ソフトウェアである。ウェルスプリング社は

2009年 11月に、当時、世界的な知財オンラインマーケットプレイスであった「フリントボックス

（Flintbox）」を買収しており、同社ソフトウェアはこれに基づくものである315。フリントボックス

は、大学やスタートアップ企業などの顧客がそれぞれのウェブサイト上に組み込むことができ、ライ

センス可能な技術の最新情報を、技術供与を求める外部関係者や投資家の目にとまりやすい形で公表

できる機能を持つ。また、フリントボックスのライセンシングプラットフォームを使ってオンライン

でライセンス契約を結ぶことも可能である。さらに、「スタートアップ（Startup）」セクションに

は、製品の詳細や資金調達状況、創立者などの情報を掲載できる。創業者名はライセンス可能な技術

とリンクされ、プロフィールが自動的に作成される316。 

 

フリントボックスには、現在 2万 7,000件以上の発明が掲載されており、年間のウェブサイト閲覧件

数は 100万以上に上る。これまでに 4万 5,000件のライセンスが行使されており、大学は総額で 250万

ドルのライセンス収入を本プラットフォームから得ている。商用化を促進するために無料で提供され

ているライセンスも多い317。 

 

スカウトは顧客が新しい技術や提携先を積極的にスカウト（発掘）できるようにした、技術スカウ

ト用ソフトウェアである。具体的には次のような活用方法がある318。 

• 技術の検索：必要な技術を特定し、獲得。科学研究助成金や研究成果に関する出版物、特許な

ど、技術に関する 4億件以上の記録を検索。 

 
310 https://www.utlp.net/ 
311 https://www.utlp.net/press-release 
312 https://www.wellspring.com/about 
313 https://www.linkedin.com/company/wellspring-worldwide 
314 https://www.wellspring.com/  
315 https://www.bctechnology.com/news/2009/11/16/Wellspring-Worldwide-to-Acquire-Flintbox.cfm 
316 https://www.wellspring.com/products/flintbox 
317 https://www.wellspring.com/news/wellspring-launches-new-flintbox-platform 
318 https://www.wellspring.com/products/technology-scouting 

https://www.utlp.net/
https://www.utlp.net/press-release
https://www.wellspring.com/about
https://www.linkedin.com/company/wellspring-worldwide
https://www.wellspring.com/
https://www.bctechnology.com/news/2009/11/16/Wellspring-Worldwide-to-Acquire-Flintbox.cfm
https://www.wellspring.com/products/flintbox
https://www.wellspring.com/news/wellspring-launches-new-flintbox-platform
https://www.wellspring.com/products/technology-scouting
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• パートナーの特定：共同開発の提携先として最適なパートナーを特定。スカウトの機械学習ツ

ールを使うことで、企業や研究機関、ベンチャー企業などに関する数百万件の情報を瞬く間に

調査することが可能。 

• 経営戦略に役立つ情報：技術市場におけるキープレイヤーや新興の脅威についての洞察を獲

得。企業や研究機関のイノベーション戦略について詳しく分析。 

 

なお、同ソフトウェアを利用してライセンスしたい大学特許が見つかった場合、ウェルスプリング

社は関与せず、各企業がそれぞれにコンタクトや交渉を行う必要がある。 
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2 知財と市場価値 
 

本章では、米国における特許オークションと知財取引の動向について取りまとめた。以下の記載は

ウェブサイト等の公開情報を要約したものである。 

 

2.1 特許オークション 
 

従来、特許の売買は企業間もしくは倒産オークションのみで行なわれており、売却される知財や価

格に関する情報は広く公開されていなかった。2006年の春にオーシャン・トモ社が開催した特許オー

クションが世界初の公開特許オークションとなっている。以下では、米国において 2010年代に見られ

た事例のうち、企業 2例、大学及び政府機関それぞれ 1例を紹介した。 

 

2.1.1 Nortel 
 

ノーテル社（Nortel）は、2009年 1月に破産申告を行った。2011年 6月 27日にオークションが開始

され、破産手続きの一環として同社の特許ポートフォリオが売りに出された。ノーテル社は、本ポー

トフォリオパッケージに関し、「ワイヤレス、ワイヤレス 4G、データネットワーキング、光通信、音

声通信、インターネット、サービスプロバイダ、半導体などを含む 6,000件以上の特許及び特許出願を

含む」と説明していた。 

 

オークションでは上昇価格メカニズム（ascending-price mechanism）を使用したラウンド制で進めら

れ、後続のラウンドへの参加資格を維持するためには、各ラウンドでの所定の入札価格を上回る必要

があった。 

 

ノーテル社のオークションが開始された時には、入札企業は、①グーグル社（Google）子会社のレ

ンジャー社（Ranger）、②アップル社（Apple）、③インテル社、④ノーパックス社（Norpax、2020年

時点で 320社以上の企業を含む会員制アグリゲーターの RPX社関連企業）、⑤リサーチ・イン・モー

ション社（Research in Motion）、EMC社、エリクソン社（Ericsson）、ソニー社、マイクロソフト社で

構成されるコンソーシアムのロックスター（Rockstar）の 5者であった319。 

 

オークション開始直前には、本ポートフォリオの価格予想は 15億ドルとされていた。最初の入札は

レンジャー社（Ranger）による 9億ドルで、その後、19ラウンドの入札が行われた。最終的に、アッ

プル社がロックスターに参加し、ロックスターが落札している320。2011年 6月 30日に決定した最終落

札額は 45億ドルとなった321。最終落札額に基づくと、特許・特許出願 1件当たりの平均価格は 75万

ドルとなる。しかし、一部のアナリストは、これらの特許の中で有効なものは全体の 3分の 1のみと

しており、これに従うと、特許 1件当たりの価値は 225万ドルとなる322。 

 

グーグル社がノーテル社特許への入札の意向を発表した際に、同社上級副社長兼法務顧問のケン

ト・ウォーカー氏（Kent Walker）は、「訴訟に対する企業の最大の防御は、圧倒的な特許ポートフォ

リオを有することであり、それによって新製品及びサービスを開発する自由の維持につながる。この

ため、熟考の末にノーテル社の破産オークションにおいて、同社の特許ポートフォリオの入札に参加

することを決定した。落札できた場合、グーグル社を提訴する者に対する阻害要因を創出するだけで

 
319 https://mariagiovannabaccara.com/IP_Auctions.pdf 
320 https://www.fulcrum.com/nortel_bankruptcy_patent_auction/ 
321 https://mariagiovannabaccara.com/IP_Auctions.pdf 
322 https://www.fulcrum.com/nortel_bankruptcy_patent_auction/ 

https://mariagiovannabaccara.com/IP_Auctions.pdf
https://www.fulcrum.com/nortel_bankruptcy_patent_auction/
https://mariagiovannabaccara.com/IP_Auctions.pdf
https://www.fulcrum.com/nortel_bankruptcy_patent_auction/


68 

 

なく、アンドロイドやクロームなどのプロジェクトに関与する、我々及び我々のパートナーとオープ

ンソースコミュニティによる継続的イノベーションを支援することになる」とコメントしている323。 

 

つまり、このコメントに基づくと、グーグル社は防御的目的でノーテル社の特許取得を目指したこ

とになる。しかし、ノーテル社の特許を取得したことで避けられたと考えられる訴訟が起こっても 45

億ドルよりかなり低い金額で示談をまとめることができるとみられていることから、最終価格の 45億

ドルは、訴訟回避のためのコストとしては同社にとっては道理にかなわないものであったと分析され

ている324。 

 

2.1.2 Eastman Kodak Company 
 

イーストマン・コダック社（Eastman Kodak Company：以下、コダック社）は 2012年 1月、米連邦破

産法 11条（Chapter 11）の適用を申請した。同社は 2012年 6月になって、デジタル画像のキャプチャ

ー（捕獲）、操作、共有といった機能で要となる 1,100件以上の特許で構成される自社の特許ポートフ

ォリオについて、倒産オークションを開始すると発表した。同社は特許を以下の 2つのポートフォリ

オに分割した325。 

• デジタル・キャプチャー・ポートフォリオ（Digital Capture Portfolio）：700件以上の特許を含

み、画像のキャプチャーや処理、伝送技術など、デジタル・カメラ及び多機能機器（カメラ機

能が搭載されたスマートフォンやタブレットなど）の設計と操作に重要な主要技術を網羅。 

• コダック画像システム及びサービス・ポートフォリオ（Kodak Imaging Systems and Services 

(KISS) Portfolio）：400件以上の特許を含み、画像分析や操作、タグ付け、ネットワークベース

のサービス（画像の貯蔵、アクセス、その他の一連作業）に関連する技術を網羅。 

 

これら約 1,100件の特許の売却（コダック社は最高 26億ドル相当と試算）は、同社が事業の中心を

写真から商業梱包・印刷へとシフトさせようとする中、債権者への返済計画において中心的要素とな

るものであった。つまり、これらの特許は、コダック社が債権者へ返済し、印刷会社として再編し、

米連邦破産法 11条の適用から再生していく上で、主要な現金源であった。  

 

2011年 7月、コダック社の 1,730件の特許について査定を行うため、284パートナーズ社（284 

Partners）が採用された。284パートナーズ社は、「割引キャッシュフロー分析（discounted cash-flow 

analysis）」と呼ばれる手法を使った。これは、コダック社の特許をライセンス及び必要に応じた法的

措置を通じて現金化した場合に予想される収入を試算する手法である。284パートナーズ社は、コダ

ック社の幹部に聞き取りを行い、請求範囲及び裁判所文書を確認し、過去のライセンス及び見通しを

点検し、ロイヤルティ率をチェックし、主要な特許について調査を行った。最終的に、2012年から

2020年のキャッシュフローは 30億 7,000万ドルと予想し、ポートフォリオの価値は 22～26億ドルと試

算した。284パートナーズ社は、コダック社の既存のライセンスと将来の計画を考慮すると、その試

算は極めて保守的であると考えた326。 

 

2012年 8月 8日にオークションが開始された際、コダック社は、10億ドルを超える入札が複数行わ

れると期待した。しかし蓋を開けてみると、入札はわずか 2件で、伝えられるところによると、入札

額は、高い方でもわずか 2億 5,000万ドルであった。入札者（潜在的な購入者）は、2つのグループを

編成していたことが明らかになった。1つは、アドビ（Adobe）、アップル、フェイスブック

（Facebook）、そしてマイクロソフトの各社が形成したコンソーシアムで、インテレクチュアル・ベ

 
323 同上 
324 同上 
325 https://www.engadget.com/2012-06-12-kodak-patent-auction.html 
326 https://spectrum.ieee.org/the-lowballing-of-kodaks-patent-portfolio 

https://www.engadget.com/2012-06-12-kodak-patent-auction.html
https://spectrum.ieee.org/the-lowballing-of-kodaks-patent-portfolio
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ンチャーズ社（Intellectual Ventures）がこれを主導した。もう 1つは、RPX社を中心に、アマゾン、グ

ーグル、HTC、サムスン、そして写真印刷ウェブサイトのシャッターフライ（Shutterfly）の各社によ

るコンソーシアムであった。コンソーシアムの参加企業はそれぞれ、一部の特許の分け前を所有し、

それ以外についてはライセンスを得るというもので、各社が負担する費用は比較的低く、全社がポー

トフォリオ全体の保護的な力を得ることになる327。 

 

コダック社にとっては、同社が必要とする融資を確保するには数億ドルでは足りず、それと関連し

て残りの知財の価値も下がる可能性があることから、この入札を嫌った。同社は 2012年 9月、オーク

ションで特許を売却する試みを止め、その代わりに、倒産手続きに伴う債権者への返済の一助とし

て、新たなライセンシング会社を立ち上げるかもしれないと発表した328。 

 

潜在的な購入者との交渉は 10月まで続いたが、時間はなくなりつつあった。交渉が成立しない場

合、コダック社が米連邦破産法 11条から再生する計画は頓挫し、同社は分割もしくは閉鎖に追い込ま

れる可能性があった。コダック社が生き残るために必要としていた資金は、2つのコンソーシアムが

提示した金額を超えていた。このため、論理的な解決策として、インテレクチュアル・ベンチャーズ

社と RPX社が協力して 2つのコンソーシアムを統合し、さらに、富士フィルム社、ファーウェイ社

（Huawei）、リサーチ・イン・モーション社の 3社を新しくメンバーとして迎えて 12社体制329となっ

た上で、コダック社との交渉を再開した330。 

 

コダック社は 2012年 11月に、特許から最低 5億ドルを調達することを条件として、銀行及び投資

ファンドから 7億 9,300万ドルの資金を確保したと発表した。しかしこの 5億ドルという数字は、2つ

のコンソーシアムの入札額を合算した金額よりも依然として大きいものであった。これに関して、新

コンソーシアムは、「コダック社が 5億ドルという条件を満たせるよう助けるが、その見返りとし

て、同社の家宝ともいえる数万件の特許（それまで交渉の対象に含まれていなかった）の提供を受け

る」という代替案を提案した。さらに、コダック社がすべての法的論争（コンソーシアムの参加企業

に対する訴訟やその反対の訴訟も含め）を取り下げることに同意するよう求めた331。 

 

新コンソーシアムは唯一可能性のある購入者で、売却対象となっている知財を必要とする可能性が

高い全ての企業が含まれていたため、この時点でコダック社は万策が尽きた状況となった。最終的に

双方は合意に達し、コダック社は 12月中旬、画像と印刷の特許ポートフォリオ及び残りの全ての特許

のライセンス（合計 2万件以上）を、合計 5億 2,700万ドルで新コンソーシアムへ売却した。ポートフ

ォリオ（2,300件の特許）がコダック社にもたらした金額はわずか 9,400万ドルで、これは、284パー

トナーズ社による最初の査定額の約 4％となり、残りの特許に関するライセンス取引が 4億 3,300万ド

ルをもたらした332。新コンソーシアム参加企業 12社が負担した費用は、平均 4,400万ドルであったと

されている333。 なお、それらの特許売却後も、コダック社には、商業印刷及び梱包への応用を目的と

して利用できる 9,600件の特許が残された334。  

 
327 https://spectrum.ieee.org/the-lowballing-of-kodaks-patent-portfolio 
328 https://www.reuters.com/article/us-eastmankodak-patents/kodak-may-abandon-patent-auction-explores-options-

idUSBRE88D10320120914 
329 インテレクチュアル・ベンチャーズと RPX社が主導し、参加企業は、アップル、マイクロソフト、グー

グル、サムスン、アドビ、フェイスブック、アマゾン、シャッターフライ、RIM、富士フィルム、HTC、フ

ァーウェイの 12社 
330 https://spectrum.ieee.org/the-lowballing-of-kodaks-patent-portfolio 
331 同上 
332 https://www.democratandchronicle.com/story/money/columnist/lahman/2014/02/20/sean-lahman-kodak-patent-fire-

sale/5621211/ 
333 https://spectrum.ieee.org/the-lowballing-of-kodaks-patent-portfolio 
334 https://www.technologyreview.com/2012/12/19/254298/whats-left-for-kodak-after-its-525-million-patent-sale/ 

https://spectrum.ieee.org/the-lowballing-of-kodaks-patent-portfolio
https://www.reuters.com/article/us-eastmankodak-patents/kodak-may-abandon-patent-auction-explores-options-idUSBRE88D10320120914
https://www.reuters.com/article/us-eastmankodak-patents/kodak-may-abandon-patent-auction-explores-options-idUSBRE88D10320120914
https://spectrum.ieee.org/the-lowballing-of-kodaks-patent-portfolio
https://www.democratandchronicle.com/story/money/columnist/lahman/2014/02/20/sean-lahman-kodak-patent-fire-sale/5621211/
https://www.democratandchronicle.com/story/money/columnist/lahman/2014/02/20/sean-lahman-kodak-patent-fire-sale/5621211/
https://spectrum.ieee.org/the-lowballing-of-kodaks-patent-portfolio
https://www.technologyreview.com/2012/12/19/254298/whats-left-for-kodak-after-its-525-million-patent-sale/
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2.1.3 Pennsylvania State University 
 

ペンシルバニア州立大学（Pennsylvania State University：PSU）は、知財のライセンスをオンラインで

オークションした最初の大学である。PSUは 2014年 3月にオンライン・オークション計画を発表し、

3月 31日から 4月 11日の間、工学部（College of Engineering）の教員研究から生まれた特許のライセン

ス権のオークションを実施した。オークションに先立ち、「知財オークション・ウェブサイト

（Intellectual Property Auction Website: IPAW）」（http://patents.psu.edu/）を立ち上げ、関心のある者は利

用可能な知財を閲覧し、アカウントを作成して、オークションへ向けて事前登録できるようにした。

オークションは世界市場を対象に行われ、特定の地域に限定されるものではなかった。最初のオーク

ションでは、音響や燃料電池、センサーなど、多岐に亘る分野で約 70件の特許がライセンス案件とし

て売り出された。多くの場合で、最低入札額は 5,000ドルと設定された。落札者は、大学の技術管理オ

フィス（Office of Technology Management）とライセンス契約を交わすことが求められた335。 

 

オークションでは排他的ライセンスが提供された。つまり、被許諾者と PSUは、被許諾者が特許権

の唯一の権利者となる領域及び排他的実施分野について合意する必要があった。契約にはまた、入札

者に対して、全ての特許維持管理費を支払うことを求める条項も含まれた。しかし、多くの大学研究

ライセンスと異なり、継続的なロイヤルティ料の支払いは求められず、加えて、PSUは、第三者によ

る特許侵害者を追求する権利を保持し、PSUによる権利行使が 6か月間成功しなかった場合のみ、被

許諾者が権利行使に参加することが認められるというものであった。ライセンス契約にはまた、「マ

ーケティング努力」に関する条項も含まれ、被許諾者に対して、ライセンスを受けて生産された製品

のいずれかを商業市場に投入できるよう、合理的な努力を行うことが求められた。最後に、契約は、

一定の条件（サブライセンスを受ける者が同じ規約に同意し、手数料を支払う）の下、被許諾者がサ

ブライセンスすることを認めた。 

 

PSUのニール・シャーキー研究担当暫定副学長（当時）（Neil Sharkey, Interim Vice President for 

Research）は、「オンライン・オークションという新規の手法が選ばれた理由の 1つに、PSUは、商業

的な応用によって極めて重要な価値を持ち得る技術についてライセンスが可能であることを、企業や

産業内で関心のある者に広く伝えたいという思いがあった」と語っている336。同大学の技術管理オフ

ィスでは、これまで大学特許を官民組織に売り込む努力を行ってきたものの、大学の知財がライセン

スされたのはわずか 40％という結果を受け、オークションというアイデアを思いついたという337。 

 

入札開始額は、特許の有効期間が残り 10年未満の特許は 5,000ドル、それより長い特許は 1万ドル

からスタートした。オークションの結果、売り出しの対象となった 71件の特許（59件の特許ポートフ

ォリオ）のうち、売却されたのは 2件だけであった。  4月のオークションで売り出されたポートフォ

リオは、PSUがずいぶん前に取得した特許で、何らかの理由でライセンスされていないものであっ

た。そういった意味で、本件は実質的に、長期間、商品棚に置かれたままであった在庫の一掃セール

であった338。PSUは当初、出品特許の最低 15％に入札が行われることを目標として掲げていたが、実

際には、2件の特許で構成される 1セットが最低競売価格の 1万ドルでライセンスされただけであっ

た。しかし、オークション終了後、3社が大学に接触し、関心を示したことから、PSUは、もしかし

たらオークションという概念に企業がなじめなかったのかもしれないとも見ている339。 

 

 
335 https://www.psu.edu/news/research/story/penn-state-auction-intellectual-property-licenses/ 
336 同上 
337 https://www.post-gazette.com/business/2014/04/10/Penn-State-intellectual-property-auction-coming-to-

close/stories/201404080188 
338 https://www.forbes.com/sites/neilkane/2014/05/22/a-modest-proposal-for-licensing-patents/ 
339 https://www.witf.org/2014/05/06/penn_states_new_auction_gets_few_bids/ 

https://www.psu.edu/news/research/story/penn-state-auction-intellectual-property-licenses/
https://www.post-gazette.com/business/2014/04/10/Penn-State-intellectual-property-auction-coming-to-close/stories/201404080188
https://www.post-gazette.com/business/2014/04/10/Penn-State-intellectual-property-auction-coming-to-close/stories/201404080188
https://www.forbes.com/sites/neilkane/2014/05/22/a-modest-proposal-for-licensing-patents/
https://www.witf.org/2014/05/06/penn_states_new_auction_gets_few_bids/
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同大学にとっては、巨額の資金を得ることはできなかったが、このオークションは成功であると捉

えられた。なぜなら、ライセンスされなかった特許のポートフォリオの扱いについてより良い洞察を

得ることができたからである。こうした洞察には、次回の特許維持管理費の支払い期限が来た際には

それらの放棄を検討するという考えも含まれる。つまり、PSUは、これらの特許の商業的価値につい

て有益な洞察を数多く得ることができ、また、パフォーマンスの悪い特許については、将来的な節約

方法について、情報に基づくメカニズムを得ることができたため、最終的に大幅な節約が実現できる

可能性があると同大学では期待した340。さらに、オークションを通じて、PSUの研究活動について広

く周知することができ、結果として 30万ドルの特許維持管理費の節約につながった341。 

 

4月のオンライン・オークションを成功ととらえた PSUは、2014年 12月に新たなオークションを実

施した。 今回のオークションでは、110件の特許のライセンスが売り出された。売り出された技術は

比較的広範に及び、バイオテクノロジーや農業、マテリアル科学など多岐に亘った。ただし、これら

の特許技術は、前回のオークションと同様に旧式の技術であり、いずれは放棄される可能性が高いも

のであった。2回目のオークションは、最初のオークションと同じ構造を用いて実施され、結果とし

て、2社にライセンスが実施された。1つは 1件の特許で、もう 1つは 2件の特許を一括したもので、

最低競売価格（前者が 5,000ドル、後者は 1万ドル）での落札となった342。 

 

なお、2016年に落札企業を対象に実施されたアンケート調査によれば、2回のオークションでライ

センスを取得した 3社は全て、年間 100万～1,000万ドルの収入を得たという。1つのライセンスは機

械工業で、1つは電子機器産業において活用された。ライセンスを取得したうちの 2社は、合理的な価

格で適切な特許が提示されていたから入札を行ったとの見方を示したが、残る 1社は、「関連技術を

保護するためにオークションに参加した」と回答した。さらに、3社は全て、その技術に関心がある

ことを明らかにするのを先延ばしするため、もしくは対抗入札に対応する時間を少なくするために、

入札をぎりぎりまで待ったという343。 

 

2.1.4 NASA 
 

NASAは、ICAPパテントブローカレッジ社（以下、ICAP社）の協力を得て特許オークションを開

催したことがある。最初のオークションは 2008年 10月 30日に開催され、NASA所有の特許 11件が売

却された。政府の特許が公開オークションで売却されたのは、これが初であった。ここでは、ダイナ

DX社（DynaDX）が、シグナル分析用の複雑なアルゴリズムセットを対象とする NASA特許344に関す

る独占ライセンスを NASAゴダード宇宙飛行センター（Goddard Space Flight Center）から購入し、当該

人物が脳卒中を起こしたか否かの診断や、認知症患者の治療の監督において役立つ脳圧測定装置を構

築するために使用した345。 

 

その後 NASAは、2010年、2012年、2015年にも特許オークションを開催している346。 

 

このうち 2012年のオークションでは、NASAゴダード宇宙飛行センターが有する、人工知能・環境

管理・自然言語ソフトウェア開発に関する特許 12件を含む 3つの特許ポートフォリオに関する独占ラ

 
340 https://www.forbes.com/sites/neilkane/2014/05/22/a-modest-proposal-for-licensing-patents/ 
341 https://techtransfercentral.com/marketplace/distance-learning/ipspa/ 
342 https://dsc.duq.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3782&context=dlr 
343 同上 
344 https://www.nasa.gov/centers/goddard/news/dynadx_diagnostic.html 
345 https://arstechnica.com/information-technology/2012/03/nasa-puts-nanotechnology-swarm-patents-up-for-

auction/?comments=1&post=22708760 
346 https://www.globenewswire.com/news-release/2015/10/29/956148/0/en/NASA-and-ICAP-Patent-Brokerage-Partner-

on-Fourth-Intellectual-Property-Auction.html 

https://www.forbes.com/sites/neilkane/2014/05/22/a-modest-proposal-for-licensing-patents/
https://techtransfercentral.com/marketplace/distance-learning/ipspa/
https://dsc.duq.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3782&context=dlr
https://www.nasa.gov/centers/goddard/news/dynadx_diagnostic.html
https://arstechnica.com/information-technology/2012/03/nasa-puts-nanotechnology-swarm-patents-up-for-auction/?comments=1&post=22708760
https://arstechnica.com/information-technology/2012/03/nasa-puts-nanotechnology-swarm-patents-up-for-auction/?comments=1&post=22708760
https://www.globenewswire.com/news-release/2015/10/29/956148/0/en/NASA-and-ICAP-Patent-Brokerage-Partner-on-Fourth-Intellectual-Property-Auction.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2015/10/29/956148/0/en/NASA-and-ICAP-Patent-Brokerage-Partner-on-Fourth-Intellectual-Property-Auction.html
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イセンスを呼び物とした「第 15回 ICAPオーシャン・トモ知財オークション（15th ICAP Ocean Tomo 

IP Auction）」が 2012年 3月 29日に ICAP社により開催された347。オークションに出品された 3つの特

許ポートフォリオは以下の通り348。 

• 自律コンピューティング特許 4件を含むポートフォリオ 

o コンピュータネットワーク環境下での自律的監督・デバイス管理用の人工知能で、

様々な自律エンティティの中で、自己健康・緊急データ、環境健全性・緊急データの

送信を含む自律エンティティの集団相互作用技法を明らかにするもの。自律エンティ

ティは、自己監督・自己調整センサーからの情報受信及び分析を行う。自律エンティ

ティは、自律的ナノ技術群として運用する。 

o 入札開始額 5万ドル。入札なし。 

• ソフトウェア開発特許 7件を含むポートフォリオ 

o 自然言語をプログラム言語に転換するソフトウェア開発・照合技法を明らかにするも

の。また、当該技法はソフトウェアの試験・照合に利用され、ソフトウェア開発プロ

セスの改善につながる。 

o 7万 5,000ドルで落札。購入者名はオークションでは公表されなかった349。 

• システム内の問題を自律的に管理・検知する自律的安全システム特許 1件を含むポートフォリ

オ 

o 集団相互作用及び自律的環境安全デバイス向けの人工知能ベースの技法を明らかにす

るもの。 

o 入札開始額 3万ドル。入札なし350。 

  

2015年の 4回目のオークションは、幅広い技術分野を対象とする以下の 4つのポートフォリオを取

り上げたものであった351。 

• 軌道上の宇宙機に対し、軌道上物体に向かう受動的自立相対ナビゲーションを提供するために

反射 GPS信号を活用する、重量・電力消費量を縮小した相対ナビゲーション装置。 

• 自律システム（ドローン、ロボットなどを含む無人システム）の自律的可動性に必要となる完

全なセンサー要件を特定する手段。 

• シグナルを創出し、自己犠牲が可能な自律労働部品（相互運用可能な科学計器など）で構成さ

れる自律システムのアーキテクチャ。 

• DNA、RNA、タンパク質、及び、DNA・mRNA転写プロセスに由来するメッセージ認証コー

ドと暗号化コードを、公開鍵暗号法と組み合わせて活用した有効な暗号化技法。 

 

4回目のオークションは、ICAP社と、NASAゴダード宇宙飛行センターの革新的技術パートナーシ

ップオフィス（Innovative Technology Partnerships Office：ITPO）の共同で開催された。ポートフォリオ

は、「モノのインターネット知財オークション（Internet of Things IP Auction）」の一環として提供さ

れ、入札期限は 2015年 11月 12日であった352。 

 

NASAが知財オークションに出品した理由は、収入を上げるためではなく、宇宙分野以外で新しい

技術の創出・商用化が可能な人々の手に NASA発の技術が渡るようにするためであった。また、

 
347 https://www.militaryaerospace.com/trusted-computing/article/16719502/nasa-to-auction-satellite-software-patent-lots 
348 https://www.prnewswire.com/news-releases/icap-patent-brokerage-announces-three-patent-portfolios-for-auction-

disclosing-important-patents-for-artificial-intelligence-environmental-controls-and-natural-language-software-development-

by-nasa-143874326.html 
349 https://www.wired.com/2012/03/nasa-75k/ 
350 https://www.theverge.com/2012/4/2/2919704/nasa-patent-auction-software-development-sale 
351 https://www.globenewswire.com/news-release/2015/10/29/956148/0/en/NASA-and-ICAP-Patent-Brokerage-Partner-

on-Fourth-Intellectual-Property-Auction.html 
352 同上 

https://www.militaryaerospace.com/trusted-computing/article/16719502/nasa-to-auction-satellite-software-patent-lots
https://www.prnewswire.com/news-releases/icap-patent-brokerage-announces-three-patent-portfolios-for-auction-disclosing-important-patents-for-artificial-intelligence-environmental-controls-and-natural-language-software-development-by-nasa-143874326.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/icap-patent-brokerage-announces-three-patent-portfolios-for-auction-disclosing-important-patents-for-artificial-intelligence-environmental-controls-and-natural-language-software-development-by-nasa-143874326.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/icap-patent-brokerage-announces-three-patent-portfolios-for-auction-disclosing-important-patents-for-artificial-intelligence-environmental-controls-and-natural-language-software-development-by-nasa-143874326.html
https://www.wired.com/2012/03/nasa-75k/
https://www.theverge.com/2012/4/2/2919704/nasa-patent-auction-software-development-sale
https://www.globenewswire.com/news-release/2015/10/29/956148/0/en/NASA-and-ICAP-Patent-Brokerage-Partner-on-Fourth-Intellectual-Property-Auction.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2015/10/29/956148/0/en/NASA-and-ICAP-Patent-Brokerage-Partner-on-Fourth-Intellectual-Property-Auction.html
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NASAのオークションは、落札者に特許権を移転しないという点においても独特で、NASAは、当該

技術を実施する独占ライセンスを提供するだけであり、特許を訴訟目的のためだけに利用しないよう

に定めた条項がある。同オークションは、購入者からの高い関心は得られなかったものの、NASAが

NASA技術をイノベーターに渡し、パテントトロールの手に渡らないように試みたことに価値があっ

たとされている353。 

 

  

 
353 https://www.theverge.com/2012/4/2/2919704/nasa-patent-auction-software-development-sale 

https://www.theverge.com/2012/4/2/2919704/nasa-patent-auction-software-development-sale
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2.2 知財取引 
 

特許市場が成熟するにつれて、特許価格は安定し始め、知財売買プログラムはより合理化されて、

全般的に知財取引件数が増加するようになっている。約 1万 3,000件の特許売却案件を通して特許 25

万件以上を追跡するリチャードソン・オリバー・インサイト社（Richardson Oliver Insights：ROI）の調

査によると、同社が追跡する全ての特許の提示価格総額は世界で約 380億ドルとなり354（図表 30参

照）、2020年には 104億ドルの特許が売却されて、前年比 40億ドル増となった355。 

 

図表 30 提示価格の累積集計（仲介・非公開市場） 

 
出典：https://www.richardsonoliver.com/wp-content/uploads/2021/01/The-2020-Brokered-Patent-Market-Report-IAM-

Media-20201104v2.pdf 

 

 

また、図表 31に示すように、全般的に、ブローカー数は大幅に減少しているが、これは、より多く

の売り手が直接買い手に売却し、買い手がオークションを開催することにより、仲介件数が減少して

いることが理由となっている。ブローカー数は 2016年がピークで、2021年356にパッケージを市場に提

示したブローカー数は 40組にまで減少している（2020年は 41組）。年間 5件以上の特許を市場に提

示するブローカー数は、2016年には全ブローカー73組のうち 28組と最多となったが、その後大幅に

減少して 2021年には 17組となった。これは、過去 4年間におけるニューノーマルとなっている。た

 
354  https://www.iam-media.com/data/secondary-market-activity/secondary-market-activity/article/the-brokered-patent-

market-in-2021 
355 https://www.richardsonoliver.com/wp-content/uploads/2021/01/The-2020-Brokered-Patent-Market-Report-IAM-Media-

20201104v2.pdf 
356 2021市場年度は 2020年 6月 1日～2021年 5月 31日 

https://www.richardsonoliver.com/wp-content/uploads/2021/01/The-2020-Brokered-Patent-Market-Report-IAM-Media-20201104v2.pdf
https://www.richardsonoliver.com/wp-content/uploads/2021/01/The-2020-Brokered-Patent-Market-Report-IAM-Media-20201104v2.pdf
https://www.iam-media.com/data/secondary-market-activity/secondary-market-activity/article/the-brokered-patent-market-in-2021
https://www.iam-media.com/data/secondary-market-activity/secondary-market-activity/article/the-brokered-patent-market-in-2021
https://www.richardsonoliver.com/wp-content/uploads/2021/01/The-2020-Brokered-Patent-Market-Report-IAM-Media-20201104v2.pdf
https://www.richardsonoliver.com/wp-content/uploads/2021/01/The-2020-Brokered-Patent-Market-Report-IAM-Media-20201104v2.pdf
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だし、全ブローカーによって提示された全てのパッケージのうち、年間 5件以上の特許を提示するブ

ローカーによって提示されたものは 91％を占める（前年の 89％から微増）357。 

 

図表 31 市場にパッケージを提示するブローカー数 

 
出典： https://www.iam-media.com/data/secondary-market-activity/secondary-market-activity/article/the-brokered-patent-

market-in-2021 

 

さらに、過去 10年間で、定評のあるブローカーが継続してさらに優勢となり、これらのブローカー

が提示するパッケージ が主流となった。2016年と 2017年には、ブローカー全体の約 20％が 10件以上

のパッケージを市場に提示していたが、2021年には全体の 30％となった。2021年には、ブローカー40

組中 12組が 10件以上のパッケージを市場に提示している（2020年は 41組中 12組）358。 

 

なお、特許権の購入からライセンス提供に重心を移す知財ブローカーも増えている。例えば、RPX

社は、知財購入ではなくライセンス提供のみにほぼ移行している。また、顧客に対して、「特許購入

を望まない場合はライセンスする」というオプションを提供するケースが増加しており、主要ブロー

カー少なくとも 3組は、ライセンスのオプションを提供しているという359。 

 

2021年度に仲介市場に提示されたパッケージ数は前年度比 17％増で、同 14％減となった 2020年度

から回復した。米国で発行された特許の提示件数も同様に増加したが、国際的な特許を含むパッケー

ジ数が大幅に減少したため、特許総数は減少した。全般的には、2021年のパッケージ数 467件は、

2019年度・2020年度の市場をいずれも上回るが、その他の年度を下回った。技術分野別にみると、

2021年度はソフトウェア関連のパッケージが全体の 38％を占めたものの、最高であった 2014年の

53％には及ばなかった。また、「その他の技術」カテゴリー（自動車・エネルギー・医療機器）は着

実に増加し、2014年に約 7％であったものが 2021年には 32％となった360（図表 32参照）。 

  

 
357 https://www.iam-media.com/data/secondary-market-activity/secondary-market-activity/article/the-brokered-patent-

market-in-2021 
358 同上 
359 https://www.richardsonoliver.com/wp-content/uploads/2021/01/The-2020-Brokered-Patent-Market-Report-IAM-Media-

20201104v2.pdf 
360 同上 

https://www.iam-media.com/data/secondary-market-activity/secondary-market-activity/article/the-brokered-patent-market-in-2021
https://www.iam-media.com/data/secondary-market-activity/secondary-market-activity/article/the-brokered-patent-market-in-2021
https://www.iam-media.com/data/secondary-market-activity/secondary-market-activity/article/the-brokered-patent-market-in-2021
https://www.iam-media.com/data/secondary-market-activity/secondary-market-activity/article/the-brokered-patent-market-in-2021
https://www.richardsonoliver.com/wp-content/uploads/2021/01/The-2020-Brokered-Patent-Market-Report-IAM-Media-20201104v2.pdf
https://www.richardsonoliver.com/wp-content/uploads/2021/01/The-2020-Brokered-Patent-Market-Report-IAM-Media-20201104v2.pdf
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図表 32 技術分野別に見たパッケージ内訳 

 
出典：同上 

 

 

米国で発行された特許の 2021年度の平均提示価格は 20万 8,000ドルであったのに対し、世界全体で

は平均 14万 6,000ドルであった（図表 33参照）。  

 

図表 33 年度別平均提示価格（世界全体） 

 

 
出典：同上 

 

 

また、世界全体では、2年連続（2019年と 2020年）で仲介市場の総取引件数が減少した。これは、

企業がそれぞれの事業における新型コロナウイルス感染症パンデミックによる影響（例：在宅勤務な

ど）の把握に専念していたことが原因である可能性が高い361。なお、平均提示価格が最も高い技術分

野はソフトウェアであった362。 

  

 
361 https://www.greyb.com/brokered-patent-market-report-2020/ 
362 https://www.richardsonoliver.com/wp-content/uploads/2021/01/The-2020-Brokered-Patent-Market-Report-IAM-Media-

20201104v2.pdf 

https://www.greyb.com/brokered-patent-market-report-2020/
https://www.richardsonoliver.com/wp-content/uploads/2021/01/The-2020-Brokered-Patent-Market-Report-IAM-Media-20201104v2.pdf
https://www.richardsonoliver.com/wp-content/uploads/2021/01/The-2020-Brokered-Patent-Market-Report-IAM-Media-20201104v2.pdf
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図表 34 技術グループ別特許あたりの平均提示価格 

 
出典：https://www.richardsonoliver.com/wp-content/uploads/2021/01/The-2020-Brokered-Patent-Market-Report-IAM-

Media-20201104v2.pdf 

 

 

知財権の売買が決まるまでの期間は長期化傾向にあり、例えば、2019年に提示された特許の取引の

80％はパッケージの受領日から 9か月以内に成立していたのに対し、2020年は、4か月以内に成立し

た取引は全体の 30％のみであった363。 

 

2020年と 2021年に成立した取引全体の 54％は常連の売り手によるものであった。これらの売り手

には以下の国際企業が含まれる364。 

• エイサー社（Acer） 

• AT&T社 

• ダイムラー社（Daimler AG） 

• ヒューレットパッカード社（Hewlett Packard） 

• パナソニック社（Panasonic） 

• PARC社（ゼロックス社 (Xerox)子会社） 

• ゼロックス社（Xerox） 

• ZTE社（ZTE Corporation） 

 

売却されたパッケージの 70%は事業会社が提示したもので365、これは、事業会社による特許出願件

数が最大であることが主要因である（図表 35参照）。 

  

 
363 https://www.greyb.com/brokered-patent-market-report-2020/ 
364 https://www.iam-media.com/data/secondary-market-activity/secondary-market-activity/article/the-brokered-patent-

market-in-2021 
365 同上 

https://www.richardsonoliver.com/wp-content/uploads/2021/01/The-2020-Brokered-Patent-Market-Report-IAM-Media-20201104v2.pdf
https://www.richardsonoliver.com/wp-content/uploads/2021/01/The-2020-Brokered-Patent-Market-Report-IAM-Media-20201104v2.pdf
https://www.greyb.com/brokered-patent-market-report-2020/
https://www.iam-media.com/data/secondary-market-activity/secondary-market-activity/article/the-brokered-patent-market-in-2021
https://www.iam-media.com/data/secondary-market-activity/secondary-market-activity/article/the-brokered-patent-market-in-2021
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図表 35 売り手の種類の分布（売却年 2020年～2021年） 

 
出典：https://www.iam-media.com/data/secondary-market-activity/secondary-market-activity/article/the-brokered-patent-

market-in-2021 

 

 

企業による特許購入は 2020年に 53％まで大幅に後退し、不実施主体（Non-Practicing Entity：NPE）

によるパッケージ購入が大半となった。しかしながら、2021年の取引の 52％は事業会社によるものが

占めた。防衛目的で特許を集約する企業による購入の割合は継続して低く、2019年には 22％であった

のに対し、2021年は 11％、2020年は 10％であった366（図表 36参照）。 

 

図表 36 売却年別買い手の種類の分布 

 
出典：同上 

 
366 同上 
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2020年 1月 1日から 2021年 8月 5日までの間に、買い手 107組がパッケージ 178件を購入してい

る。このうち、29組は複数のパッケージを獲得し、複数のパッケージ購入者によるパッケージ取引は

全体の 56％を占めた。2020年と 2021年の代表的な常連買い手企業は以下の通り367。 

• アカシア・リサーチ・グループ社（Acacia Research Group） 

• エッツィー社（Etsy） 

• グーグル社 

• インテル社 

• ストライプ社（Stripe, Inc.） 

• ウーバーテクノロジーズ社（Uber Technologies, Inc.） 

 

 

 

  

 
367 同上 
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3 投資家にとっての知財価値 
 

本章では、知財投資の現状、知財指数、及び、知財の上場投資信託（ETF）を巡る動きについて取

りまとめた。以下の記載はウェブサイト等の公開情報を要約したものである。 

 

3.1 知財投資の現状 
 

本セクションでは、知財投資の現状として、無形資産への投資、金融機関による NPE投資、及び、

オーシャン・トモ社による知財ファンドを巡る動きの 3点を紹介する。 

 

3.1.1 無形資産への投資 
 

無形資産には主に、①電子化された情報（例：ソフトウェア）、②知財、③人的資本、④経済的競

争能力の 4種類がある368。無形資産が経済成長と価値創造の大きな原動力になるにつれて会計データ

から得られる情報の有益性が低下しているが、現在の会計規則のもとでは内部で生成された無形資産

の価値を算出して貸借対照表に記録することは許されていない。そのため、帳簿上の価値は企業の財

務状況を必ずしも正確に示すものではなくなり、工業時代の古い価値概念に基づく定量的取引戦略が

損失につながる傾向がここ 10年ほどで強まっているとカーライル・グループ社（Carlyle Group）は分

析している。今のところ、内部生成された無形資産を会計処理する標準的方法は存在せず369、米国で

一般に公正妥当と認められた会計原則（Generally Accepted Accounting Principles：GAAP）に従って作成

された財務諸表には、無形資産は記されない。このように情報が無い中で、投資家は企業の正確な価

値をほぼ手探りで推測せざるを得ないという状況になっている370。   

 

マッキンゼー・グローバル・インスティテュート（McKinsey Global Institute）の調査結果によると、

ここ数年において、無形資産への投資は、米国と欧州（オーストリア、デンマーク、フィンランド、

フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スペイン、スウェーデン、英国）で増加している。例えば

1995年から 2019年の間に粗付加価値（Gross Value Added：GVA）が米国では 73%増、上記の欧州 10

か国では 51%増、米国と欧州を合わせた 11か国では 63%増となっている。同期間に、投資対象全体に

占める無形資産の割合が 29%増えている。この割合はもともと米国のほうが欧州よりも高く、1995年

の時点で米国が 36%、欧州が 25%であった。1995年から 2019年の間の伸び率では欧州が米国を上回

ったものの、2019年の時点で欧州は 36%で、依然として米国の 42%より低かった。同期間の米国の

GVA成長率は 2.3%であったのに対し、欧州 10か国の GVA成長率の平均値は 1.6%であったことから

も、無形資産への投資レベルと GVA成長率にはある程度の関係があることが読み取れる371（図表 37

参照）。 

  

 
368 https://www.caixabankresearch.com/en/economics-markets/activity-growth/intangibles-new-investment-knowledge-era 
369 https://www.carlyle.com/sites/default/files/2021-

02/Carlyle_Reflections_on_the_Revolution_in_Finance_Jason%20Thomas_08Feb2021.pdf 
370 https://www.investopedia.com/articles/03/010603.asp 
371 

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/marketing%20and%20sales/our%20insights/getting

%20tangible%20about%20intangibles%20the%20future%20of%20growth%20and%20productivity/getting-tangible-about-

intangibles-the-future-of-growth-and-productivity.pdf 

https://www.caixabankresearch.com/en/economics-markets/activity-growth/intangibles-new-investment-knowledge-era
https://www.carlyle.com/sites/default/files/2021-02/Carlyle_Reflections_on_the_Revolution_in_Finance_Jason%20Thomas_08Feb2021.pdf
https://www.carlyle.com/sites/default/files/2021-02/Carlyle_Reflections_on_the_Revolution_in_Finance_Jason%20Thomas_08Feb2021.pdf
https://www.investopedia.com/articles/03/010603.asp
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/marketing%20and%20sales/our%20insights/getting%20tangible%20about%20intangibles%20the%20future%20of%20growth%20and%20productivity/getting-tangible-about-intangibles-the-future-of-growth-and-productivity.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/marketing%20and%20sales/our%20insights/getting%20tangible%20about%20intangibles%20the%20future%20of%20growth%20and%20productivity/getting-tangible-about-intangibles-the-future-of-growth-and-productivity.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/marketing%20and%20sales/our%20insights/getting%20tangible%20about%20intangibles%20the%20future%20of%20growth%20and%20productivity/getting-tangible-about-intangibles-the-future-of-growth-and-productivity.pdf
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図表 37 投資対象に占める無形資産と有形資産の割合 

 
出典：
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/marketing%20and%20sales/our%20insights/getting

%20tangible%20about%20intangibles%20the%20future%20of%20growth%20and%20productivity/getting-tangible-about-

intangibles-the-future-of-growth-and-productivity.pdf 

 

 

投資対象全体に占める無形資産の割合が、1990年代終盤のドットコムバブル崩壊などの経済的混乱

に直面した中にあっても着実に増えてきたことは注目に値する。また、2008年の世界金融危機の後な

ど一時的に減速した期間はあったものの、その後また増えて、新型コロナウイルス感染症によって起

きた経済危機の間も加速的に増えている模様である。パンデミックによってリモートワーク体制が必

要となったためデジタル化（及び、ある程度の自動化）が進むこととなり、その流れで無形資産への

投資も増えている。投資対象全体に占める無形資産の増加が加速したことを示す証拠も複数あり、例

えば米国では、（総固定資本形成によって評価した場合）無形資産への投資が占める割合が 2019年の

第 1四半期から第 3四半期と 2020年の第 1四半期から第 3四半期の間に 1ポイント増え、投資全体の

29%を占めるに至った。欧州でも同様の傾向が見られ、中にはこれよりも加速的に増加した国もあ

り、フランスの増加率は 2.8ポイント、英国は 1.9ポイントであった372。 

 

さらに、2017年以来、オーシャン・トモ社は、S&P500種指数を構成する要素の無形資産市場価値

（Intangible Asset Market Value: IAMV）を算出し、検証している。同社によると、IAMVの算出にはま

ず企業の時価総額から有形資産の価値を差し引いて無形資産の価値を割り出す。そして企業データを

同指数用に集約し、無形資産価値を時価総額で割ることによって、指数値に占める無形資産から派生

した価値の割合を導き出す373。1995年から 2015年の間に無形資産市場価値が占める割合は 68%から

84%へと高まった。IAMVが占める割合の増加傾向は新型コロナウイルス感染症によって加速し、2020

年には S&P500の市場価値の 90%以上を無形資産が占めるようになっている374（図表 38参照）。 

 
372 同上 
373 https://leewardcapitalmgt.com/wp-content/uploads/2019/02/ocean-tomo-intangile-asset-study-2015.pdf 
374 https://www.oceantomo.com/intangible-asset-market-value-study/ 

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/marketing%20and%20sales/our%20insights/getting%20tangible%20about%20intangibles%20the%20future%20of%20growth%20and%20productivity/getting-tangible-about-intangibles-the-future-of-growth-and-productivity.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/marketing%20and%20sales/our%20insights/getting%20tangible%20about%20intangibles%20the%20future%20of%20growth%20and%20productivity/getting-tangible-about-intangibles-the-future-of-growth-and-productivity.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/marketing%20and%20sales/our%20insights/getting%20tangible%20about%20intangibles%20the%20future%20of%20growth%20and%20productivity/getting-tangible-about-intangibles-the-future-of-growth-and-productivity.pdf
https://leewardcapitalmgt.com/wp-content/uploads/2019/02/ocean-tomo-intangile-asset-study-2015.pdf
https://www.oceantomo.com/intangible-asset-market-value-study/
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図表 38 S&P500の市場価値の構成要素 

 
出典：https://www.oceantomo.com/intangible-asset-market-value-study/ 

 

 

3.1.2 金融機関による NPE 投資 
 

近年、ヘッジファンドやプライベートエクイティファンド、ファンドマネージャーが運用するファ

ンドなど、多くの金融スポンサーが特許への投資に関心を寄せるようになっていると言われている。

金融市場の混乱や収斂、低金利、M&A活動の増加など、技術面や法的、マクロ経済的要因があいまっ

て投資家が投資先を多様化するようになる中で、市場の動きとの相関関係無しに一定の利益をもたら

す代替的な資産クラスとして特許が注目されるようになった375。 

 

なかでも、フォートレス・インベストメント・グループ社（Fortress Investment Group、以下フォート

レス社）、センターブリッジ・パートナーズ社（Centerbridge Partners）、マグネター・キャピタル社

（Magnetar Capital）、スターボード社（StarBoard）、ベクターキャピタル社（Vector Capital）などのフ

ァンドがこの投資分野において優位に立っており、ライセンシングプログラムに投資して大きな利益

を上げることに成功している376。また、ソーリン IPグループ社（Soryn IP Group）は、価値の高い知財

を有する企業を対象とするプライベートクレジットラインを設けている377。 

 

ソフトバンク社（Softbank）傘下のフォートレス社は、プライベートエクイティ、ヘッジファンド、

クレジットファンドなどを対象とする投資戦略を展開する投資管理会社である。1998年創業の同社は

業界大手のグローバル投資管理会社であり、2021年 12月 31日現在の管理資産額は約 533億ドルに上

っている。ニューヨークを本拠地とし、世界中の約 1,900の機関投資家や個人投資家の資産をクレジッ

 
375 https://middlemarketgrowth.org/patents-as-an-alternative-asset-class-a-financial-sponsor-perspective/ 
376 同上 
377 https://www.sorynipcap.com/strategy 

https://www.oceantomo.com/intangible-asset-market-value-study/
https://middlemarketgrowth.org/patents-as-an-alternative-asset-class-a-financial-sponsor-perspective/
https://www.sorynipcap.com/strategy
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トと不動産、プライベートエクイティ、永久的資本投資など様々な投資戦略によって管理している
378。ソフトバンク社は 2017年にフォートレスを 33億ドルで買収したが、買収の承認を受けるにあた

って規制的障害を回避するためにフォートレス社はソフトバンク社からは独立して運営する形をとっ

ている379。 

 

フォートレス社は 2018年に初の知財ファンドを 4億ドルで立ち上げ、規模の大きい特許ポートフォ

リオを有する企業を見つけて買収するほか、比較的小規模ながら価値が高いとみられる特許ポートフ

ォリオを有する企業への融資も行っている380。また同社は、2021年 4月に 2つ目の 9億ドルの知財フ

ァンドを立ち上げるための資金調達計画を発表している381。このファンドは、過小評価されている特

許ポートフォリオや過小評価されている企業の一部もしくは全部について、特許ポートフォリオの価

値がその企業を買収するコストを上回ると判断した場合に買収することを計画している。さらに、知

財やその他の資産を担保に企業への融資も行う。 

 

フォートレス社は過去数年間に亘って多数の特許を買収してきており、その一部について同社は過

去 3年間だけでも合計数百件の特許権侵害訴訟を起こしている。また、2020年 7月には上場している

NPEのフィンジャン・ホールディングス社（Finjan Holdings, Inc、以下フィンジャン社）を現金 4, 390

万ドルで買収しており、この買収に関するプレスリリースには、買収後もフィンジャンはブランドと

ビジネスモデルを維持し、2006年以来フィンジャン社が行ってきたようにマルウェア対策ポートフォ

リオのライセンスと特許権侵害の主張を続けていくと記されている。 

 

一方、シカゴを本拠地とするマグネター・キャピタル社は 2006年にアレック・リトウィッツ氏

（Alec Litowitz）とロス・レイザー氏（Ross Laser）が共同で創立したヘッジファンドで、主に投資家の

ために賠償金や和解を勝ち取ろうとする NPEへの投資を行っている。同社はもともと不動産担保証券

を扱っていたが、2008年の金融危機の際に連邦政府から捜査を受け、その後は投資戦略を変更して、

現在はパテントトロール訴訟に注目しているとされている382。 

 

フォートレス社の例にも見られるように、NPEに対する大手投資会社の関心は高まっている。NPE

は自社では提供していない製品やサービスの特許を有し、その特許権を侵害している可能性のある企

業を法的に訴えることで特許を収益化している。マラソン・パテント・グループ（Marathon Patent 

Group）、エクスペリ・ホールディング（Xperi Holding Corp.）、アカシア・リサーチ・コーポレーショ

ン社などはパテントトロールとみなされることが多く、その企業価値はそれぞれ 4億 1千万ドルから

35億ドルの間である383。 

 

難解な知財問題の訴訟に頼るというパテントトロールのビジネスモデルは、個人投資家にとっては

リスクが高いが、規模の大きい機関投資家にとっては価値のある投資対象になり得るとみられてい

る。プライベートエクイティやヘッジファンドにとっても、NPEは市場全体の動きにあまり左右され

ない代替投資対象として価値を持ちうると考えられている384。 

 

さらに、バーフォード社（Burford）、GLSキャピタル社（GLS Capital）、オムニ・ブリッジウエイ

社（Omni Bridgeway）、ロングフォード社（Longford）、パラベラム・キャピタル社（Parabellum 

Capital）などの訴訟ファンドにおいても、特許に注目しエンフォースメントプログラムに直接投資し

 
378 https://www.fortress.com/about#overview 
379 https://nypost.com/2018/05/21/japanese-bank-launches-400m-patent-troll-fund/ 
380 同上 
381 https://www.unifiedpatents.com/insights/2021/uncertainty-at-the-uspto-rate-of-discretionary-denials-continues-to-climb 
382 https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6dffb4a4-7b88-4061-a598-d073e8ad9c03 
383 https://money.usnews.com/investing/stock-market-news/articles/what-is-a-patent-troll 
384 同上 

https://www.fortress.com/about#overview
https://nypost.com/2018/05/21/japanese-bank-launches-400m-patent-troll-fund/
https://www.unifiedpatents.com/insights/2021/uncertainty-at-the-uspto-rate-of-discretionary-denials-continues-to-climb
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6dffb4a4-7b88-4061-a598-d073e8ad9c03
https://money.usnews.com/investing/stock-market-news/articles/what-is-a-patent-troll
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たり、知財権専門の法律事務所とポートフォリオファンディング取引を交わしたりするところが増え

ている。2020年にはパラベラム・キャピタル社が 4億 5千万ドル、GLS 社が 3億 4,500万ドルの訴訟

用資金を調達しており、その一部を特許訴訟に利用するとしている385。 

 

金融機関による特許収益化への投資には次のような例がある386。 

• センターブリッジ社 

o ブラックベリー（Blackberry）の USB充電ポートフォリオの買収（3,000万ドル）とエ

ンフォースメントの資金を提供。ライセンスによってこれまでに得た収益は、投資額

の数倍にのぼると見られる。 

• マグネター・キャピタル 

o マイクロチップ（Microchip）やカシオ（Casio）などから買収した特許の権利を行使す

るライセンシング業者のアトランティック IP（Atlantic IP）を支援。最近、同社の子会

社であるソラス OLED社（Solas OLED）がサムスン社に勝訴し 6,300万ドルを得たほ

か、ネオドロン社（Neodron）という別の子会社も家電大手 10社から数百万ドル規模

の和解を勝ち取っている。 

• バーディン・ヒル・インベストメント・パートナーズ（Bardin Hill Investment Partners）とソー

リン IPグループ 

o ライセンス業者のフィンジャン社への 2,600万ドルのエクイティ投資など、共同で様々

な知財関連投資を実施。 

• フラクタス社（Fractus） 

o エクイティ投資家のシンジケートによる融資を受けたライセンス会社で、過去 10年間

にライセンスで得た収益は 2億ドルを大きく上回ると見られている。 

• ベクターキャピタル社 

o 2014年にライセンス会社の IPバリュー社を、そして 2016年にはロンギチュード・ラ

イセンシング社（Longitude Licensing）を買収。IPバリュー社のチームはそれ以来多数

のライセンス契約を成立させており、高い内部収益率を達成。 

 

3.1.3 オーシャン・トモ社による知財ファンドを巡る動き 
 

オーシャン・トモ社は 2005年に、知財管理に秀でた企業に対する投資を行なう初のファンドとなる

「オーシャン・トモ・キャピタルファンド（Ocean Tomo Capital Fund：以下 OTファンド）」を設立し

た。資本は 2億ドルで、テキサス州在住の億万長者であるロス・ペロー氏（Ross Perot）による出資を

中心として、オーシャン・トモ社も OTファンドに出資した。発表時には、半導体、バイオ、ナノテ

ク、ソフトウェア業界を中心に、5,000万から 1億ドルの売上を上げる企業を投資対象とし、1,000万

～2,500万ドルの投資を実施するとされた。しかし、2022年 3月現在では、同ファンドに関する情報は

同社ウェブサイトには記載されておらず、ニュースなどもほとんど見当たらないため、実質的な成果

や活動が大きく広報されることなく、活動が終了したものと考えられる。 

 

  

 
385 https://www.stout.com/en/insights/article/patents-alternative-asset-class-financial-sponsor-perspective 
386 同上 

https://www.stout.com/en/insights/article/patents-alternative-asset-class-financial-sponsor-perspective
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3.2 知財指数 
 

オーシャン・トモ社は、投資家が知財の潜在価値を引き出すための機会を提供することを目的に、

「オーシャン・トモ 300特許インデックス（Ocean Tomo 300 Patent Index：OT300）」を 2006年 10月に

発表した。OT300は、業界初の知財の価値に基づくインデックスで、簿価と比較して非常に高価値の

特許を有する企業 300社の多様なポートフォリオに基づいたものであった。また、同インデックス

は、2013年に事業運営が停止されるまでは、NYSEユーロネクスト社（NYSE Euronext、ティッカーシ

ンボル：OTPAT）が価格設定及び発表を行っていた。現在は、ニューヨーク証券取引所（NYSE）に

おける OT300の取引は行われていない387。また、オーシャン・トモ社のウェブサイトに掲載されてい

る最新の企業リストは 2015年～2016年のもので、それ以降は OT300に関する新しい情報は追記され

ていない。オーシャン・トモ社は、OT300を取り下げたか、もしくは、企業リストを積極的に更新し

ていない模様である388。 

  

オーシャン・トモ社のウェブサイトによると、OT300は、時価総額とスタイルボックス（style box、

投資の対象ごとに投資の性質を 3×3のマスを使って現したもので、資産の配分の決定に使われる）の

バランスが均等に取れるように考案されているといい、再編成日時点での時価総額平均は 254億ド

ル、中央値は 71億ドルである。また、インデックスに含まれる証券全体において大型・中型・小型証

券の占める割合は、それぞれ 45％、32％、23％である一方、時価総額別に見たインデックスのウェイ

トは、それぞれ 92％、7％、1％となる。セクタ別にみると、インデックスの中で占める割合が最も高

い株式は、情報技術・医療ケア・工業で、それぞれ 40％、19％、10％である。再編成日時点でインデ

ックスにおいてウェイトが最大であったセクタは情報技術・医療ケア・金融で、それぞれ 33％、

15％、14％であった389。 

 

オーシャン・トモ社は、他に 2つのインデックスを提供する。1つ目は「オーシャン・トモ 300特許

成長インデックス（Ocean Tomo 300 Patent Growth Index、ティッカーシンボル：OTPATG）」である。

オーシャン・トモ 300特許成長インデックスには、OT300を構成する企業のうち、株価純資産倍率に

基づいて特定される、最も成長中の企業が含まれ、それぞれの時価総額は多様である。これは、業界

初の知財の価値に基づく成長インデックスで、イノベーション率（簿価に対する特許維持管理価値評

価）が最も高い企業 60社のポートフォリオに基づくものである390。2つ目は「オーシャン・トモ 300

特許価値インデックス（Ocean Tomo 300 Patent Value Index、ティッカーシンボル：OTPATV）」で、こ

れは、業界初の知財の価値に基づく価値インデックスである391。いずれのインデックスも、OT300の

ように現在は NYSEで取引されておらず、オーシャン・トモ社は情報も過去数年間に亘り更新してい

ない。 

 

現時点で米国には知財関連で取引されている指数は無い。非公式な指数としては、知財を中心とし

たニュースを報じるブログの「IPクローズアップ（IP CloseUP）」が 2013年に特許ライセンスを行う

上場企業の業績とニュースをまとめ、「IPクローズアップ 30（IP CloseUp 30）」として無料で公表し

たものが挙げられる。ウェブサイトに掲載されたリンク392から、IP関連の株価の動きを追えるように

 
387 https://www.nyse.com/listings_directory/stock 
388 https://www.oceantomo.com/services/patent-indexes/ocean-tomo-300-patent-index/ 
389 同上 
390 https://www.oceantomo.com/services/patent-indexes/ocean-tomo-300-patent-growth-index/ 
391 https://www.oceantomo.com/services/patent-indexes/ocean-tomo-300-patent-value-index/ 
392 

http://finance.yahoo.com/quotes/ACTG,ARM.L,ASUR,AUGT,AXGN,COPY,DSS,IDCC,MARA,MGT,MSD.TO,MUR.L

,NEON,NSSI,OPTI,PCO,PRKR,PTNT,QCOM,RMBS,RPXC,RWS.L,SITO,STSI,TIVO,TSRA,UPIP,VHC,VRNG,WIL

N/view/v1;_ylt=AkCilnSBR4y35T6GeLNO8IwLv7gF;_ylu=X3oDMTB1Zmo2amR1BHBvcwMxBHNlYwN5ZmlUYW

JsaXN0BHNsawNiYXNpYw-- 

https://www.nyse.com/listings_directory/stock
https://www.oceantomo.com/services/patent-indexes/ocean-tomo-300-patent-index/
https://www.oceantomo.com/services/patent-indexes/ocean-tomo-300-patent-growth-index/
https://www.oceantomo.com/services/patent-indexes/ocean-tomo-300-patent-value-index/
http://finance.yahoo.com/quotes/ACTG,ARM.L,ASUR,AUGT,AXGN,COPY,DSS,IDCC,MARA,MGT,MSD.TO,MUR.L,NEON,NSSI,OPTI,PCO,PRKR,PTNT,QCOM,RMBS,RPXC,RWS.L,SITO,STSI,TIVO,TSRA,UPIP,VHC,VRNG,WILN/view/v1;_ylt=AkCilnSBR4y35T6GeLNO8IwLv7gF;_ylu=X3oDMTB1Zmo2amR1BHBvcwMxBHNlYwN5ZmlUYWJsaXN0BHNsawNiYXNpYw--
http://finance.yahoo.com/quotes/ACTG,ARM.L,ASUR,AUGT,AXGN,COPY,DSS,IDCC,MARA,MGT,MSD.TO,MUR.L,NEON,NSSI,OPTI,PCO,PRKR,PTNT,QCOM,RMBS,RPXC,RWS.L,SITO,STSI,TIVO,TSRA,UPIP,VHC,VRNG,WILN/view/v1;_ylt=AkCilnSBR4y35T6GeLNO8IwLv7gF;_ylu=X3oDMTB1Zmo2amR1BHBvcwMxBHNlYwN5ZmlUYWJsaXN0BHNsawNiYXNpYw--
http://finance.yahoo.com/quotes/ACTG,ARM.L,ASUR,AUGT,AXGN,COPY,DSS,IDCC,MARA,MGT,MSD.TO,MUR.L,NEON,NSSI,OPTI,PCO,PRKR,PTNT,QCOM,RMBS,RPXC,RWS.L,SITO,STSI,TIVO,TSRA,UPIP,VHC,VRNG,WILN/view/v1;_ylt=AkCilnSBR4y35T6GeLNO8IwLv7gF;_ylu=X3oDMTB1Zmo2amR1BHBvcwMxBHNlYwN5ZmlUYWJsaXN0BHNsawNiYXNpYw--
http://finance.yahoo.com/quotes/ACTG,ARM.L,ASUR,AUGT,AXGN,COPY,DSS,IDCC,MARA,MGT,MSD.TO,MUR.L,NEON,NSSI,OPTI,PCO,PRKR,PTNT,QCOM,RMBS,RPXC,RWS.L,SITO,STSI,TIVO,TSRA,UPIP,VHC,VRNG,WILN/view/v1;_ylt=AkCilnSBR4y35T6GeLNO8IwLv7gF;_ylu=X3oDMTB1Zmo2amR1BHBvcwMxBHNlYwN5ZmlUYWJsaXN0BHNsawNiYXNpYw--
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なっていた。最初に公表された時にこのリストに含まれていたのは 30社で、その多くがアカシア・リ

サーチ・コーポレーション社、WiLAN、 バーネット X（VirnetX）、マラソン・パテント・グループ、

MGTなどの不実施主体（NPE）または特許主張主体（PAE）であった。このリストは定期的に見直さ

れ、次の各基準に沿って新たに企業が追加されたり、外されたりすることになっていた393。 

• バリュープロポジション（提供する価値）の中核を成す要素として、特許など知財権を有す

る。 

• 上場後 1か月以上経っており、決算報告を実施。 

• 外部へのライセンスや直接的な収益化をする必要なし。 

• 法令で定められた情報開示に加え、可能な限り任意の情報開示も実施。 

 

NPEや PAEが中心ではあったものの、ドキュメント・セキュリティー・システムズ（Document 

Security Systems）やシングル・タッチ（Single Touch Systems）などのような、小規模ながらもかなりの

特許を持っている企業も含まれていた394。 

 

特許の確実性と価値が失われ、エクイティ投資家にとってライセンスの魅力が薄れていくにつれ

て、2019年に「IPクローズアップ 30」に代わる「IPクローズアップ 50（IP CloseUp 50）」が発表され

た（図表 39参照）。IPクローズアップ 50では、知財を中心に据えた事業を営む株式公開会社 50社が

以下の 5つのカテゴリーに分類されており（図表 40参照）、この中には、ブランドやコンテンツのラ

イセンスを行う企業や防衛的戦略を展開する企業も含まれている395。 

• 特許（技術） 

• 特許（医薬品） 

• 商標（主要ブランド） 

• メディア・コンテンツ権利者（著作権） 

• 特許ライセンス 

 

IPクローズアップ社によると、リストに入れる企業は非公式の専門家パネルによって選ばれ、今後

更新されていくという。IPクローズアップ 30と同様に、IPクローズアップ 50も 5つの主要分野にお

いて知財権を多く有する企業の相対的な業績を比較しやすくすることを狙いとしている。IPクローズ

アップ社のウェブサイトには、Yahoo! Financeへのリンクが設けられており、リストに含まれている企

業の株価の動きを追うことができるようになっている396。 

  

 
393 https://ipcloseup.com/2013/04/08/tap-ip-closeup-30-to-get-a-continuously-updated-snap-shot-of-public-patent-

companies/ 
394 同上 
395 https://ipcloseup.com/2019/03/06/expanded-ip-closeup-30-stock-index-features-four-new-categories/ 
396 同上 

https://ipcloseup.com/2013/04/08/tap-ip-closeup-30-to-get-a-continuously-updated-snap-shot-of-public-patent-companies/
https://ipcloseup.com/2013/04/08/tap-ip-closeup-30-to-get-a-continuously-updated-snap-shot-of-public-patent-companies/
https://ipcloseup.com/2019/03/06/expanded-ip-closeup-30-stock-index-features-four-new-categories/
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図表 39  IPクローズアップ 50：特許（テクノロジー） 

 
出典：
https://finance.yahoo.com/quotes/AAPL,ERIC,2354.tw,GE,GOOGL,IBM,intc,MSFT,066570.ks,SNE,005930.KS,TM,tsm/

view/v1 

 

図表 40  IPクローズアップ 50社 

分類 企業 

特許（技術） Apple, Inc., Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Foxconn Technology Co., Ltd., 

General Electric Company, Alphabet Inc., International Business Machines 

Corporation, Intel Corporation, Microsoft Corporation, LG Electronics Inc., 

Samsung Electronics Co., Ltd., Toyota Motor Corporation, Taiwan 

Semiconductor Manufacturing Company Limited 

特許（医薬品） Johnson & Johnson, Merck & Co., Inc., Novartis AG, Pfizer Inc., Roche 

Holding AG 

商標（主要ブランド） Apple Inc., Amazon.com, Inc., AT&T Inc., The Coca-Cola Company, The 

Walt Disney Company, Meta Platforms, Inc., Ford Motor Company, Alphabet 

Inc., Intel Corporation, McDonald’s Corporation, Mercedes-Benz Group AG, 

Microsoft Corporation, NIKE, Inc., Samsung Electronics Co., Ltd., Toyota 

Motor Corporation  

メディア・コンテンツ権利

者 

Charter Communications, Inc., Comcast Corporation, The Walt Disney 

Company, News Corporation, Thomson Reuters Corporation 

特許ライセンス Acacia Research Corporation, InterDigital, Inc., QUALCOMM Incorporated, 

Rambus Inc., Network-1 Technologies, Inc., Universal Display Corporation, 

VirnetX Holding Corp, Xperi Holding Corporation 

出典：https://ipcloseup.com/ipcloseup-50/ 

  

https://finance.yahoo.com/quotes/AAPL,ERIC,2354.tw,GE,GOOGL,IBM,intc,MSFT,066570.ks,SNE,005930.KS,TM,tsm/view/v1
https://finance.yahoo.com/quotes/AAPL,ERIC,2354.tw,GE,GOOGL,IBM,intc,MSFT,066570.ks,SNE,005930.KS,TM,tsm/view/v1
https://ipcloseup.com/ipcloseup-50/
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3.3 知財 ETF を巡る動き 
 

上場投資信託（ETF）は、集団投資有価証券の一種で、ミューチュアルファンドのように運用され

る。通常、ETFは特定のインデックス・セクタ・商品などの資産を追跡するが、ミューチュアルファ

ンドとは異なり、通常の株式同様に株式取引市場での売買が可能で、個々の商品の価格から大規模且

つ多様な証券まで、何でも追跡するために構築可能である。また、ETFは、具体的な投資戦略を追跡

するための構築も出来ることから、株式・商品・債券や、異なる種類の投資の組み合わせなど、多く

の種類の投資を含む。ETFは、様々な業界に亘る株式数百株・数千株の保有も、特定の産業界・セク

タのみに絞り込むことも可能である。市場で人気の高い一部の ETFは、S&P 500インデックス（S&P 

500 Index）、ラッセル 200小型インデックス（Russell 200 small-cap index）、ダウジョーンズ工業株平

均（Dow Jones Industrial Average）、ナスダック 100インデックス（Nasdaq 100 index）などといった株

式指数を追跡している397。さらに、一部の ETFは、人工知能（AI）、ブロックチェーン、エネルギー

効率などといった特定技術・業界に重点を置く一方、別の ETFでは、人権・労働権・汚染予防・栄

養・兵器の関与・教育などの社会的責任ある投資が重視されている398。この他、EFTポートフォリオ

に含まれる株式を個別で購入すると高額投資になるが、ETFは平均コストを低額に抑えることが可能

になる。投資家らは、ETFの売却で 1回、購入で 1回の取引が必要となるだけで、投資家自身による

取引が少数回行われるのみとなり、仲介業者へのコミッション支払いも少なくなる399。  

 

現在、知財に特化した ETFは米国市場では存在しない模様である。2006年 12月には、金融サービ

ス企業で複数のファンドを運用するクレイモア・セキュリティーズ社（Claymore Securities：以下、ク

レイモア社）が、オーシャン・トモ社による OT300に基づくファンドとして「クレイモア・オーシャ

ントモ特許上場投資信託（Claymore/Ocean Tomo Patent ETF：ティッカーシンボルは OTP）」を設立

し、投資のうち最低 9割を OT300に選ばれた企業の株式もしくは米国預託証券（American Depositary 

Receipt：ADR）に投資し、OT300のパフォーマンスとの 95％以上の相関性を保つとしていた。しか

し、クレイモア社は 2009年に他社に買収されており400、現在は同 ETFの取引は終了した模様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
397 https://www.investopedia.com/terms/e/etf.asp 
398 https://etfdb.com/etfs/ 
399 https://www.investopedia.com/terms/e/etf.asp 
400 https://seekingalpha.com/article/153697-claymore-securities-finally-cashes-out 

https://www.investopedia.com/terms/e/etf.asp
https://etfdb.com/etfs/
https://www.investopedia.com/terms/e/etf.asp
https://seekingalpha.com/article/153697-claymore-securities-finally-cashes-out
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4 知財市場のインフラ構築に向けた動き 
 

本章では、知財市場のインフラ構築に向けた動きとして、知財の数値化と、知財取引所 IPXIの 2点

について取り上げる。以下の記載はウェブサイト等の公開情報を要約したものである。 

 

4.1 知財の数値化 
 

知財の取引が成立するには、売り手と買い手が取引の対象となる知財の価値について合意に達しな

ければならない。従来の売買・ライセンス契約では知財価値は個々の交渉によって決められてきた

が、知財市場を確立するためには、客観的な指標が必要となるため、知財の価値を測る手法が様々に

開発されてきている。 

 

一般的に、知財の価値化には以下の 4つの手法が利用されている401。 

• 収益還元法（インカム・アプローチ） 

o 知財の価値評価に最も一般的に用いられる方法であり、最も科学的な知財評価方法と

される。 

o その資産を経済活動などに用いることで将来的に生み出される収益の額に基づいて価

値を評価。通常、その知財について予想される将来のキャッシュフローや収益を割引

計算して現在価値を算出し、その資産への投資を織り込んで将来のキャッシュフロー

を調整。 

o キャッシュフローがプラスである場合や確度の高い予測が可能な場合、リスクを考慮

して割引率を算出できる場合などにおいて、最も使いやすい知財評価方法。 

o 適切な割引率を決めなければならず、その他様々な仮定が必要となることから、現在

価値計算は複雑になり主観性が高くなってしまう可能性があり、取引が行き詰まる原

因となり得る。  

• 取引事例比較法（マーケット・アプローチ） 

o 同様の状況において同じような資産の移転に実際に支払われた価格との比較に基づく

評価方法。類似事例で実際に支払われている金額に基づいて公正な市場価値を類推。 

o シンプルかつ市場情報に基づく方法であるという利点があるため、ロイヤルティ料率

や税金などのおよその額の設定や、収益還元法による計算に織り込むデータ用に用い

られることが多い。 

o ほとんどの取引は守秘義務契約に基づいて非公開で行われるため、現実的には、類似

事例について公開されている取引データが足りず、取引事例比較法を用いた価値評価

ができない場合も多い。また、知財は一般的に独創的なものであるため、類似事例の

特定も困難。 

• 原価法（コスト・アプローチ）  

o 当該資産、または類似資産のコストを計算することによって知財の価値を設定する方

法。 

o 当該資産を手軽に再取得することが可能であり、その資産の経済的恩恵を正確に数値

化できない場合に特に有用。 

o 知財取得にかかるあらゆる経費（手数料、法律サービス、人的リソースなど）を計算

し、インフレ調整するのが伝統的な方法である。その資産に付随するリスクや将来の

キャッシュフローなどは考慮しない。無駄になったコストがある場合、実際よりも割

高な価値が算出される可能性があるほか、その資産の独創性や斬新さなどは考慮され

ない。 

 
401 https://www.wipo.int/sme/en/value_ip_assets/; https://www.heerlaw.com/determining-value-intellectual-property 

https://www.wipo.int/sme/en/value_ip_assets/
https://www.heerlaw.com/determining-value-intellectual-property
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o 将来の予測ではなくこれまでにかかったコストに基づいた計算方法であるため、最も

容易かつ客観性が高い方法ともされる。 

o 既に市販されている製品に関連する知財の価値評価には概して不適切。そのような知

財は何らかの収入源とつながっている可能性が高いためである。同様に、買い手の懸

念点が、その資産が収益をもたらす可能性や収益をもたらす期間である場合にも不適

切な評価方法。 

• オプションに基づく評価方法 

o 金融オプション価格設定手法を用いた知財価値評価方法。 

o 将来的に予測される収益やキャッシュフローを検討するが、収益化が可能な知財の創

出に付随する不確実性も計算に入れる。 

o 複数のあり得る結果を考慮し、将来的な不確実性を反映した現在価値を判断。 

o これから開発や商用化に関する判断がなされていく、開発初期段階にある知財の価値

評価には特に有用。 

o この方法の例には、主な仮定事項の重み付けに基づいて現在価値の確率的分布を示す

モンテカルロ法と、金融オプションの価値評価に用いられるデータと類似したデータ

を考慮して評価を行うリアルオプション分析法がある。 

 

知財の価値評価を実施する理由や動機には様々なものがある。次図表 41にその例を示す。 

 

図表 41 知財の価値評価を行う理由や目的 

分類 価値評価を行う理由や目的 

取引 知財のライセンス、フランチャイズ契約 

知財の売買 

M&A、売却、スピンオフ 

ジョイントベンチャーまたは戦略的提携 

知財の寄付 

知財権の行使 知財権が侵害された場合の損害計算 

内部使用目的 研究開発への投資 

知財権の内部管理 

戦略的な資金繰りやエクイティ・資金の調達 

投資家向け広報活動 

その他の目的 財務報告 

破産・清算 

課税の最適化 

知財の保険 

出典：https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_11_learning_points.pdf 

 

 

  

https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_11_learning_points.pdf
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4.2 知財取引所 IPXI 
 

知財国際取引所（Intellectual Property Exchange International、以下 IPXI社）は、知財を対象とした世界

初の金融取引所として 2008年に立ち上げられた。IPXI社の起源は、IPXI社の共同会長であるジェーム

ズ・マラコフスキー氏（James Malackowski）が、シカゴの先物市場のような知財取引所を構想してい

たことに遡り、同氏は、イリノイ州から 20万ドルの助成を得て、そのアイデアについて調査研究を行

う非営利組織を設立し、2008年に IPXI社を立ち上げた。その一年後、IPXI社は、ジェラルド・パンネ

クーク氏（Gerald Pamnekoek）を社長兼最高経営者として抜擢した。パンネクーク氏は、温室効果ガス

の排出権を売買するシカゴ気候取引所（Chicago Climate Exchange）の立ち上げを支援した人物である
402。  

 

IPXI社は、ライセンスのプロセスをもっと効率的かつ透明にすることで特許制度を促進すると、パ

ンネクーク氏は述べている。価格付けやその他の契約条件は公開して全ての人に同じように適用され

るべきであり、特許が高品質で市場の需要を反映した価格となっていることを確実にするための調査

を行うとしている403。 

 

IPXI社は 2012年 6月に、オランダのエレクトロニクス大手、ロイヤル・フィリップス・エレクトロ

ニクス社（Royal Philips Electronics）の特許ポートフォリオ 600件以上についてライセンス権の売り出

しを開始した。IPXI社は、フィリップス社やシカゴ・オプション取引所（Chicago Board Options 

Exchange）など、一部の富裕投資家を引きつけ、この 2者はそれぞれ、IPXI社を 10％所有した。フィ

リップス社以外では、フォード・モーター社（Ford Motor Co.）やソニー、ヒューレット・パッカード

（Hewlett-Packard）などの企業が関心を寄せた。また、ノースウェスタン大学（Northwestern 

University）やシカゴ大学（University of Chicago）といった大学も、自らの知財の一部を取引所に上場

することを視野に入れ、会員となった。契約の対象は証券や先物ではないことから、IPXI社は証券取

引委員会（Securities and Exchange Commission）または商品先物取引委員会（Commodity Futures Trading 

Commission）の規制対象とはならないという特徴があった404。 

 

IPXI社のビジョンは、特許、もしくは特許の集合体を「単位ライセンス権（unit license right：

ULR）」として取引の対象とすることで、これらを株式のように売買することが可能になるというも

のである。ULRは、特定の技術を 1つの製品に使用できる一回の権利を付与するものである。例え

ば、自動車に使用される新しいタイプのエアバッグ・センサーなどが挙げられ、ある企業がその技術

を 10万台の自動車に使用したい場合、ULRを市場価格で 10万件購入することが必要となる。IPXI社

は、ULRにより、知財を巡って弁護士が集中的に双方間のライセンスを交渉するというプロセスに比

べ、よりシンプルで早く交渉・調整を終了することが可能であり、弁護士を介した交渉は中小企業に

とって費用が高額過ぎ、特許の未実施状態につながり、イノベーションが阻害されるという問題があ

ると指摘する。IPXI社の手法は、例えば排他的ライセンスはできないなど全ての種類の知財に機能す

るわけではないものの、企業が自社の発明から収益を得ることがより容易になると期待された。以上

から、スタートアップにとっては、希薄化されない資金を得る素晴らしい形態であるとパンネクーク

氏は述べている405。 

 

ULRプログラムの下、IPXI社はまず、特許権者と契約を交わし、特許を IPXI社へ売却するか、IPXI

社を「マスター・ライセンシング代理人（master licensing agent）」として任命することで、特許の管理

を IPXIへ移行する。この契約に基づき、IPXI社は、ULRをサブライセンスし、あらゆる特許権を行使

 
402 https://www.chicagotribune.com/business/ct-xpm-2013-07-07-ct-biz-0707-patent-exchange-20130707-story.html 
403 同上 
404 同上 
405 https://www.economist.com/business/2012/05/12/marketplace-of-ideas 

https://www.chicagotribune.com/business/ct-xpm-2013-07-07-ct-biz-0707-patent-exchange-20130707-story.html
https://www.economist.com/business/2012/05/12/marketplace-of-ideas
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する権利を得る。特許権者が知財の管理を IPXI社へ移行することには、数多くの利点があり、例え

ば、特許権者は、権利行使や潜在的購入者を探すといった継続的なリスクを気にせずに自身の発明の

経済的利用に専念することが可能となる406。 

 

次に、IPXI社は、特許の価値を確実に計算するために特許の適正評価を行う。IPXI社は、その特許

が無効とされないかどうかを判断するため、特許専門家を雇い、特許クリアランス調査（特許侵害予

防調査）を実施する。特許クリアランス調査では、専門家が、特許や特許出願のクレームを調査し、

潜在的に関連性のある特許もしくは出願を特定する。特許クリアランス調査の後、特許専門家は、市

場におけるその技術の需要を予測する。全体的に見ると、IPXI社は被許諾者が必要とする適正評価の

95％を実施する。IPXI社は、この分析を、実施者やあらゆる者が利用できるようにした。そしてこの

システムが、売り出される特許の価値についてより完全な情報を提供する助けとなることを期待した
407。 

 

また、IPXI社は、規則と手続に合意した会員のみが取引に参加できるよう限定しており、IPXI社の

会員制度には、費用の発生しない「購入会員」（取引所で取引ができる個人または事業体）から、

IPXI社のガバナンス及び政策策定委員会に個人もしくは事業体として参加できる高レベルの会員ま

で、様々な形態が提供された。ULRの新規売り出し価格は、特許専門家による適正評価と潜在的な購

入者からの入札を反映する複雑なプロセスに基づいて決定された。IPXI社はまず、適正評価に基づい

て ULRの試算価格を割り当てた。次に、潜在的な購入者が、オランダの競売手法を使って IPXI社へ

ULRの入札を行う。IPXI社は十分な入札を受理した後、最終的な売り出し価格で ULRを入札者へ売

却する。最終的に、IPXIは収益の 20％を獲得し、特許権者は残りの 80％を受け取る408。 

 

ULRの新規公開売り出し後、IPXI会員は自分が保有する未使用の ULRを、「私設取引プラットフ

ォーム」を通じて二次流通市場で再販することができる。この二次流通市場は、マーケットプレイス

で知財を移転する全く新しい手段を生み出した。具体的には、機関投資家は、市場に関する独自の外

部調査に基づき、有望な技術の権利に直接投資できるようになった。加えて、事業会社は、新たな技

術の使用に伴うリスクを回避でき、特許侵害のリスクにさらされる可能性を管理することが可能にな

った。例えば、ある事業会社が IPXIの市場で有望な新しい技術を見つけた場合、まず少数の ULRを

購入し、その技術を試験した後、必要に応じて二次流通市場で更に購入することが可能になった。一

方、その事業会社がその技術の使用を放棄することを決定した場合、いつでも二次流通市場でその技

術を売却することが可能とされた。ULRを二次流通市場で現金化する機会があるという点は、技術に

対する先行投資を最小限に抑えることができ、それは早期導入の奨励につながるとされた。企業は、

当該特許を一時的に試験するために特許権を侵害する必要はなくなり、その技術を全面的に採用する

前に、少数の ULRを購入することが可能になる。その結果、ULRの二次流通市場は、機関投資家と企

業の双方にとり、大きな恩恵をもたらすと期待された409。 

 

しかし 2015年 3月になって、IPXI社は事業活動を中止することを発表した。声明によれば、70以上

の企業、大学、研究所、及び準会員が IPXI社の事業活動に関与したという。IPXI社の幹部は、特許の

ライセンス権を取引する世界初の電子金融取引所が失敗した要因について、「被許諾者（ライセンシ

ー）が、実施許諾者（ライセンサー）による法的措置に直面するまで、交渉に関与しようとしない点

にあった」と指摘している。また、事業閉鎖に関する公式声明の中で、IPXI社は次のように語った。

「適切なタイミングではなかったようだ。そして、被許諾者となる側が、我々と協力するのではな

く、我々を訴訟に追い込もうとするといった問題は克服不可能であった。IPXI社のビジネス・モデル

 
406 https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4730&context=clr 
407 同上 
408 同上 
409 同上 

https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4730&context=clr


93 

 

は、『公正と透明性をもたらし、特許技術の実施者は善良な企業市民である』という点を頼りとした

が、結局のところ、IPXI社が潜在的な被許諾者の関心を集め得るのは、訴訟を通してのみであるとい

う点が明確になった。この点はまさに、我々のビジネス・モデルが克服しようとした点であった
410」。 

 

パンネクーク氏は、IPXI社の取り組みが失敗した理由について、「米国の特許制度の中で、誠意を

持ってライセンスに従事するインセンティブが企業にはなかった」と考えている。同氏はあるインタ

ビューの中で、「被許諾者側に必要とされる作業の 90％を我々が事前に行った上で正当なライセンス

権を提示しても、これに応答する良識ある企業市民（事業体）を十分に得ることができなかった」と

嘆いた。パンネクーク氏は、IPXI社は、ライセンスに関する、品質の判断、実施の証拠の提示、取引

の透明性、価格付けという、主要な 4つの問題を解決したと語っている。「しかし、それでも、訴訟

の脅威がない状態で会話をすることへのインセンティブがないことが明かになった」と、同氏は語っ

ている411。 

 

 

 
410 https://www.oceantomo.com/wp-content/uploads/2019/09/ipxi_corporate_announcement.pdf 
411 https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4730&context=clr 

https://www.oceantomo.com/wp-content/uploads/2019/09/ipxi_corporate_announcement.pdf
https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4730&context=clr
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